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1　はじめに

2017年 1月 20日、米国ではトランプ大統領が
就任した。トランプ大統領は大統領選挙戦のさな
かの 2016年 5月 15日、「金第 1書記に会いに北朝
鮮に行くつもりはないが、来るなら会う。ただ、国
賓晩餐ではなく会議テーブルについてハンバー
ガーを食べ、より良い核交渉をする」と述べてい
た 1）。2017年 3月にこれまでトラック 1.5の会議
を多数手がけてきた全米外交政策委員会（The 

National Committee on American Foreign Policy: 

NCAFP）が朝鮮民主主義人民共和国（以下、北朝
鮮とする）の崔善姫外務省北米局長（当時、現在
は第一外務次官）らを米国に招請する予定であっ
た。ニューヨークタイムズによれば、同年 2月 24

日の午前中には米国国務省がビザの発給を伝える
連絡をしたが、数時間後には取り消しの連絡が来
たと報じている 2）。このように、トランプ大統領
は北朝鮮の核問題を対話で解決することをかなり
前から意識して大統領になったと言えるが、国務
省を含む米国主流社会はこのような動きを好まし
く思っていなかったようである。
その後のトランプ大統領は、「対話」を封印し、

北朝鮮の度重なる弾道ミサイル発射実験や核実験
に対して異例の強い言葉での批判を続けてきた。
2017年 9月 17日の国連総会での演説では、「米国
には偉大な力と忍耐があるが、自国や同盟国を守
らざるを得ない状況になれば、北朝鮮を完全に破

壊する以外に選択はなくなるであろう。ロケット
マンは自らと自らの体制にとっての自滅的な任務
を行っている。米国はこのような状況に備えてお
り、対処する用意があり、対処できるが、うまく
いけばそうする必要がないであろう。」3）と表明し
た。
これに対して金正恩国務委員長は、初めての国

務委員長声明を同年 9月 21日に出し、そこで「ト
ランプが何を考えていたとしても、それ以上の結
果を目の当たりにすることになるだろう。米国の
老いぼれ狂人を必ず、必ず、火で制するだろう」4）

と売り言葉に買い言葉の応酬となった。同年 10月
8日に開催された、朝鮮労働党中央委員会第 7期
第 2回全員会議（総会）で、金正恩国務委員長は
経済建設と核武力建設の並進路線について言及し
つつ、経済制裁が大幅に強化された現状でどのよ
うに国民経済を活性化させるのかについてかなり
長い言及を行っている。また、人事では党の幹部
の大幅な若返りが発表された 5）。同年 11月 29日
には大陸間弾道ミサイル「火星 15号」の発射実験
成功を受け、政府声明が出され、「国家核武力完成
の偉業」が成し遂げられたとされた 6）。また、同
年 12月 9日には、金正恩国務委員長が白頭山を訪
問したことが報道された、これまでも白頭山訪問
の後に大きな政治的事件が起こっていることか
ら、大きな政策変更を予想する分析もみられた 7）。

2018年 1月 1日の「新年の辞」で金正恩国務委
員長が平昌オリンピック参加を表明した。これを
受けて、同月 9日に南北高位級会談が開かれた。オ
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リンピック後の同年 3月 5日、青瓦台の鄭義溶国
家安保室長ら 5人が大統領特使として平壌を訪問
し、金正恩国務委員長とも会見した。この席で北
朝鮮は南北首脳会談の開催にも同意し、非核化へ
の意思を表明、米朝首脳会談の仲介を大韓民国（以
下、韓国とする）に依頼した。同月 8日、鄭義溶
国家安保室長を代表とする韓国代表団がトランプ
大統領に面会し、南北高位級会談について説明、ト
ランプ大統領は米朝首脳会談を 5月までに行うこ
とに同意した 8）。その後、トランプ大統領は同月
13日にツイッターでティラーソン国務長官を解任
することを表明、CIA長官のマイク・ポンペオ氏
が後任となった。また、同月 23日には国家安全保
障担当の大統領補佐官を、現職のマクマスター氏
から、ブッシュ政権時代から外交タカ派として知
られるジョン・ボルトン元国連大使へと交代させ
る人事も発表した。この人事は、一般的には米朝
対話を前にして、対話派、現実派から強硬派へと
乗り換えたと解されているが 9）、2017年 2月～ 3

月の米朝対話をめぐる確執を考慮に入れると、北
朝鮮との対話に消極的な国務省などの「現実派」を
はずし、ホワイトハウス主導で米朝対話を行おう
というトランプ大統領の思惑が見えてくる。
韓国は 2017年秋までの、核問題をめぐる米朝対

立の激化を大きな懸念を持ってとらえてきた。文
在寅大統領は 2017年 8月 15日の「光復節」演説
で、「大韓民国の国益が最優先で正義です」「だれ
も大韓民国の同意なく軍事行動を決定することは
できません。政府はすべてをかけて戦争だけは避
けます」10）と発言している。韓国は朝鮮半島有事
を避けるべく、北朝鮮に平昌オリンピックへの参
加を呼びかけるなど、南北関係の改善、米朝間対
話の仲介に力を入れた。北朝鮮の平昌オリンピッ
クへの参加は、韓国の並々ならぬ執念で実現した
ともいえる。韓国は、2017年 12月に例年 3月 1日
から始まる米韓合同軍事演習を平昌オリンピック
を成功させるために延期することを米国に提案し
ており 11）、翌 18年 1月 4日の米韓電話協議で正式
に合意している 12）。したがって、金正恩国務委員
長の新年の辞での平昌オリンピックへの参加言及

は、韓国側の要望に北朝鮮が応えたものとみる方
がよい。
このような一連の動きは、単にトランプ大統領

という個人の特異な行動と理解するよりは、オバ
マ大統領 13）（あるいは前任者のジョージ・W・
ブッシュ大統領）の時代から引き継がれてきた米
国の覇権追求の停止による米国一極支配の後に来
る、新たな世界秩序形成の一環と見る方がよいの
ではないか。筆者は、現在の情勢変化の裏には、米
国一極支配の時代から、地域毎の「列強」のバラ
ンス外交へと移ろうとする秩序変化があると見て
いる。本稿はこのような観点から、日本について
アジアにおける新たな「軸」になることができる
か、日中関係の改善すなわちこれまでの敵対関係
から「好敵手」への変化をどう見るのか、日ロ平
和条約締結への動き、日豪の接近と豪州の南太平
洋諸国への「リバランス」などを含め、朝鮮半島
における米国の政策変化や、それに起因する朝鮮
半島、あるいは北東アジアにおける秩序変化をこ
の脈略でとらえて解説することを目標とする。

2　朝鮮半島における秩序変革

（1）北朝鮮の核開発の理由

北朝鮮が核開発を加速化させたのは、冷戦終了
後であった。それまで、東側陣営の一因として、旧
ソ連と中国という後ろ盾があった北朝鮮である
が、1991年 12月のソ連の崩壊により、米国から
守ってもらえる可能性が消滅した。中国も自国の
政権維持に忙しく、1992年 8月には韓国と国交正
常化した。このような状況で、冷戦後の米国一極
支配の時代を、米国から敵視されて生きる北朝鮮
は核兵器開発を加速させた。
金正恩時代に入り、金正日時代の核開発を受け

継いだ北朝鮮は、2017年 11月に米国本土を狙う
大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射実験を行った
が、核弾頭の再突入実験などを行わないまま、「国
家核武力の完成」を宣言し、寸止めで米国との交
渉に入った。
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（2）「米国の対北朝鮮敵視政策」の放棄を対価として
求める北朝鮮

北朝鮮は、米国の対北朝鮮敵視政策の放棄を核
放棄の対価として求めている 14）。北朝鮮の言う米
国の対北朝鮮敵視政策とは、核による威嚇＝「米
国の敵」とすることをやめ、経済制裁（国連安保
理決議による国際的制裁と米国の独自制裁）を解
除し、最高指導者に対する誹謗中傷をやめ、関係
改善と国交正常化を行うことである。これは北朝
鮮が「米国の敵」から「普通の発展途上国」へと
変化することができる前提条件であり、北朝鮮と
しては譲ることのできないボトムラインであると
言える。
現状から米朝国交正常化まではかなり長い道の

りであり、それまでの中間的な通過点として考え
られているのが朝鮮戦争の終戦宣言である。本来
的には朝鮮戦争の停戦協定を平和協定に切り替え
ることが中間的な通過点であるが、戦争を法的に
終結させることの影響が大きいため、それ以前に
米国が北朝鮮との戦争状態がないことを宣言する
ことが考えられている。五味［2019］は、単なる
終戦宣言であっても、在韓米軍や在日米軍の減員
や撤退につながる可能性があると分析している
が、北朝鮮からすれば、そのような議論が行われ
てこそ、米国が本当に自分たちの体制を倒す考え
のないことを信用でき、核放棄を実現する前提を
提供するものと考えているのであろう。

（3）南北関係の改善と北朝鮮の変化

前述した通り、2017年から 18年にかけての局
面転換において、韓国は自国が第 2次朝鮮戦争に
巻きこまれることを防ぐため、国家の総力を挙げ
て米朝の仲介に徹した。渡邊［2018］にもあるよ
うに、北朝鮮は南北関係を主に南との体制競争が
依然続いているという見方をしているようであ
り、木宮［2017］や安倍［2016］にもあるように、
韓国もまた、過去にはそうであった。

2018年 4月の第 3回南北首脳会談では板門店宣
言 15）に合意したが、ここでは、「両首脳は、朝鮮

半島にもはや戦争はなく、新たな平和の時代が開
かれたことを 8千万のわが同胞と全世界に厳粛に
宣言した」「南と北は、朝鮮半島で先鋭化した軍事
的緊張状態を緩和し、戦争の危険を実質的に解消
するため共同で努力していくだろう」とし、朝鮮
半島における平和体制を築いていくことで合意し
た。同年 9月の第 5回南北首脳会談では「板門店
宣言における軍事分野履行合意書」に合意し、南
と北は、地上と海上、空中を始めとするすべての
領域で、軍事的緊張と対立の根源となる相手方へ
の一切の敵対行為を全面中止し、同年 11月 1日か
ら、軍事境界線一帯で相手方を標的とした各種の
軍事演習を中止することにし、軍事境界線上空に
全機種の飛行禁止区域し、偶発的な武力衝突の状
況が発生しないよう対策をとることにし、すべて
の軍事的問題を平和的に協議し解決することにし
た。また、南と北は、非武装地帯を平和地帯にす
るための実質的な軍事的対策を講じることで合意
し、非武装地帯内の哨戒所（GP）をすべて撤退す
るための試験的措置として、相互 1km以内で近接
している南北の哨戒所を完全に撤去することにな
どに合意した。
同年 10月 1日から非武装地帯（DMZ）と共同

警備区域（JSA）で地雷の撤去作業が開始され、JSA

では同月 20日に作業が完了。同月 25日、JSA内の
南北それぞれの監視哨所（GP）、兵力、火器の撤
収作業が完了し、JSAの非武装化が実現したとのこ
とだ。翌 26日、板門店で行われた南北将官級軍事
会談では、今年末までに試験的に撤収することで
合意した相互 1km以内に近接している 11カ所の
GP撤収のため、同年 11月末までに GPの兵力、装
備撤収および完全破壊措置を履行し、同年 12月中
の相互検証を通じ、年内にすべての措置を完了さ
せることにした。これに基づき、南北は 11月 1日
から DMZ内の GPの撤去作業を開始。同月 10日
までにGPの兵力や火器の装備の撤収を完了し、次
いで GP施設の撤収作業を開始した（8日、それぞ
れ 1カ所を取り壊さず保存することで合意）。南北
は、同年 11月 1日 0時から陸・海・空での敵対行
為を全面中止した。地上では、軍事境界線から 5km
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以内の区域で砲兵射撃訓練および連隊級以上の野
外機動訓練を中止。空中ではMDLを基準に幅 40

～ 80mの軍用機の飛行禁止区域が設定され、東海
と西海それぞれの指定海域での砲射撃、海上機動
訓練の中止および海岸砲・艦砲の砲口の閉鎖措置
が講じられた。南北は同年 11月 5日～ 9日、臨津
江河口の共同利用をめざして共同調査を行った。
調査ではこれまで海図になかった 21カ所の暗礁
が見つかり、その位置と大きさを確認。南北の民
間船舶が自由に行き来できる水路を発見した。南
北が軍事合意書で設定した共同利用水域は、北側
が開城市南部から黄海南道南東部まで、南側が金
浦半島北東端から喬桐島南西端までの 70km、面積
は 280平方 kmに及ぶ 16）。
南北関係を改善する上で、南は統一を前面に出

さず、北が国際社会にデビューすることを積極的
に支援しているように見える。そしてそれは現状
では、統一を前提としつつも、東西ドイツの関係
正常化に類似した事実上の統一の先延ばし、棚上
げのように見える。

3　北朝鮮は「米国の敵」から「普通の発
展途上国」へ

北朝鮮は現在、国連安保理決議による国際的制
裁だけでなく、米国の単独制裁の対象ともなって
いる。Rennack［2018］にあるように、米国の対北
朝鮮経済制裁はその開始時期、内容ともに幅広く、
それをすべて解除するのは相当な時間と政治的、
行政的な手間を要する。北朝鮮にとっては、核開
発にともなう国際的制裁、各国の単独制裁から解
放され、米国との正常な関係を前提とした環境が
来なければ、本当の意味での経済の時代が来たこ
とにはならない。なぜなら、世界銀行（IBRD）や
アジア開発銀行（ADB）、国際通貨基金（IMF）、世
界貿易機関（WTO）への加盟が実現するためには、
米国がそれに反対しないことが重要な要件となる
からである。
米国との関係改善は、北朝鮮が、経済が政治の

従属変数ではない時代、すなわち日本を含め世界
の多くの国と同じように経済建設のために各種政
策を樹立し、調整していく時代に入ることを可能
にするであろう。そうなれば、これまでのように、
経済分野での問題がすべて「アメリカ帝国主義の
悪辣な対朝鮮敵視政策」に起因すると主張できた
時代が終わり、経済がよくならなければ政権の正
統性に問題が生じる時代が到来する。
北朝鮮は将来的には、世界経済、北東アジアの

「フルメンバー」となる可能性があり、前述の国際
機関のほか、アジアインフラ投資銀行（AIIB）へ
の加盟や東アジア地域包括的経済連携（RCEP）な
どへの加盟国となる可能性があり、日本が主導す
る環太平洋パートナーシップ協定（TPP）にも将
来的には加盟する可能性も否定できない。ここで
重要なのは、日本としても北朝鮮経済がテイクオ
フできる環境を提供することであり、これは経済
協力資金の提供だけに止まらず、北朝鮮が「普通
の発展途上国」になることを包括的に支援するこ
とが必要となっていくであろう。そのためには、日
本は省庁間、あるいは担当部署間の壁を取り払い、
包括的かつ総合的な対北東アジア政策を立案して
いく必要性がある。

4　北朝鮮の非核化による国際社会への復
帰が北東アジアにもたらすもの

（1）北東アジアにおける東西冷戦に起因する対立（冷
戦構造）の完全な除去

1980年代後半から 90年代前半に東西冷戦が終
了した後も、北東アジアには朝鮮半島の南北分断
と対立、米朝の対立に起因する日米韓と中ロ朝の
対立構造が残り、冷戦終了の効果は朝鮮半島にお
いて、中韓関係やロ韓関係の改善など、一部分野
に止まった。
今後、朝鮮半島において北朝鮮の非核化が進展

し、朝鮮戦争の休戦協定から平和協定、米朝国交
正常化への道筋が見えてくれば、北東アジアにお
ける冷戦構造が除去されていくことになる。
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（2）日本の北東アジアに対するコミットメント深化

このことは、これまで主に日米韓の枠組みで行
動してきた日本が北東アジアへの独自の関与を深
化させることができる空間を作ることになろう。
すでに日中関係は改善に向かい、日本と中国の関
係は米国の中国封じ込めに協力する敵対的な関係
というよりは、今後のアジアでの影響力を競い合
うライバルの関係になってきている。また、ロシ
アとの関係においても北方領土問題において、松
本［2012: 125-126］のような米国による干渉なく
ある程度自由な交渉が行われるようになってきて
いる。今後、北朝鮮の非核化が進んでいくとすれ
ば、日本が大図們江イニシアティブ（GTI）など、
この地域での国際的な開発プロジェクトに参加し
ていく可能性が大きくなるし、その前提として日
本の総合的な北東アジア政策立案が開始される必
要があろう。

（3）中国やロシアの北朝鮮を含む朝鮮半島全体への経
済活動の開始

北朝鮮の核問題の解決にともない、中国の一帯
一路構想のうち特に「一帯」の朝鮮半島への延長
を促し、中国と韓国を結ぶ陸上交通インフラの建
設開始が現実性を帯びていくであろう。また、ロ
シアのガス、石油パイプラインの北朝鮮経由での
韓国への接続についても、プロジェクトを実際に
推進していく条件が整っていく。
朝鮮半島の南北関係の改善と対立の減少は韓

国、北朝鮮における戦時秩序から平時秩序への移
行を促し、軍事・安全保障優先の考え方から経済
優先の考え方への転換が徐々に進んで行くであろ
う。北朝鮮が本格的な「経済の季節」へと突入す
るとすれば、それは北朝鮮の高度経済成長への離
陸を意味し、地域の協力の漸進的増加、問題解決
における協力体制の強化に起因する地域の協力体
制（政治、安全保障、経済を網羅する）の強化の
可能性が高くなる。

5　おわりに

現在、われわれは歴史が大きく激動するその中
に暮らしている。それは 1980年代後半のベルリン
の壁の崩壊にも匹敵する大きな変化である。しか
し、その渦中にいるが故に、過去の延長線上でし
か、現在起こっていることがらをとらえることが
できないでいる。

30年後、50年後の歴史教科書には、われわれが
生きているまさにこの時期が、北東アジアに新た
な国際秩序の変化が起きたと書いているであろ
う。したがって、現在発生しているさまざまな事
象に対して、われわれは過去の延長線上でのみ物
事をとらえるのではなく、将来どのような秩序を
作っていくのがわれわれにとって有利なのか、と
いう創造的な視点を持つ必要がある。
また、朝鮮半島で今起こりつつある変化は、米

国の政策の変化に起因してはいるが、明治維新以
降の 150年の歴史の中で、ともすれば受け身にな
りがちであった朝鮮半島の人々が、自らの歴史を
自らの力で切り開こうとする努力が実を結ぼうと
していると見ることもできる。
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義性，作用域
Keywords: Particle “ 만 ”（pronounced ［man］）, the 

adverbial consecutive endings, pragmatic ambiguity, 

scope of action

1．はじめに

韓国語の助詞 1）「만 man（だけ）」に関する研究
は多数あり、その「意味・機能」について様々な
角度から分析されている。先行研究では「만」の
「意味・機能」については単文による分析が主で
あった。しかし、会話における「만」は常に決まっ
たパターンで現れるわけではなく、統語的に説明
しにくい形で「만」が発話される場合がある。そ
のような「만」の出現がもたらす「意味・機能」に
ついてはあまり言及されなかったため、その出現
場面を調べる余地がある。
本稿では「V1（어・아）+V2」型動詞を題材に副

詞的連用語尾 2）「어 eo・아 a」につく「만」を分析
対象 3）に限定し、語用的な立場から「V1（어・아）
+V2」型動詞に介入して出現する「만」は、どうい
う「意味・機能」をもたらしているのかを考察す
る。

2．先行研究と本稿の考察方向と意義

（1）先行研究

「만」の「重義性」に関しては、チェ・ジェウン
［1996、1998］、チェ・キュリョン［1998］、キム
チョンミン［2000］などが取り上げられる。これ
らの先行研究では「만」の「意味・機能」につい
て「限定」や「排他」、そして「強調」や「焦点化」
など別の観点から述べているが、いずれも「만」の
出現は意味解釈に重義性をもたらす、という見解
は共通している。
「만」がもたらす意味解釈の重義性は［例 1］の
ようなものである。

［例 1］ 동수가 순이만 따라다닌다．［チェ・ジェウ
ン 1996:673］
［Dongsu-ga Suni-man ddaladaninda.］
［トンス－主格　　スニ－だけ　追いかけ
回す－下称・平叙］
（トンスがスニだけ追い回す（逐語訳）/ト
ンスがスニを追いかけてばかりいる。）

上記の［例 1］ は「만」が名詞の「スニ」につく
場合で、第一の意味として「トンスが他の人では
なく、スニだけ追い回す」4）という意味を持つが、
文脈によっては「トンスが勉強（仕事）など全然
せず、スニだけ追い回す」という解釈も成り立つ
ものである。

研究ノート

副詞的連用語尾につく「만」について
―「V1（어・아）+V2」型動詞を題材に―

朴恩珠（大阪女学院大学）
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さらに、「만」の「意味・機能」について、ホ
ン・サマン［2002］は次のように述べている。

①唯一限定
・얼굴만 예쁘다고 배우가 되는 것이 아니다 .

［eolgul-man yebbedago beu-ga dyenen keos-i anida.］
（顔だけきれいで俳優になるのではない。）
・평생을 아들만 믿고 살아왔다 .

［pyengseng-eul aduel-man mitgo salawatta.］
（一生を息子だけ頼りにして生きてきた。）

②縮小制限
・한마디만 더 얘기하고 싶다 .

［hanmadi-man deo yegihago sipta.］
（一言だけもっと話したい。）
・이천 원만 내십시오 .

［icheonwon-man nesibsiyo.］
（二千ウォンだけ払ってください。）

③単一、一様、持続
・혜영이는 웃기만 한다 .

［hyeyoungi-nen utgi-man handa.］
（へヨンは笑うだけだ。）
・방학이 되기만 하면 , 고향에 내려온다 .

［banghak-i dyegi-man hamyen gohyang -e nelyeonda.］
（休みになるだけ（ばかり）に、故郷に帰る。）
・밤하늘은 고요하기만 하다 .

［bamhaneul-eun goyohagi-man hada.］
（夜空は静けさだけだ。）

④強調的添意
「副詞 + 만 man」
・조금만 있으면 끝이 난다 .

［jogeum-man isseumyen ggeut-i nanda.］
（少しだけいれば終わる。）

「副詞的連用語尾 + 만」
・이 서류를 받아만 주십시오 .

［i seolyu-leul bada-man jusibsiyo.］
（この書類を受け取るだけください。）

「- 야 ya+ 만」

・끝까지 참고 기다려야만 한다 .

［ggeutggaji chamko gidalyeya-man handa.］
（最後まで耐えて待つしかないだけだ。）

⑤定型句形成
「N 만 man 해도 hedo（Nだけ　－しても）」
「N 만 V 도 do（Nだけ　Vも）」
「N 만 V 면 myen（Nだけ　V－たら）」
「N 만 아니면 animyen（Nだけ 　なければ）」

 ［ホン・サマン 2002：253-257］

上記をみると「만」の出現は様々な場面に現れ、
各場合に応じて「意味・機能」を果たしている。し
かし、「V1（어・아）+V2」型動詞に介入して出現
する「만」について具体的な言及はみられない。

（2）本稿の考察方向と意義

本稿は韓国語の会話に現れる「만」について、主
に「V1（어・아）+V2」型動詞に介入して出現する
場面を取り上げ、語用的な立場でその「만」がも
たらす「意味・機能」について分析すると同時に、
話し手はそれを用いることで、どういう効果を狙
うのかを探る。
上述したように、「만」に関する先行研究は単文

を通して「만」の「意味・機能」を分析したもの
が主であり、会話を通して「만」の「意味・機能」
を調べたものはあまりない。しかし、［例 1］のよ
うな事柄を表す場合、韓国語母語話者の会話では
［例 1］だけではなく、下記の［例 2］のように発
話される場合も多い。

［例 2］ 동수가 순이를 따라만 다닌다 .

［Dongsu-ga Suni-leul  ddala-man daninda.］
［トンス－主格　　スニ－対格　追う－連
用語尾－だけ　歩き回る－下称・平叙］
（トンスがスニを追いだけ回す（逐語訳）/

トンスがスニを追いかけ回してばかりい
る。）

［例 2］は「만」が名詞ではなく、「V1（어・아）



副詞的連用語尾につく「만」について　　9

+V2」型動詞の「어 eo・아 a」につく場合であり、
この「어・아」は「動詞 1」と「動詞 2」を結ぶ副
詞的連用語尾である。ホン・サマン［2002］では、
この副詞的連用語尾につく「만」は話し手の気持
ちを強調するために添加されるものとみなしてい
る。
本稿では副詞的連用語尾につく「만」について、

主に「V1（어・아）+V2」型動詞に介入して出現す
る「만」を扱うため、韓国語の「V1（어・아）+V2」
型動詞について確認しておく。
キム・キヒョク［1995］によると、韓国語の「V1

（어・아）+V2」型動詞は合成動詞と複合動詞に区
分される。合成動詞（compound verb）は「動詞 1」
と「動詞 2」が結合して、新しい意味を持つ、
［A+B=C］の概念を指す。複合動詞（complex verb）
は「動詞 1」と「動詞 2」が結合して 2つの動詞が
そのままの意味を持つ、［A+B= AB］の概念を指す。
しかし、複合動詞と合成動詞の区分において、明
確に区分できる動詞類と、明確に区分できない動
詞類がある。例えば、補助動詞（日本語の機能動
詞に相当するもの）構成の場合は明確に区別でき
ない場合がある。そのため、補助動詞構成の場合、
合成動詞なのか複合動詞なのかを区別する方法が
あり、「動詞 1」と「動詞 2」の間に連結語尾「－
서 seo」を入れてみると明確に区別できる。
次の［例 3］をみよう。

［例 3］ a．그가 내 돈을 떼어먹었다 .

［geu-ga ne don-eul ddeeomeogeotta.］
（彼が私のお金を踏み倒した。）
*a’. 그가 내 돈을 떼어서 먹었다 .

［geu-ga ne don-eul ddeeo-seo  meogeotta.］
*（彼が私のお金を踏んで　倒した。）

b．아이가 크리스마스 트리에 달린 과자를 

떼어먹었다 .

［ai-ga kurisumasu teuli-e dallin gwaja-leul 

ddeeomeogeotta.］
（子供がクリスマスツリーに吊ってあるお
菓子をもぎ取って食べた。）

b’. 아이가 크리스마스 트리에 달린 과자를 

떼어서 먹었다

［ai-ga kurisumasu teuli-e dallin gwaja-leul ddeeo-

seo  meogeotta.］
（子供がクリスマスツリーに吊ってあるお
菓子をもぎ取り  食べた。）

［例 3］をみると分かるように、同じ「V1（어・
아）+V2」型動詞でも状況によって複合動詞とみな
されることもあれば、合成動詞とみなされること
もある。［例 3］の動詞［떼어먹었다 ddeeomeogeotta.］
は aの例文で「動詞 1」と「動詞 2」が結合して新
しい意味を表し、「－서 seo」を入れると非文にな
る。一方、bは「動詞 1」と「動詞 2」の順で主語
の行為を表すもので、2つの動詞それぞれが持つ
意味が変化していない。aの［떼어먹었다］は合成
動詞であり、bの［떼어먹었다］は複合動詞とい
える。
本稿では［例 3］の aのような「V1（어・아）

+V2」型動詞類は合成動詞とみなすので、本稿で取
り上げる「V1（어・아）+V2」型動詞類のほとんど
は合成動詞である。合成動詞は単一動詞のように
機能するものとみなされるため、その構成を分離
させることやその間に他の語彙の挿入は許容する
ことができないはずである 5）。しかしながら、会
話では合成動詞の中に「만」が出現することがあ
るが、その「意味・機能」についてはまだ考察さ
れていない。そのように現れる「만」は会話にど
のような影響をもたらすのかを調べる必要があ
る。
さらに、本稿では［例 1］と［例 2］の意味解釈

は異なるものとみなす。

［例 1］ 동수가 순이만 따라다닌다 .

［Dongsu-ga Suni-man ddaladaninda.］
（トンスがスニだけ追い回す。）

［例 2］ 동수가 순이를 따라만 다닌다 .

［Dongsu-ga Suni-leul ddala-man daninda.］
（トンスがスニを追いだけ回す。）
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上記の［例 1］と［例 2］の「만」の出現ところ
を比較してみる。［例 1］の場合、「만」が限定す
る対象が明確である。つまり、明確な対象の「순

이（スニ）」は「만」によって限定されると同時に
取り立てられ、その限定対象の裏にあるそれ以外
のことが「～はせず」という重義性をもたらすよ
うになる。
一方、［例 2］の場合、「만」が限定する対象は

言葉の意味である。つまり、その動詞が示す行為
に限定されるので含意分析はできない。

3．文脈を通してみる「어・아」につく
「만」について

ここでは会話に現れる「V1（어・아）+V2」型動
詞の副詞的連用語尾「어 eo・아 a」につく「만 man」
を取り上げて分析していく。事例分析を通して
「어・아」につく「만」の「意味・機能」を観察す
る。先行研究では副詞的連用語尾「어・아」につ
く「만」の「意味・機能」は強調のみで重義性は
持たないとみなされているが、本稿で取り上げる
事例は内容に応じて「만」の出現場面を次の 2つ
に分けることができる。
（1）含意文の類似形が表出している場合
（2）文脈から含意文が想定できる場合

（1）含意文の類似形が表出している場合

含意文の類似形が文に表出している場合という
のは、「만」の出現の下で想定される含意文に類似
した内容が発話されているものを示す。下記の会
話事例をみよう。

①양돌만 / 민희 씨는 손도 참 예쁘다 . 오늘 퇴근하

고 뭐 할 거예요 ?  나랑　놀러갈래요 ?

Yang/ mini ssi-neun son-do cham yebbeuda. oneul 

tyegeunhago mwo ha l  geoyeyo?  na- lang 

noleogalleyo.

이민희 / 손은 여자의 자존심이라고 엄마가 그랬

거든요 . 그러니까요 , 손대지 말고 여기다가

Lee/ son-eun yeoja-ui jajonsimilago eomma-ga 

geuletgedeodeunyo. geuleoniggayo, sondeji malgo 

yeogidaga

 끼워만 주세요 . 빨리요 .

 ggiwo- man juseyo. bballiyo.

양돌만 / 네엣 ?

Yang/ neet?

ヤン / ミンヒさんは手も、とてもきれいだな。今
日仕事が終わったら何しますか ?

 僕と遊びに行きましょうか ?

ミンヒ / 手は女の誇りだと母が言いました。で
すから、触らずに、ここにはめてだけくだ
さい。はやく。

ヤン / はあ ?

 ［『神話 , SBS, 10回』2001年 9月－ 11月］

②윤성현 / 근데 민아 , 내가 갖고 있는 사진들 중에 

네 얼굴은 한 장도 없다 .

Yun/ geunde Min-a, ne-ga gatgo issneun sajindeul 

jung-e ne eolgul-eun han jang-do eobta.

 넌　맨 날  찍어만 주니까 .

 neon men nal jjigeo-man junigga.

강민 / 아 , 찍는 건 해도 찍히는 건 못 하겠더라 . 

영 어색해서 . 왜 ?

Kang/ a, jjikneun geon hedo jjikhineun geon mot 

hagetdeola. young eosekheseo. we?

ユン / ところで、ミン、私の写真の中にあなた
の顔が写ったものは一枚もないわ。

 あなたはいつも撮ってだけくれるからね。
カン / まあ、そうね。撮るのはいいけど、撮ら
れるのはなんだか落ち着かなくてさ。

 で、どうしたの ?

 ［『クァンキ , KBS2, 22回』1999年 5月
－ 2000年 1月］

③차승현 / 어머니 저 아직 결혼 같은 거 생각 없어

요 .

Cha/ eomeoni jeo ajik gyelhon gateun geo senggak 

eobseoyo.
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차미희 / 당장 결혼하라는 게 아니라 , 아가씨가 

괜찮은 것 같아서 한 번 만나만 보라고 .

Mihi/ dangjang gyelhonhalaneun ge anila, agassi-ga 

gwenchaneun geot gataseo han-beon manna-man 

bolago.

チャ / お母さん、僕、まだ結婚なんか考えてい
ません。

ミヒ / 今すぐ結婚しろというのではないけど、
お嬢さんがけっこうよさそうなので、

 一度会ってだけみたら。
 ［『皇太子の初恋 , MBC, 1回』

2004年 6月－ 8月］

④재희 / 벌건 대낮에 마당에서 둘이 그러구 안 있

으면 , 어디서 뭘 어쩌겠다는 거야 ?

Jehi/ beolgeon denaj-e madang-eseo dul-i geuleogu an 

isseumyen, eodiseo mwol eojjeogetdaneun geoya?

유라 / 어 , 네가 그래서 공부를 못 하는구나 . 너 

국어점수 몇 점 맞니 ? 문단이해를 그렇게 못 

해 ?

Yula/ eo, ne-ga geuleseo gongbu-leul mot hanenguna. 

neo gugeujeomsu myet jeom majni? mundanihe-

leul geuleohke mot he?

 야 , 그리고 너 혼자 좋다고 졸졸졸 쫓아만 

다니면 뭐가 어떻게 되니 ?

 ya, geuligo neo honja johtago joljoljol jjocha-man 

danimyen mwo-ga eoddeohke dweni?

ゼヒ / こんな明るい昼間、二人が庭でそんなに
していなかったら、どこで何をどうしろっ
て言うの ?

ユラ / ほら、だからあんたは勉強ができないの
よね、あんた、国語点数いくつ取っている
の ?

 文段理解がそんなにできないのかしら ?　
ほら、それに、あんた一人で好きだからっ
てちょろちょろ追いだけ回したら、何か変
わるの ?

 ［『プロポーズ , KBS, 8回』1997年 6月－ 7月］

⑤장현우 / 그 얘기하기가 그렇게 힘드냐 ? 가서 고

백해 임마 . 언제까지 쳐다만 볼거야 ? 혹시

Jang/ geu yegihagi-ga geuleohke himeunya? gaseo 

gobekhe imma.  eonjeggaj i  chyeoda-man 

bolgeoya? hoksi

 나 때문이라면 그건 네 착각이야 .

 na ddemunilamyeon geugeon ne chakkagiya.

하준서 / 너 잘난 거 세상이 다 안다 . 잘난 의사노

릇 하는 거 솔직히 부러워 . 하지만 어디까지

Ha/ neo jalnan geo sesang-i da anda. jalnan uisanoleut 

haneun geo soljikhi bulwowo. hajiman eodiggaji

 가 볼거야 ? 그 어린애를 데리고 , 그것도 병

실에서 . 하경이가 불쌍하다 .

 ga bolgeya? geu eoline-leul deligo, geugeotdo 

byengsil-eseo. Hakyoung-i-ga bulssanghada.

チャン / その話がそんなにむずかしいの？行っ
て告白しろよ、お前。いつまで見つめてだ
けいるんだ？

 ひょっとして俺のためなら、それはお前の
錯覚だよ。

ハ / お前が優秀なのは世間の皆が知っている
よ。立派な医者として勤めてるの、正直う
らやましい。だが、どこまで行ってみるつ
もりだい？あんなちびっ子を連れて、それ
も病室で。ハキョンが可哀そうだ。

 「『ひまわり , MBC, 7回』1998年 11月
－ 1999年 1月」

上記の会話事例①～⑤に現れた「만」によって
想定される含意文を文脈から考えてみよう。
事例①の「끼워만 주세요 ggiwo-man juseyo（はめ

てだけください）」には、「触らずに指輪だけ」、「他
ではなく私の指に」という含意文が想定できるが、
会話の中に「손대지 말고 sondeji malgo（触らずに）」
という言葉が発話されているので、文に含意文の
類似形が表出しているものと考えられる。
事例②の「찍어만 주니까 jjigeo-man junigga（撮っ
てだけくれるから）」から想定できる含意文は「自
分は撮られず」、「友達と一緒に写ることなく」で
ある。しかし、［カンミン］が「찍는 건 해도 찍히

는 건 못 하겠더라 jjikneun geon hedo jjikhineun geon 
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mot hagetdeola（撮るのはいいが、撮られるのはな
んだか落ち着かなくてさ）」のように発話している
ので、含意文に類似した内容が表出しているもの
と考えられる。
事例③の「만나만 보라고 manna-man bolago（会っ

てだけみたら）」は「先のことはあまり深く考え
ず」、「直ちに付き合えということではなく」など
の含意文が想定できる。しかし、［ミヒ］が「당장 

결혼하라는 게 아니라 dangjang gyelhonhalaneun ge 

anila（今すぐ結婚しろというのではなくて」のよ
うに発言することで、含意文と類似した内容が「만

나만 보라고 manna-man bolago（会ってだけみた
ら）」につながっている。
事例④の「쫓아만 다니면 jjocha-man danimyen（追
いだけ回したら」は「自分の気持は告げずに」、「相
手のことは構わず」などの含意文が想定できる。し
かし、「너 혼자 좋다고 neo honja johtago（あんた一
人で好きだからって）」の発言から含意文に類似し
た内容が表出していると考えられる。
事例⑤の「쳐다만 볼거야 chyeoda-man bolgeoya

（見つめてだけいるんだ）」は「気持ちを打ち明け
ずに」、「何もしないで」などの含意文が想定でき
る。しかし、「가서 고백해 gaseo gobekhe（行って告
白しろよ）」のように含意文の類似した内容が
［チャン］によって発言されている。

上記の「含意文の類似形が表出している場合」に
おいて、仮に含意文の類似形が文に表出していな
かったとしても、ここで出現する「만」は含意文
をもたせるものである。つまり、①～⑤の会話事
例に現れた「만」は文に重義性をもたらすことが
できるものといえる。
さらに、発話文が含意文をもつとすれば、話し

手はその含意文にあたる内容をあえて言わなくて
も、その内容について会話者同士は相互に認識し
ているはずである。それにもかかわらず、話し手
は「만」によって想定される含意的な内容をあえ
て発話している。それは会話における「繰り返し」
6）に類似するものと思われるが、「繰り返し」はあ
る事柄を強調する時に用いる 1つの方法である。

つまり、話し手は「만」によって表面上に現れな
くても認知できる含意的な内容を実際に述べるこ
とで、「繰り返し」と同じく強調の効果を得ようと
しているものと思われる。

（2）文脈から含意文が想定できる場合

次の会話事例から「만」の働きを観察してみよ
う。
⑥민지훈 / 바빴나 ? 어제 하루 종일 기다렸다 . 전화

기도 전부 꺼 놓고…
Min/ babbatna? eoje halu jongil gidalyeta. jeonhwagi-

do jeonbu ggeo nokko…
금희 / …. 그래서 말인데 다른 기증자를 찾아봐야 

할 것 같아 . 다른 기증자를 찾으려면 어떻게

Geumhi/ geuleseo malinde daleun gijeungja-leul 

chajaboaya hal keot kata. daleun gijeungja-leul 

chajelyemeyn eoddeotke

 해야 돼 , 오빠 ? 가르쳐만 줘 . 나 , 엄마 살릴 

수 있는 일이라면 뭐든지 다 할 거야 .

 heya dwe, obba? galeuchye-man jwo. na, eomma 

sallil su itneun ililamyeon meodeunji da halgeoya.

ミン / 忙しかったの？昨日、一日ずっと待って
いたの。電話機も全部切ってしまって…。

クミ / …それでだけと、他の寄贈者を探さな
きゃいけないと思うの。他の寄贈者を探す
ためにはどうすればいいの、チフン、教え
てだけくれる？　私、母さんの命が助かる
んだったら何でもするわ。

 ［『威風堂々な彼女 , MBC, 11回』
2003年 3月－ 5月］

⑦어머니 / 얘 , 현태하고 지연이 불러라 . 명태도 나

오고 했는데 우리 잔치하자 .

Eomeoni/ ye, Hyente-hago Jiyeni bulleola. Myengte-

do naogo hetneunde uli janchihaja.

아버지 / 불러만 봐 . 그놈들 오면 내가 집을 나갈 

거야 , 이거 . 불러만 봐 .

Abeoji/ bulleo-man bwa. geunomdel omyen ne-ga jib-

eul nagal geoya, igeo. bulleo-man bwa.

母親 / ほら、ヒョンテとチヨンを呼んでね。ミョ
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ンテも出所したことだし、皆でお祝いしよ
う。

父親 / 呼んでだけみて。あいつらが来たら俺が
家を出るから。まったく、呼んでだけみて。

 ［『コッチ , KBS, 36回』2000年 3月－ 9月］

⑧주회장 / 너무 걱정하지 말아요 . 이번에 신문에서 

터뜨려만 주면 , 아마 판도가 바뀔 거야 .

Ju/ neomu geokjeonghaji malayo. Ibeon-e sinmun-eseo 

teoddeulye-man jumyen, amado pando-ga 

baggyel geoya.

김사장 / 아무리 그래도 너무 무모해요 . 이러다 

정말 큰 일이라도 당하시면…잘 될까요 , 정

말 ?

Kim/ amuli geuledo neomu mumoheyo. ileoda 

jeongmal keun ili lado danghasimyen… jal 

dyelggayo, jeongmal?

チュ会長 / そんなに心配しないでね。今回の新
聞でやっつけてだけくれたら、多分、版図
は変わるでしょう。

キム社長 / それにしても、あまりにも無謀だわ。
そんなことで、大変な目にあったら ...

 うまくいけるのでしょうか、本当に？
 ［『復讐血戦 , MBC, 10回』1997年 12月

－ 1998年 1月］

⑨장회장 / 먼 길 오느라고 수고했네 .

Jang / meon gil oneulago sugohetne.

김용남 / 죄송합니다 . 제가 좀 늦었습니다 .

Kim / jesonghamnida. je-ga jom neujeotssumnida.

장회장 부인 / 어머 , 그렇게 계속 세워만 두실 거

예요 ?

Mrs. Jang / eomeo, geuleokke gesok sewo-man dusil 

geoyeyo?

チャン会長 / 遠いところまで、大変だったな。
キム / 申し訳ありません。私が少し遅れました。
チャン会長夫人 / あら、ずっとそのまま立たせ

てだけおくつもりですか？
 ［『新貴公子 , MBC, 5回』2000年 7月－ 9月］

⑩회장 / 해경이에게 남자가 생겼대 . 넌 그것도 모

르고 뭘 수행하고 다녔다는거야 !

Hwojang/ Hegyoung-i-ege  namja-ga senggyette. neon 

g eugeo t to  mo l eugo  mwo l  sugeng -hago 

danyettaneun geoya.

 내 알아만 내면은 그냥 , 내 손으로 요절을 

내고 말텐데 .

 ne ala-man nemyeneun geunyang, ne son-eulo 

yojeol-eul nego maltende.

이 실장 / 죄송합니다 . 회장님 ! 죽을 죄를 지었습

니다 . 용서해 주십시오 .

Lee/   jesonghamnida. hyejangnim! jugeul je-leul 

jieotssumnida. youngseohe jusibsiyo.

会長 / ヘギョンに男ができたらしい。お前はそ
れも知らず、何を随行したと言っているの
だ !

俺が見つけだけ出したら、ただ俺の手でやっつ
けてしまうのに。

李室長 /  申し訳ありません、会長 ! とんでもない
過ちをおかしました。お許しください。

  ［『彼女は最高 , KBS2, 3回』2003年 11月
－ 2004年 1月］

上記の会話事例⑥～⑩に出現している「만 man」
によって想定される含意文を考えてみよう。⑥の
「가르쳐만 줘 galeuchye-man jwo（教えてだけくれ
る）」に出現している「만」は「直接に手を打た
ず」、「時間やお金がかかることであっても」のよ
うに含意文が想定できる。
⑦の「불러만 봐 bulleo-man bwa（呼んでだけみた
ら）」の場合、想定される含意文は「俺の気持ちは
考えず」、「俺が許してないのに」になる。ここに
出現している「만」は排他的な役割を含んでいる。
⑧の「터뜨려만 주면 teoddeulye-man jumyen（やっ
つけてだけくれたら）」は「計画通り」、「他のこと
に引っかからず」のように含意文が想定できる。
⑨の「세워만 두실 sewo-man dusil（立たせてだけお
く）」からは「案内はせず」あるいは「疲れている
のに」などの含意文が想定できる。
⑩の「알아만 내면 ala-man nemyen（見つけだけ出



14　　研究ノート

したら）」の場合、想定される含意文は「どこにい
るのか」、「どんな輩か」である。

上記の（2）の事例文⑥～⑩の事例を文脈からみ
ると、「만」が出現することによって意味解釈に重
義性をもたらしている。このような含意分析がで
きるのは「만」の「意味・機能」が会話に影響し
ていると思われる。
「V1（어・아）+V2」型動詞の副詞的連用語尾に
つく「만」の「意味・機能」について、（1）「含意
文の類似形が表出している場合」と（2）「文脈か
ら含意文が想定できる場合」のように 2つに分け
て分析を行った。上記の（1）と（2）の事例分析
を通して副詞的連用語尾「어 eo・아 a」につく「만」
は含意文をもたらすことが分かった。言い換える
と、「어・아」につく「만」の「意味・機能」を文
脈からみると、文に重義性をもたらすことができ
る。つまり、会話における「만」の作用域は言葉
に止まらず、文全体の意味に影響を及ぼすのであ
る。

4．単文を通してみる「어・아」につく
「만」について

ここでは、3章で取り上げられた「V1（어・아）
+V2」型動詞の副詞的連用語尾につく「만」の出現
事例を単文で取り上げて、その意味解釈を考えて
みる。

（1）含意文の類似形が表出している場合

下記は「만」が出現した事例である。

①여기다가 끼워만 주세요 yeogidagaggiwo- man 

juseyo.

（ここにはめてだけください）.
①は、話し手の思っている事柄が強調されている。
つまり、とにかく「はめてほしい」という話し手
の気持ちを表している。すなわち、ここで「만」の
役割は「はめてほしい」ということの強調である。

②맨날 찍어만 주니까men nal jjigeo-man junigga.

（いつも撮ってだけくれるから。）
②は、いつも「撮ってくれる」行為が「만 man」に
よって一層取り立てられる効果を得ている。

③한 번 만 나 만 보 라 고 han-beon manna-man 

bolago.

（一度会ってだけみたら。）
③は、話し手の要求の「会ってほしい」という

ことが強調されている。つまり、他の事柄ではな
く「会う」というところに「만」の「意味・機能」
が制限されている。

④쫓아만 다니면 뭐가 어떻게 되니 jjocha-man 

danimyen mwo-ga eoddeohke dweni?

（追いだけ回したら、何か変わる ?）
④は、「追う」という事柄、つまり、無謀な行動に
対して何も解決できないという話し手の気持ちが
強調されている。

⑤언제까지 쳐다만 볼거야 eonjeggaji chyeoda-

man bolgeoya?

（いつまで見つめてだけいるんだ？）
⑤は、優柔不断の相手に対する話し手の非難や不
満が吐露されている。その話し手の気持ちが「만」
によって強調されている。

以上のように、（1）「含意文の類似形が表出して
いる場合」の事例を単文で取り上げて観察した。単
文でみた場合、副詞的連用語尾につく「만」は重
義性をもたらすことはなく、話し手の気持ちを強
調する「意味・機能」だけに止まっていることが
分かる。

（2）文脈から含意文が想定される場合

ここでは、（2）「文脈から含意文が想定さえれる
場合」の事例を単文で取り上げて、意味解釈をみ
よう。
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⑥어떻게 해야 돼 , 가르쳐만 줘 eoddeotke heya 

dwe, galeuchye-man jwo.

（どうすればいいの、教えてだけくれ。）
⑥は、どうすれば良いのか、解決方法を知らない
切羽詰まった話し手の気持ちが「만」によって強
調されている。

⑦…이거 , 불러만 봐 igeo, bulleo-man bwa.

（…ほら、呼んでだけみて。）
⑦は、会いたくない対象に対する話し手の不快な
感情が強調されている。

⑧터뜨려만 주면 판도가 바뀔 거야 teoddeulye-

man jumyen pando-ga baggil geoya.

（やっつけてだけくれたら版図は変わる。）
⑧は、とにかく事件がうまく解決できることを願
う話し手の期待が強調されている。

⑨그렇게 세워만 두실 거예요 geuleokke sewo-

man dusil geoyeyo?

（そのまま立たせてだけおくつもりですか ?）
⑨は、客の訪問に何も配慮せず、「待たせているこ
と」に対して、申し訳ないという話し手の気持ち
が「만」によって取り立てられている。

⑩내 알아만 내면 ne ala-man nemyen.

（俺、見つけだけ出したら。）
⑩は、どうしても「見つけ出したい」という話し
手の気持ちが「만」によって取り立てられている。

以上のように、（1）と同様に、（2）「文脈から含
意文が想定される場合」の事例を単文で取り上げ
て意味解釈を観察してみた。（1）と同じく、単文
でみると「만」は強調を表す付加語的な役割をし
ている。付加語というのは、節や文の中のある特
定のところに注意を集中させるために用いられる
要素を指す。チョン・ヒジャ［2001］によると、付
加語は焦点化と共に強調の役割をするものであ
る。一般的に付加語というのはそれがなくても節
や文は成り立つので、主に話し手の気持ちによっ

て用いられるものである。

5．おわりに

本稿では「V1（어・아）+V2」型動詞を題材に次
の 2つの観点から分析を行った。
［1］「어 eo・아 a」につく「만」を文脈でみる場
合の「意味・機能」について。

［2］「어 eo・아 a」につく「만」を単文でみる場
合の「意味・機能」について。

まず、副詞的連用語尾「어 eo・아 a」につく「만

man」を検討するため、「V1（어・아）+V2」型動詞
の副詞的連用語尾につく「만」の事例を会話内容
に応じて次のように 2つに分けて観察した。
（1）含意文の類似形が表出している場合
（2）文脈から含意文が想定される場合
上記の（1）と（2）に取り上げられた会話事例

を文脈でみると、会話事例に出現している「만」は
重義性をもたらすことができる。つまり、会話に
おける「만」の作用域は広い範囲に影響を及ぼし
ているのである。
次に、（1）と（2）に取り上げられた「만」の出

現場面を単文でみると、「어・아」につく「만」の
「意味・機能」は強調であった。つまり、この場合
の「만」は付加語として用いられ、話し手の気持
ちや心境を強調もしくは取り立てるものであり、
重義性をもたらすことはできなかった。「어・아」
につく「만」は「V1」と「V2」を結ぶ副詞的連用
語尾について現れるものなので、単文でみると
「만」の作用域が語彙レベルに限定されるために含
意分析ができないのである。このような分析結果
から、話し手は「만」を用いることで「重義性」と
「強調」の効果を同時に得ることができ、それに
よって聞き手を会話に集中させることを図ってい
たように思われる。
今回の分析で確認されたのは、副詞的連用語尾

「어・아」につく「만」は作用域の「広・狭」に
よって「意味・機能」に相違があるということで
ある。つまり、単文でみる場合の「만」の作用域
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は狭い範囲の語彙レベルであるために含意分析が
できないが、文脈でみる場合の「만」の作用域は
広い範囲の会話レベルであるために含意分析がで
きるということである。
従来の副詞的連用語尾「어・아」につく「만」の

「意味・機能」は強調のみにみなされていたが、
「어・아」につく「만」の「意味・機能」は作用域
の「広・狭」によって異なるため、文脈を通して
みると含意分析が可能であることが明らかになっ
た。したがって、本研究を通して副詞的連用語尾
につく「만」の「意味・機能」について、新たな
一面を見出すことができたと思われる。
今後、「V1（고）+V2」型動詞の副詞的連用語尾

「고 go」につく「만」について観察が進み、「V1

（어・아）+V2」型動詞の副詞的連用語尾「어・아」
につく「만」と比較することができれば、さらな
る「만」の新たな一面の発見が期待される。

注
1） 「만」は研究者によって補助助詞、特殊助詞、限定

助詞などの名称で呼ばれている。詳細なことは、김
진호［2000］, 남윤진［2000］, 목정수［1998］, 이남

순［1996］, 임동훈［2004, 2007］, 성광수［1999］, 채
완［1986, 1998］, 황화상［2003］, 홍사만［2002］な
ど参照。

2） 최현배［1961］では、補助用言と関連する「어 /
아」は副詞形の範疇に認め、서정수［2005］では
接続形態「어서」の特殊な用法の一つであるとし、
홍사만［2002］では副詞的連用語尾と称した。本
稿では홍사만［2002］と同様に副詞的連用語尾と
いう用語を用いる。

3） 分析資料は 1990年～ 2010年の間、韓国で放映さ
れたテレビドラマから抽出した会話事例を用い
る。

4） 「만」の和訳において、会話事例によっては「ばか
り」や「のみ」の方が「だけ」よりふさわしい場
合もあるが、文の統一のために「だけ」を用いる
ことにする。尚、［例文］や会話事例の和訳は韓国
語文の内容を優先して逐語訳を用いるため、日本
語として不自然な文になる場合がある。

5） 韓国語の正書法では合成動詞は分かち書きしない
が、本稿では「만」の出現を分かりやすく提示す
るため、「V1（어・아）+V2」型動詞に「만」が出

現した場合、便宜上［例 2］のように分かち書き
をして表すことにする。

6） 会話における「繰り返し」は強調として用いるこ
とが多いが、その役割について詳細なことは
Tannen［1989:47-48］, Brown・Levinson［1987:112］
参照。
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1　はじめに

（1）本稿の目的と背景

本稿は、1980年 5月に韓国で発生した光州事件 1）

の記憶が、いかにして韓国社会の内部で共有され
たのかを明らかにするものである。
光州事件とその背景は、1979年 10月までさか

のぼってみると、次のように説明することができ
る。1979年 10月 26日、当時大統領であった朴正
煕が暗殺された。これにより大統領不在となり、当
時国務総理を務めていた崔圭夏が大統領代行と
なった。その後、1979年 12月 6日に実施された
大統領選挙において、崔圭夏が正式に大統領に選
出された。崔圭夏政権発足後は、一時的に政治的
自由が認められるようになった。このような動き
を受け、民主化の気運が高まった。学生運動など
を理由に大学から除籍になっていた学生らの復学
措置が取られるなどしたためである。学生らは、全
国各地で学園の民主化や軍事教練反対を唱えるデ
モを展開した。［文京洙 2015: 138］ 1979年 12月 12

日に軍事クーデターによって全斗煥が実権を掌握
すると、デモは激しさを増した。

韓国南西部に位置する地方都市である光州で
も、崔圭夏政権発足後にみられた民主化の気運の
高まりの影響は大きかった。のちに民主化運動の
中心となる全南大学校に、多くの学生らが復学し
たのである［真鍋 2010: 35］。復学した全南大の学
生らは、1980年 5月 14日、光州市に位置してい
た全羅南道道庁の前で「民主化聖会」を開いた。そ
こには 6000人あまりの人々があつまった［金泳燡 

1996: 339］。5月 15日になると、全南大の学生以
外にも、朝鮮大学校や光州教育大、専門大の学生
らも合流して、三日間のデモを行った［徐仲錫 

2008: 144］。このデモの散会の際、学生らは、全斗
煥率いる軍部が大学への休校令を下した際には、
全南大学校正門前に集合することを、前もって約
束した。5月 17日 23時 40分になると、全斗煥が
実権を掌握していた韓国政府は「五月十七日二四
時を期して非常戒厳令を全国に拡大する」と発表
した。この戒厳令拡大によって、大学に休校令が
下されたことを受け、翌 18日の朝には、約束通り
多くの学生らが全南大の正門前に集合した。学生
らが集まった時にはすでに、戒厳軍が全南大を封
鎖していた。戒厳軍は、集まった学生たちに暴行
を加えた。その暴力を目の当たりにした学生らは、
「少しでも早く市民に、暴力の真相と全斗煥一派の
蛮行を暴露し、軍事クーデターの陰謀を粉砕しな
ければならない」と意見を一致させ、光州市の中
心部へと行進していった［黄晳暎 1985a: 51］。こう
いった全南大生らの動きもあいまって、光州市で
の学生運動は徐々に規模を拡大し、学生以外の一
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般市民らも参加していくようになった。しかし、5

月 27日に戒厳軍により行われた、武力を用いた鎮
圧作戦により、光州市民らの運動は鎮圧された。5

月 18日から 27日の 10日間には、戒厳軍が行った
二度の集団発砲やデモ隊への暴行、連行・拘束し
た市民への拷問などにより、多数の犠牲者が発生
した。
本稿では、1980年 5月 18日から 27日までのあ

いだに、光州を中心に発生した一連の出来事を、光
州事件と称する。この光州事件は、全斗煥が軍事
的な実権を掌握した 1980年当時から、1987年の
民主化宣言にいたるまで、長きにわたって、反政
府運動や暴動として公式に定義されてきた。この
ため、運動の鎮圧過程における暴力や人権蹂躙に
ついて、政府が謝罪し補償することはおろか、真
実を語ることすらもタブーとされていた 2）。さら
には、光州事件は、民主化を迎えるまでのあいだ、
「抗争当事者とその支援勢力に対する新軍部政権
の過酷な弾圧と、抗争自体に対する徹底した隠蔽
歪曲工作により、地域外部に誤った認識をされ」
［羅看采 1996: 155］てきた。
しかし、1987年の民主化宣言以後、韓国政府は、

それ以前の軍部主導型権威主義政治体制下でなさ
れた国家暴力や人権蹂躙を問い直す動きを活発化
させた。なかでも、韓国政府が民主化以後に初め
てこういった問い直しに取り組んだのが、光州事
件である。光州事件をめぐる問い直しの取り組み
は、その後、光州事件以外の国家暴力や人権蹂躙
をめぐるそれにおいても、参照される事例となっ
ている。
光州事件の問い直しが最初に試みられた背景に

は、事件以降 1980年代に展開された、光州事件に
関連した様々な運動―当事者の運動や学生運
動、民主化運動―がある。そして、これら 1980

年代の運動において、光州事件は極めて重要な意
味を有していた。たとえば、「複合的な闘争過程を
あらわす記号としての『光州』は、八〇年代以降
の運動を導く旗印となってきた」［真鍋 2010: 

242］、「1980年代の社会運動は 5・18光州抗争か
らはじまった。それは、1970年代の社会運動の限

界を超える典範として受け入れられ、1980年代に
‘ 革命の夢 ’ を見るすべての人々にとって、想像力
の源泉であった」［金廷翰 2013: 200］、「光州民衆
抗争は、一九八〇年代の民族運動の水路を開く歴
史の分水嶺であった（中略）光州民衆抗争は、
一九八〇年代の民族運動のあらゆる部門、あらゆ
る実践で鑑となり、滋養分となっている」［韓国民
衆史研究会 1987: 243］などと、すでに数多く指摘
されている。
一方で、光州事件が発生した直後から光州事件

に関連した運動が韓国社会全体において活発化し
たわけではなかったことも、先行研究において指
摘されている。1980年代前半の韓国社会において、
光州事件に関連した運動は、光州事件を直接経験
した当事者らにより行われていたのである［羅看
采 1996, 崔晶基 2006］。この背景には、上述のよう
に、軍部主導型権威主義政治体制側が光州事件の
当事者らに対して徹底的な弾圧を加えたことや、
報道統制などを通じて事件を隠蔽し、これを「反
政府運動」や「暴動」として公式に定義したこと
などが挙げられるだろう。だとすれば、当事者ら
が有していた光州事件をめぐる記憶や、運動にお
ける問題意識は、いかにして韓国社会の内部で共
有され、韓国社会全体において極めて重要な意味
をもつようになっていったのであろうか。
こういった問いについて、これまで当事者の外

部の人々が運動に連帯し、また参与していった要
因やその過程については、真鍋［1997, 2010］や金
廷翰［2013］らによって分析がなされてきた。ま
た、事件当時の当事者らの動きについて分析した
研究としては、崔丁云［2012］の著作などが挙げ
られる。さらに、事件以後の当事者らの運動につ
いて分析した先行研究としては、上述の羅看采
［1996］や崔晶基［2006］などが挙げられる。しか
しながら、当事者らが有していた光州事件をめぐ
る記憶や、運動における問題意識が当事者以外に
も広く共有されてゆく過程について、とくに当事
者とその外部との接触に光を当てながら分析を行
うことは、十分になされてこなかったように思わ
れる。
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以上のような問題意識から、本稿では、二つの
理論を参照する。第一に、集合的記憶論である。
モーリス・アルヴァックスによれば、記憶は、「個
人的記憶」と「集合的記憶」に分けられる。ある
個人がした経験に基づく記憶は、その経験の直後
には、「一定の人間を中心として集まり、その人間
が自分の観点から」それを眺めることとなる。こ
のとき、その記憶は「個人的記憶」に分類される。
一方、その「一定の人間を中心として集ま」った
記憶、すなわち「個人的記憶」が、「大規模ないし
小規模の社会の内部に分配され、その社会の部分
的イメージ」になると、それは「集合的記憶」へ
と変化したことになる。また、アルヴァックスは、
「われわれは、それほど人から孤立しているのでは
ない時でも、日々の継起に追われて、『何が起こっ
ているか』も知らずにいる期間が何としばしばあ
ることであろう。後になって、われわれはおそら
く、われわれの生活のこうした部分のまわりに、最
も顕著な現代の公的出来事を改めて結びつけるこ
とを思いつくであろう」［M. アルヴァックス 1989: 

49］とし、次のように指摘する。「出来事は、生起
してしばらく経ってからしか、一連の歴史的事実
の中に位置を占めることはない。それゆえ、われ
われが国民的な出来事にわれわれの生活の種々の
局面を結びつけるのは、その事後においてでしか
ない。われわれを、基準点へ振り向けるように、集
合的生活の区分へ立ち返らせる操作が、どんなに
人為的であり外的なものであるかを、このこと以
上に証明するものは他にはないであろう」［M. ア
ルヴァックス 1989: 51］。彼の議論を補助線とすれ
ば、光州事件を直接経験した当事者らを中心とし
て集まっていた「個人的記憶」もまた、生起して
しばらく経ってから何らかの「人為的であり外的
な」操作によって大規模ないし小規模の社会の内
部に分配され、「集合的記憶」となり、「最も顕著
な現代の公的出来事」へと変容していったと解釈
することが可能であろう。
そして第二の理論が、社会運動論である。社会

運動論では、1970年代以降、人々の不満や社会構
造の問題だけで運動が必ず起きるわけではなく、

運動が起きる場合、人員、資金、専門的知識、人
的ネットワークなどの「資源」が動員される必要
があるという議論がなされるようになった。そし
てその後、その動員の過程における運動による問
題の提示の方法、すなわちフレーミングも、人々
を運動に動員する上で重要であるという議論が生
まれた。社会運動は、運動が解決を目指す問題に
関わる具体的な行動や事件を解釈する上での枠組
み（フレーム）を提示し、このフレームを通じて、
運動の目的や理念の説明および問題の捉え方を、
社会の多くの人々にとって受け入れられやすい形
で提示するのである。［田中 2018: 5］
これら二つの理論を参照すると、すでに述べた

問いは、以下の二つの問いに分節化することがで
きる。第一に、「当事者を中心として集まっていた
『個人的記憶』は、いつ、いかにして韓国社会の内
部で共有され、『集合的記憶』となっていったの
か」、すなわち、「当事者が『個人的記憶』として
有していた光州事件の記憶は、いつ、いかにして
韓国社会において『最も顕著な公的出来事』になっ
たのか」という問いである。しかし、当事者を中
心に集まる「個人的記憶」が「集合的記憶」とな
ることは、当事者以外の民主化運動への参加を必
ずしも意味しない。ここで、二つ目の問いへの分
節化が必要となる。それは、「光州事件をめぐる運
動のフレームはいかに変化し、当事者以外の人々
をも運動に動員するにいたったのか」という問い
である。
これら二つの問いに答えるため、本稿では、当

事者が運動の過程で 1980年から 1987年にかけて
生産した言説―ビラや声明文、リーフレットな
ど―を分析することにより、その運動のフレー
ムの変化や外部との接触のあり方を明らかにす
る。具体的には、当事者らが生産したこれらの言
説において、彼ら・彼女らが自らをいかに称し、ま
た何を要求していたのか、そして当事者の外部と
いかに接続していったのかを分析する。これはす
なわち、当事者が有していた「個人的記憶」がい
かに外部に共有されていったのかを明らかにする
作業でもある。
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（2）「当事者」とは誰か

ここで、すでに複数回用いた「当事者」という
タームが、いかなる範疇を指すのかについて、定
義しておかねばならない。「当事者」とは、誰であ
るのだろうか。近年この問題について、心理学や
社会学の分野において議論が行われている。たと
えば上野［2008］はその著書において、「当事者」
を、「ニーズの帰属する主体」として定義している。
「『当事者』とは、顕在化されたニーズの帰属先と
しての主体を意味する」のである［上野 2008: 17］。
さらに上野は、当事者について、「たんに客観的に
ニーズの帰属を判定されるような『問題を抱えた
個人』であるだけでなく、『ニーズを顕在化させた
個人』であることになる。『ニーズの帰属先』であ
るだけなら、それは特定の社会的属性を示すにす
ぎないが、その『位置 position』に対して能動的な
『同一化 identification』、別言すれば『位置的主体化
positional subjectification』を果たしたときに、個人
は『当事者』となる」と論じている［上野 2011: 

79］。すなわち、ニーズの帰属先であることは、「当
事者である」ことを意味し、そのニーズを顕在化
させた時に、その人は「当事者になる」のである。
一方、天田［2010］は、「仮に〈当事者〉を辞書的
に『その出来事・事柄に直接関係している人びと』
と漠然と定義するにしても、『その出来事・事柄へ
の関係』の強度・深度・濃度・範囲などによって、
また『その出来事・事柄に直接関係』する上での
地位・立場・役割・制度・利害・力学などによっ
て、『当事者は誰か』は全く異な」ると論じている。
このため、「『当事者は誰なのか』と『当事者探し』
をしたり、『あなたは当事者ではない』と線引き・
裁定すること」にはあまり意味がなく、むしろ「『当
事者であること』が切実に問われる事態」につい
て解明する必要性がある、と主張している［天田 

2010: 121-122］。
一方で、韓国、とくに光州において、光州事件

の「当
당 사 자

事者」を論ずる際、このタームは「関連者」
や「遺族」を指して用いられることが一般的であ
る。この「関連者」や「遺族」は、1990年に施行

された「光州民主化運動関連者補償等に関する法
律」によって定義されている。光州事件の「関連
者」と「遺族」に対する補償を定めた同法は、「1980

年 5月 18日前後の光州民主化運動と関連して死亡
したり行方不明になったりした者、または傷痍を
負った者（以下 “ 関連者 ” とする）とその遺族に
対して国家が名誉を回復し、それにより関連者と
その遺族に実質的な補償を行う」（第 1条）と、そ
の目的を説明している。さらに、「関連者」と「遺
族」は、同法で「光州民主化運動と関連して死亡
もしくは行方不明として確認された者の遺族」、
「光州民主化運動に関連して傷痍を負った者もし
くはその遺族」（第 5条）と具体化されている。

1980年代前半の光州事件に関連した運動は、当
事者が中心となっておこなっていたことを指摘し
た上述の先行研究においても、「当事者」はこのよ
うな範疇を指して用いられている。まず羅看采
［1996］は、当事者を「遺家族」「負傷者」「拘束者」
「行方不明者家族」と定義している。また、崔晶基
［2006］は、「当事者」ではなく「被害当事者」と
いう言葉を用い、これを、「遺族、拘束者、負傷者
など」と定義している。このような背景から、本
稿では、「当事者」を遺族や負傷者、拘束者、行方
不明者家族などといった、直接的な被害者集団と
して定義し、論じることとする 3）。

2　「個人的記憶」としての光州事件と関連
運動

（1）光州事件直後

1980年に光州事件が勃発したあと、この出来事
に最初につけられた名は、「光州事態」であった。
この「光州事態」という固有名詞が、新聞報道に
おいて初めて用いられたのは、5月 22日のことで
あった。この日、新聞各紙では、5月 21日に発表
された陸軍大将李 性の談話文を掲載するにあた
り、「李戒厳司令官 光州事態に談話」という言及
をしている［『東亜日報』1980年 5月 22日 ;『中
央日報』1980年 5月 22日］。一方、掲載された談
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話文の本文では、「光州事態」という固有名詞は用
いられていない。このことから、李 性が談話発
表に際して、報道関係者に対し、口頭などで「光
州事態」という用語を用いたことが推測される。そ
して、この談話発表の翌日である 5月 22日には、
「光州事態」という固有名詞は、書面においても公
式に用いられるようになった。国務総理であった
朴忠勳が、5月 22日に発表した談話文において、
初めて公式に「光州事態」という固有名詞を用い
たのである。では、5月 21日から 22日にかけて
新たに作り出されたこの「光州事態」という固有
名詞には、どのようなニュアンスが込められてい
るのであろうか。
「光州事態」のニュアンスについて、真鍋［2010］
は、新明解国語辞典の定義を引きながら、「『物事
が進行して行き着いた』結果の客観的事実をさし
ながらも、『好ましくない（容易ならざる）状態』
をあらわす」としている［真鍋 2010: 57］。また、
鄭根埴［2011］は、「国家権力が予想、統制できな
い巨大な騒擾もしくは暴動という意味を持」つこ
と、そして権力側が「国家暴力に抵抗する市民を
すべて暴徒と認識」したことを指摘している［鄭
根埴 2011: 30］。たしかに、「光州事態」という固
有名詞が帯びる意味やイメージは、一般的にこの
ように定義される。
では、権力側に抵抗した光州市民らは、光州事

件をいかにとらえ、また「光州事態」という固有
名詞をいかにとらえていたのであろうか。たとえ
ば、民主化運動の中心的なメンバーが結成した「光
州事態収拾対策委員会」4）は、1980年 5月 25日
に、「光州事態に対する我々の見解」と題し、声明
を発表した。その内容は、以下の通りである。

光州事態に対する我々の見解
＜光州事態の原因に関する我々の見解＞
1．5月 18日と 19日に強行された空 部隊 5）

の殺傷蛮行が 80万の市民を憤らせ、正当防衛
としての市民蜂起（義挙）を誘導した。
2．死傷者に対する虚偽報道と、自衛権を行使
した民主市民に対し、動乱および武装暴徒だ

とした一方的な虚偽報道が市民をより憤らせ
た。
3．交替した戒厳軍の無差別乱射とヘリコプ
ターからの射撃（21日 3時）は、市民軍隊の
組織を強要する結果をもたらした。
4．22日、朴忠勳国務総理の特別談話は、今
一度政府に不信感を抱かせ、銃器の自主回収
作業に致命的な逆効果をもたらした。
＜光州事態解決に対する我々の見解（主張）＞
1．80万の光州市民の血に濡れた恨と、しこ
りとなった心の傷を、全民族的次元で治癒し
なければならない。
2．心から信頼して従える、政府の勇気ある決
断を見せなければならない。
3．光州市を民主化運動の聖域として整えるこ
とも、また大きな役割を占めるだろう。
4．空 部隊の責任者は処断されなければなら
ない。

［5・18民主有功者遺族会編 2012b: 77］

この声明文では、収拾委員会が自ら、そして光
州市民を「義挙」「民主化運動」と位置づけつつ、
「光州事態」という用語を「空輸特戦団の殺傷蛮行」
や「戒厳軍の無差別乱射」を指して用いている。こ
こから、「光州事態収拾対策委員会」が、「光州事
態」という固有名詞を、「国家権力が予想、統制で
きない巨大な騒擾もしくは暴動」ではなく、むし
ろ新軍部や戒厳軍という国家権力（を代行するも
の）による暴力を指した、「好ましくない状況」と
して用いていることが読み取れる。
では、彼ら・彼女らが自らを位置付けた「義挙」

とは、いかなる意味を持っていたのであろうか。
『延世韓国語辞典』によれば、「義挙」という語は、
「正義のために起こす大きなこと」6）を意味する。
つまり、「光州事態収拾対策委員会」は、自らを、
そして光州市民を、「正義のために行動した」と位
置づけているのである。一方、この時点では、上
述のように、「光州事態」に代わる名を称すること
はなかった。しかし、この「光州事態」とは、5月
21日から 22日にかけて新軍部側が作り出した、新
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たな造語としての「光州事態」とは正反対の意味
で解釈されたものであることが推測される。権力
による暴力を「好ましくない状況」、すなわち「事
態」であると定義することにより、権力側が作り
出した「光州事態」という固有名詞を、むしろ権
力側を批判するものとして用いたと考えられるの
である。
戒厳軍が 5月 27日に道庁の鎮圧作戦を「成功」
させ、光州事件が一応の収束を見せると、戒厳司
令部は「光州事態」と題して談話を発表した。こ
の談話において、新軍部勢力は、光州事件を「5月
18日に光州市内で大学生の示威を発端とし、5月
27日に鎮圧されるまで、光州市一円で発生した暴
動事態は、国家安保を脅かし、国政の正常的遂行
を阻害したのみならず、国民の皆さんにも不安と
深い念慮をもたらした、類例のない悲劇であった」
と公式に定義した［5・18民主有功者遺族会編 

2012b: 164］。
その後、戒厳軍は、光州事件で連行された光州

市民らに対して、軍事裁判を行った。この軍事裁
判により、拘束されていた市民らに極刑が宣告さ
れると、連行を免れた光州市民らが発表する要求
には、「拘束者の救命と釈放」が登場するように
なった。1981年 1月に「光州事態拘束者の救命と
釈放を切に訴えます」と題して発表された声明文
をはじめ、類似したいくつかの声明文が存在す
る 7）が、それらに共通するのは以下の三点である。
第一に、光州事件の経緯を、市民の視点から詳細
に描き出している。これにより、光州事件は光州
市民が起こした暴動や内乱ではないということ
や、戒厳軍による武力鎮圧の残忍さを訴えている。
第二に、光州事件により連行された人々が受けた
軍事裁判がいかに不当であったのかを訴え、拘束
者の釈放を要求している。第三に、「光州事態拘束
者家族一同」と自らを称している。
光州事件当時、当事者らが「光州事態」という

固有名詞に、権力側を糾弾する意味を付与してい
たであろうことは、先述の通りである。このこと
を合わせて考えると、この時点での当事者らの主
張は、以下の二点に整理することが可能であろう。

まず、彼ら・彼女らが「事態」の主体であるとい
う、権力側が作りだし、韓国社会で共有されるよ
うになった認識への異議申立てである。換言すれ
ば、光州事件の経緯を市民の視点から詳細に描写
することにより、「事態」の主体が権力側、すなわ
ち新軍部および戒厳軍であるということを告発し
ているのである。そしてもう一つが、彼ら・彼女
らが、受けた・受けている抑圧といったアクチュ
アルな問題への、改善要請である。それは例えば、
「事態」の主体であると誤認されているという問題
でもあったし、家族が拘束され不当な軍事裁判を
受けたという問題でもあった。

（2）全斗煥大統領就任以後

その後、軍事裁判が継続されていた 1981年 2月
には、全斗煥が選挙人団による間接選挙で大統領
に選出された。さらに、同年 3月 31日には、軍事
裁判の対象となっていた拘束者らの刑期が確定さ
れた。この刑期確定後に発表された当事者らの声
明文には、拘束者らが極刑の宣告を受けたことに
よる、問題意識の変化が読み取れる。その例とし
て、1981年 4月 2日に発表された「大統領閣下に
差し上げる文」および「民正党に送る文」を見て
みよう。

大統領閣下に差し上げる文
（前略）私たち光州事態の家族らのみが、絶望
と悲痛のなかでこの朝を迎えました。去る 3

月 31日、大法院判決 8）で全て棄却され、死刑
言渡と重刑の確定を受け（中略）死刑が確定
されたこの瞬間には、とても自身を取り直す
ことができません。私たちの切迫した心情と
苦しい事情を勘案なさり、大統領閣下が速や
かな赦免措置を施し、私たち家族らが喜びを
抱いて家に帰ることができるようにしてくだ
さい。（後略）

民正党に送る文
（前略）去る 80年、多くの事件のなかでももっ
とも悲惨で凄絶だった光州事態を皆さんは今
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でも覚えているでしょう。全てを投げ打って
も、光州事態の決定的原因は空 部隊の残忍
な蛮行のためでした。しかし、その結果の責
任を私たちの家族らが取らなければならない
というのですか？（後略）

 ［5・18民主有功者遺族会編 2012b: 398-399］

これまでの当事者らの主張は、「我々は暴徒ではな
い」「軍の責任者を処罰せよ」「拘束者を釈放せよ」
といった、ある種単純なものであった。しかしな
がら、連行された市民が恣意的な軍事裁判におい
て極刑の宣告を受けたことにより、「新軍部が起こ
した光州事件の責任を市民が取らされている」と
いう問題意識の変化が生じたのであろう。そして、
当事者らの要求は、「拘束者の釈放」から「赦免措
置」へと、現実を反映する形で変化した。
このような要求を受け、1981年 4月 3日には、
政府が拘束者の一部に対して赦免措置を講じた。
しかし、当事者らが望んでいた「全員赦免」とは
ならなかった。この「部分的釈放」を受け、当事
者らは、1981年 5月に「光州事態関連家族一同」
として「光州事態一周忌を迎えて　全国の国民に
差し上げる呼訴文」を発表した。この呼訴文では、
「責任者処罰」を主張することをやめ、「全員釈放」
のみを主張している。以下で、その文面を見てみ
よう。（傍線は筆者、以下同様）

（前略）もちろん当局では、4月 3日、57名に
対して赦免措置を行いました。しかし、私た
ちと良心ある民主国民、世界の世論が望むの
は決して部分的な赦免措置ではありません。
さらに、拘束者に対する赦免が今の現実政治
で取引対象や交渉材料になっているのを見
て、むしろ憤怒を禁ずることができません。昨
年の光州事態期間中、光州に下ってきた崔圭
夏大統領も言ったように、光州事態が誰かの
失敗により起こったものでないとすれば、拘
束者らは当然全員釈放されなければなりませ
ん。

 ［5・18民主有功者遺族会編 2012b: 408］

この部分的赦免までは、当事者たちが新軍部に
対し、「光州事態」により自らが被った被害の責任
を取るよう求めてきた。そして、軍事裁判を通じ
て、新軍部側が拘束者に対して「光州事態」の責
任を転嫁したと感じた当事者らは、「責任者処罰」
への意識を一層強くした。しかし、この部分的赦
免は、「責任者処罰」を主張しながらの「全員釈
放」、すなわち全面的赦免は聞き入れられないとい
うことを意味していた。このため、当事者らは「責
任者処罰」と引き換えに「全員釈放」を要求する
ようになったのだと推測される。
この部分的赦免以降、当事者の外部における運

動、とくに学生運動において、光州事件の責任の
所在を問う動きが見られ始めた。それは、反米運
動という側面においてであった。その代表的事例
が、 山におけるアメリカ文化院への放火事件で
ある 9）。1982年 3月 18日に発生したこの 山アメ
リカ文化院放火事件に際して、光州事件における
アメリカの責任を問うビラがまかれたのである。
それは、アメリカの光州事件支援の責任を問い、ア
メリカを完全に排除するための反米闘争を展開す
べきだと主張するものであった。 山アメリカ文
化院放火事件は、大学をはじめとする韓国社会に
大きな衝撃を与え、反米自主化闘争のきっかけと
なったという。［徐仲錫 2008: 155］
このような学生運動の雰囲気もあいまってか、

この頃から、当事者らの声明にも、アメリカの責
任を問う内容が盛りこまれ始めた。たとえば、1982

年 5月に「光州事態家族一同」として当事者らが
発表した「5・18二周年に際した我々の主張」に
は、「アメリカは我々の真正なる友邦であろうとす
るならば、光州義挙がきちんと治癒される時まで、
その責任を政府当局とともに取らなければならな
い」という、アメリカを対象とした主張が含まれ
ている。一方、新軍部政権に対しては、「光州義挙
を不穏視する態度を撤回し、その過ちが軍と当局
にあることを述べる」よう要求するにとどまって
いる。［5・18民主有功者遺族会編 2012b: 574-576］
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すなわち、責任を問う対象が、新軍部政権からア
メリカへと移行したのである。

1983年 6月には、当事者団体の運動の傾向に、
さらなる変化の兆しが見られた。それまで当事者
らの団体は、「光州事態」という固有名詞を用いて
自らを称し、ときに現実社会の動きを反映しなが
ら、自らが直面している問題に対する抗議をおこ
なってきた。この当事者団体が、1983年 6月に、
初めて「光州義挙」を自称に用いたのである。「5・
18光州義挙遺族一同」として発表されたその呼訴
文では、以下のような事項を要求している。

1．光州義挙の真相を明らかにし、全国民が知
ることができるよう報道せよ
2．光州義挙の犠牲者を慰労し、その遺族に精
神的・物質的に応分の補償をせよ
3．全南地域開発協議会で推進中である慰労金
は、遺族全員に一度に一律的に支援せよ
4．遺族を支援するという理由での墓地移葬
は、どんな条件でも受け入れない
5．光州義挙被害復旧費として挙国的な義捐金
が集まった。義捐金でこども大公園を建立し
た理由を明らかにせよ

［5・18民主有功者遺族会編 2012b: 91］

ここで、これまで「光州事態」および「光州義挙」
という用語を用いる際に、当事者たちがそれぞれ
の語に付与してきた意味を、もう一度振り返って
おこう。当初戒厳軍側が市民らを反政府暴動とし
て規定するために作り出した「光州事態」という
固有名詞に、当事者らは、新軍部を非難する意味
を新たに付与して用いてきた。また、「光州事態」
の遺族として自らを称しながらも、「光州義挙」と
いう呼称を用いる場合もあった。この場合、被害
者としての自称に用いるのは「光州事態」であり、
その主張のなかで自らに正当性や正義があること
をアピールする際には、「光州義挙」を用いるとい
う使い分けを行なっていた。これを前提に考える
と、1983年 6月頃、当事者らは、自らを被害者と
してアピールすることよりも、自らに正当性や正

義があるとアピールすることを選んだのであろ
う。しかし、その主張の内容は、依然としてアク
チュアルな問題を反映したものであった。

以上、本節では、光州事件が発生した 1980年か
ら 1983年頃までの当事者らの自称や主張の変遷
を分析してきた。この時期は、特に全斗煥率いる
新軍部勢力、そしてその後の全斗煥政権が「反政
府勢力」に対して強硬的な姿勢をとっていた時期
でもある。では、このあと、当事者の自称や主張
はいかに変化してゆくのであろうか。1983年以降
の動きについて、次節で考察する。

3　見いだされた「民衆」

1983年末から 1984年の初めにかけて、全斗煥
政権は「反政府勢力」に対し、いわゆる「宥和政
策」を展開した。これにより、1980年以来拘束さ
れていた、民主化を求める運動勢力がキャンパス
に戻ってきた。特に、1983年 12月の「学園自律
化措置」以来、学生運動の組織化が進み、1984年
11月には、全国 42大学からなる「民主化闘争全
国学生連合」が結成され、さらに翌 4月には、62

大学の連合体である「全国学生総連合」へと発展
した［真鍋 1997: 153］。この宥和政策は、アジア
大会やソウルオリンピックの開催地としてふさわ
しい政権の正統性を確立することや、政権に批判
的な勢力を抱き込んだり、孤立化させたりするこ
とを目的に行われた。しかし、結果として、民主
化運動や学生運動を活気づけ、これらを復興させ
た。［文京洙 2015: 154］
この頃復興した学生運動や民主化運動は、「三民

主義」が特徴であることがすでに数多く指摘され
ている。例えば木宮［2008］は、「1980年代の韓
国の民主化運動は、手続き的民主主義を志向した
のではなく、解放後の韓国を取り巻く構造的条件
であった冷戦体制と対外従属構造を『再検討』し
なければならないという民族的課題を有してい
た。よって、民主化運動は『民主』化運動であっ
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たのみならず、『民衆』運動（民衆の生存権の確
保）、『民族』主義運動（民族統一、民族自主化）で
もあったと考えることができる」と指摘している
［木宮 2008: 389-390］。この「民主・民衆・民族」
という「三民主義」について、真鍋［1997］は、
「一九八〇年五月の光州事件を起点とした八〇年
代の民衆運動は、反米・民族色を強めた『民主・
民衆・民族』の三民主義を特徴とする。このよう
な方向性を決定づけたのは、一九七九年一〇月
二六日の朴正煕暗殺から全斗煥将軍による政権掌
握に到るまでの過程を、駐韓米軍が暗黙のうちに
承認し支援したことにある」としている［真鍋 

1997: 152］。しかし、「三民主義を特徴とする」「光
州事件を起点とした」1980年代の運動は、これま
でにみてきたように、光州事件直後から自然発生
的に展開されたわけではなかった。では、いかに
して光州事件をめぐる運動が「三民主義を特徴と
する」ようになったのであろうか。
この問いに、一つの糸口を提示しているのが、崔

丁云［2012］である。彼は、宥和政策以降の学生
運動側が、光州事件から「民衆」の概念を見いだ
したことを、次のように指摘している。「1984年 5

月 19日、民主化運動青年連合の＜あぁ、五月よ！
永遠なる民主化の炎よ！＞は、5・1810）から『民
衆』を発見し、闘争の新たな路線を提示した。『民
衆』という我々の時代の政治言語は、彼らが発明
したものであった」［崔丁云 2012: 69］。ここで崔
丁云が言及している「あぁ、五月よ！永遠なる民
主化の炎よ！」では、「民主化運動青年連合」が、
光州事件について、「80年 5月の、独裁を打倒し
ようとした『民主』は、外勢を排撃し統一を叫ん
だ『民族』は、経済的平等を実現しようとした『民
衆』は、5月の光州の記憶のなかで今でも生々し
く生きている」と述べている［5・18民主有功者
遺族会編 2012c: 226］。この文章を引用しながら、
崔丁云はさらに、「民衆」が「民主」および「民族」
を包括する概念であったことを指摘した上で、「民
族が統一の主体だとすれば、民衆は『民主化運動
の主体』であった。民衆とは労働者、青年、学生、
農民、宗教人など『ごく少数の特権層を除外した

全ての大衆』を意味する、すなわち最小限の支配
層を除外した包括的なものであ」ると続けている
［崔丁云 2012: 69-70］。
この「民主化運動青年連合」が「民衆」という

「政治言語」を新たに「発明」したか否かは、さら
なる実証的な検討を要する。しかし、学生運動側
が光州事件から「民衆」概念を見いだし、これを
「民衆運動」と定義したことは指摘しておくに値す
るだろう。すなわち、「民主」と「民族」を包括す
る「民衆」が、光州事件から見いだされたのであ
る。こうして、光州事件は、民主抗争（民主化運
動）や民族解放運動（南北統一）とも同一視され
るようになり、「最小限の支配層を除外した包括的
な」人々が新たな当事者として浮上した。これは、
遺族や負傷者、拘束者といった、直接的な当事者
ではなかった人々が、光州事件を、自らの問題と
して受容するようになったことを意味すると考え
られる。
では、この外部によって見いだされた「民衆」概

念や、新たな当事者の浮上に対し、直接的な当事
者らはいかに反応したのであろうか。この問いに、
当事者らの言説の分析を通じて答えることを試み
たい。
たとえば、この頃に発足した「光州拘束者協議

会」について見てみよう。この「光州拘束者協議
会」は、光州事件の際に権力側によって拘束され
た人々が組織した団体である。この団体は、その
発足の際に、次のような声明文を発表している。

80年 5月の暴力と死、圧政と弾圧の過酷で
あったくびきは、民衆の憤怒をかきたて歴史
的進運に昇華し、そのような進運はまさに歴
史を率いる民衆的エネルギーに糾合し、暴力
と死の代わりに平和と生、圧政と弾圧の代わ
りに自由と解放を渇求する民主、民衆、民族
の叫びである 5.18の偉大なるたいまつとして
燃え上がった。

［5・18民主有功者遺族会編 2012c: 349］

光州事件の直接的な当事者ではない、外部により
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見いだされた「民衆」概念を、当事者団体が内部
へと取り入れていることが読み取れる 11）。しかし、
この時点では、当事者らの運動のフレームには、従
前のそれと大きな差異は見られなかった。では、
「民衆」概念が見いだされ、当事者らがこれを受容
したのち、彼ら・彼女らの運動は、いかにして民
主化運動の求心力となりうるフレームを提示して
いったのであろうか。次節では、1985年以降に見
られた、当事者団体の運動のフレームの変化と、非
当事者団体の運動との接触について検討する。

4　「最も顕著な現代の公的出来事」として
の光州事件

第 3節で述べたように、1984年に光州事件から
「民衆」概念が見いだされ、多くの人に当事者的自
覚を与えた。また、この「民衆」の概念は、当事
者団体内部においても受容された。こうして、当
事者団体の内外において、光州事件が「民族」「民
主」「民衆」に共有される問題として認識されるよ
うになった。こういった変化を受け、当事者団体
は、その主張のフレームを、記念事業の実施へと
拡張した。その発端は、「光州 5・18民衆革命犠牲
者慰霊塔建立および記念事業汎国民運動推進委員
会」（以下、5推委）の創立であるといえるだろう。

5推委は当初、「5.18光州義挙記念事業および慰
霊塔建立推進委員会構成のための準備委員会」（以
下、準備委員会）としてその活動を開始した。こ
の準備委員会には、「5.18光州義挙拘束者協議会」
「5.18光州義挙遺族協議会」「5.18光州義挙負傷者
協議会」「5.18光州義挙拘束者家族協議会」、そし
て「全南民主青年運動協議会」12）が名を連ねてい
る。この準備委員会は、1985年 3月に「5.18光州
義挙記念事業および慰霊塔建立推進委員会構成の
ための準備委員会発起文」13）と題して、次のよう
な発起文を発表した。

当時軍部の軍靴の足と銃剣に立ち向かい、祖
国の民主主義と民衆の生存権死守および国の

民族統一のために、裸の胸で戦った我々光州
義挙関連者一同は、歴史的原理を順序よく
追って、我々の胸にこびりついた恥ずかしさ
の一端を免ずるためであっても、5.18光州義
挙の記念事業と慰霊塔を建立するための推進
委員会を構成するために、準備委員会組織を
発起する。

［5・18民主有功者遺族会編 2012c: 389］

こうして発表された発起宣言に対して、さらに「民
主化運動青年連合」が応答した。それは、1985年
5月 9日のことであった。この日、「5・18光州義
挙記念事業および慰霊塔建立推進委員会構成のた
めの準備委員会の発足を全幅支持する」と題して、
以下のように準備委員会の発足への支持を表明し
たのである。

光州の民主、民衆、民族精神を継承発展させ、
我々皆の胸に深く定着させることは当面の課
題である。光州抗争の真相を糾明し、その責
任者の問責を要求し、首謀者集団である現軍
事独裁体制を退陣させるとともに、抗争に参
加した義・烈士らの業績を探し出し、褒め称
え、その意を崇め継承し、彼らの義魂を慰労
することは課題解決の方法となるであろう。
よって、我々はこの度の 5.18光州抗争義挙記
念事業および慰霊塔建立推進委員会構成のた
めの準備委員会の発足を意味ある始発点とし
て歓迎する。

［5・18民主有功者遺族会編 2012c: 454］

この部分から、二点のことが言える。第一に、1984

年には光州事件から「民衆」を見いだした主体で
あった「民主化運動青年連合」が、その「民衆」を
受容した当事者らの、慰霊塔の建立を含む記念事
業推進の動きを、肯定的に評価しているという点
である。第二に、当事者と非当事者、それも光州
や全南地域以外の非当事者が、書面上であれ直接
的な接点を持ったという点である。
以上のように、「民主化運動青年連合」という、
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当事者から見れば外部が見いだした「民衆」概念
を、当事者たちが内部へと受容した。さらに、そ
の受容に対し、外部が肯定的評価を加えた。この
ようにしながら、5推委が発足していったのであ
る。そして、その過程で、当事者たちの主張の核
となる部分は、アクチュアルな問題への改善要請
から、記念事業の実施へと拡張した。
また、これと同時期に、当事者の外部の運動団

体においても、フレームの変化が見られたという。
この時期の運動理念は、先述のように、「三民主義」
を特徴とする。カンシンチョル［1988］によれば、
「三民主義」は、「学生運動の内部ではすでに整理
され共有されていたが、こういった理念性が大衆
（学内・外の）の前に公開的に提示され始めたのは
85年からであった。（中略）特に 80年の光州民衆
抗争は学生運動を含むこの地の民主化運動におい
て、自身の進路をきちんと捉えるのに決定的な契
機になった」［カンシンチョル 1988: 94-95］とい
う。
すなわち、学生運動団体が、「三民」という概念、

そしてそこに含まれる「民衆」という概念を大衆
にも受容されうるものとして提示することを試み
る過程で、これらが光州事件にも該当することが
見いだされたと考えられるのである。さらに、当
事者の外部が見いだしたこの「民衆」概念は、当
事者らにも受容された。この受容を、「民衆」概念
を見いだした学生運動団体は、肯定的に評価した。
このようにして、当事者と非当事者が接近した。ま
た、この過程で、当事者の運動において提示され
るフレームは、アクチュアルな問題の解決から、記
念事業の実施へと拡張した。これは、当事者の運
動が、当事者以外の多くの人々に受け入れられや
すい形へとそのフレームを変容させたことを意味
すると考えられる。同時に、「民衆」概念を見いだ
すという、「外的かつ人為的な操作」を一つの要因
として、光州事件は「最も顕著な現代の公的出来
事」として共有されていった。こうして、当事者
と非当事者は接近し、ともに記念事業の推進をそ
の要求の軸として、運動を展開していったのであ
る。

5　おわりに

1980年 5月に光州事件が発生して以後、1983年
頃まで、当事者たちは、戒厳軍が作り出した「光
州事態」という固有名詞を自称に用いながら、自
らが直面している問題に対する改善要求を幾度と
なく続けてきた。この「光州事態」という固有名
詞は、新軍部勢力側が、光州市民の運動を反政府
暴動と定義し、光州での出来事を騒擾事態である
と非難する意味で作り出したものであった。一方、
当事者たちは、この「光州事態」という新たな固
有名詞を、新軍部および戒厳軍という国家権力に
よる暴力を指す意味で解釈していたことが推測さ
れる。「光州事態」という固有名詞を、自らが被害
者であることをアピールする道具として用いたの
である。こうした自称を用いながら、当事者たち
は、現実に直面している問題を反映しながら、そ
の要求・主張を変化させていった。

1983年末から 1984年にかけて、全国的に学生
運動が復興し、民主化運動が活気を取り戻すと、当
事者の外部によって、光州事件から「民衆」概念
が見いだされた。この「民衆」とは、民主・民族
を包括する概念であった。これにより、光州事件
の主体は民衆であると認識されるようになった。
これは、光州事件が「民主抗争（民主化運動）」「民
族解放（南北統一）」といった問題と同一視されて
ゆくことを意味した。こうして、光州事件は、遺
族や負傷者、拘束者といった直接的な当事者では
なかった人々に、当事者的意識をもって受容され
るようになった。
以上のように見いだされた「民衆」概念は、当

事者たちにも受容され、当事者たちも、光州事件
を、「民主、民衆、民族の叫び」であったと位置づ
けるようになった。こうした変化とともに、アク
チュアルな問題に対する改善要請が大部分であっ
た当事者らの運動のフレームは、徐々に記念事業
の実施を含むものへと拡張していった。さらには、
当事者団体のフレームの変化と同時期に、外部の
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運動団体においても、運動理念の大衆化が見られ
た。このような韓国社会全体の雰囲気のなかで、当
事者団体の運動は、外部の民主化運動に接近した。
また、これと同時進行的に、当事者以外の運動勢
力は、当事者的意識をもって光州事件を受容する
ようになっていった。
ここで、当初の問いに立ち返ってみたい。それ

は、当事者らが有していた光州事件をめぐる記憶
や問題意識が、いかにして韓国社会の内部で共有
され、民主化運動の求心力となっていったのかと
いう問いである。そして、本稿では、二つの理論
を参照しつつ、この問いを二つに分節化した。第
一に、当事者が有していた光州事件をめぐる「個
人的記憶」がいかに韓国社会内部で共有されて
いったのかという問いである。そして第二に、光
州事件をめぐる運動のフレームはいかに変化し、
当事者以外の人々をも運動に動員するにいたった
のかという問いである。
これらの問いに答える形で、本稿をまとめてみ

ると、次のようになる。1980年から 1984年ごろ
まで、光州事件をめぐる「個人的記憶」は、当事
者に専有されていた。そして、全斗煥政権の「宥
和政策」にともない民主化運動が活発化すると、そ
の過程で、光州事件から「民衆」が見いだされた。
これは、光州事件の「個人的記憶」を韓国社会内
部で共有し、これを「集合的記憶」へと変容させ
る、「外的かつ人為的な操作」の一つであったと考
えられる。これを機に、光州事件という一つの出
来事をめぐる「個人的記憶」は、当事者以外にも
当事者的自覚を持って受容されていった。さらに、
当事者の運動にも変化がみられた。光州事件の当
事者らが、外的に見いだされた概念である「民衆」
を、内部へと受容したのである。のみならず、「民
衆」（あるいは「三民」）の概念に符合する形で、自
らの運動を変容させた。「民衆」概念に合う形で、
自らの運動をフレーミングしたことが推測され
る。これにより、当事者らの運動は、当事者以外
の多くの人々にも受け入れられやすいフレームを
有するものとなっていった。「民衆」概念が、当事
者と当事者以外の運動団体の接近をうながしたと

同時に、民主化運動への人々の動員をもうながし
たと考えられるのである。このようにして、光州
事件という一つの出来事をめぐる当事者の「個人
的記憶」や、それに基づく運動の問題意識は、韓
国社会の内部で共有された。そして、これが、光
州事件が「最も顕著な現代の公的出来事」となり
得た一つの要因となっていたのである。
以上のことが明らかになった一方で、本稿には

限界があることも述べておかねばならない。具体
的には、五つの限界を挙げておきたい。第一に、本
稿では、遺族や負傷者、拘束者らの運動を、「当事
者の運動」として論じたが、その内部における議
論や対立などについては分析することができな
かった。加えて、当事者の運動の過程で生産され
た言説に、何が書かれ、また何が書かれなかった
のか、そして、何が残され、また何が残されなかっ
たのかについても、さらに分析する必要があるだ
ろう。第二に、「民衆」概念が見いだされたとされ
る時期の前後に、当事者以外の運動において、光
州事件や「民衆」概念がいかに語られていたのか
についても、分析することができなかった。光州
事件をめぐる運動の変化や、「民衆」概念が指す範
疇の変化について、より立体的に分析するために
は、今後当事者以外の運動についてさらなる分析
を行う必要があるだろう。第三に、当事者が運動
の過程で生産した言説を通じた分析を行うことは
できたが、それ以外の言説については十分に検討
することができなかった。また、光州事件を扱う
文学作品や芸術作品についても、分析対象として
扱うことができなかった。このため、光州事件が
「最も顕著な現代の公的出来事」となった一つの要
因について指摘することはできたが、韓国社会の
全体像を描き出すことはできなかった。第四に、先
行研究を参照し、「民衆」概念が当事者の外部に
よって光州事件から見いだされたことや、光州事
件直後の運動において当事者と非当事者に距離が
あったことを本稿の前提としたが、これらの既存
の議論についても、より実証的かつ批判的に検討
する必要がある。第五に、本稿では、民主化以後
に行われた、政府による被害補償や名誉回復など
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の取り組みや、それをめぐる対立などについては
扱うことができなかった。以上の限界は、今後の
課題としたい。

注
1） 韓国国内では、軍部主導型権威主義政治体制側が
命名した「光州事態」や、それに対抗して用いら
れた「光州義挙」「光州民衆抗争」、民主化後に政
府により公式に命名された「光州民主化運動」な
ど、複数の呼称が存在し、今日でも用いられてい
る。一方、今日の日本では、「光州事件」という呼
称が一般的である。本稿では、複数存在する韓国
での呼称を扱うため、地の文では便宜的に、日本
で一般的に用いられている「光州事件」という呼
称を採用することとする。

2） たとえば鄭根埴［2011］は、「光州抗争が終息する
や否や、戒厳司令部はいわゆる『光州事態』に関
する発表を行った。この発表は、真相を隠蔽し犠
牲を縮小したものであったが、これに対する疑問
を提起したり抗争の真相を語ったりすれば流言蜚
語流布罪で検挙された。このため、光州市民の闘
争の真実は、一九八〇年代前半期には明らかにさ
れないままベールに包まれていた」としている。
［鄭根埴 2011: 35］

3） これらの直接的被害者集団は、上野［2011］の議
論に基づけば、ニーズを顕在化させ、能動的に自
らを同一化した、「当事者であり」かつ「当事者に
な」った当事者であると言える。一方、光州事件
に関連して言えば、ニーズを顕在化させつつも集
団に同一化することをせずにいる、もしくはでき
ずにいる人々がいる。それは、「関連者」には包含
されない人々である。例えば、光州事件の現場を
目撃し、その後トラウマ（PTSD）を抱えることと
なった人々や、近しい友人を光州事件によって
失った人々、のちに事件を知ることにより憤怒や
負債感を抱き、光州の人々への連帯を誓った人々
などが挙げられる。こういった、「関連者」には含
まれないが「当事者」でありえる／になりえる人々
の運動についても、今後分析していく必要がある
だろう。

4） この組織は、1980年 5月 22日に、15人のメンバー
により結成され、戒厳軍側との交渉に当たった。23
日には、大学生を含める形で組織が拡大再編され、
引き続き戒厳軍側との交渉に当たったが、難航し
た。5月 26日には、戒厳軍が光州市再侵入作戦を
決行した。これを受けて同委員会の収拾会議が開
かれ、戒厳軍への降伏の是非が議論されたが、主
張が対立した。闘争の継続を主張したのは、主に
大学生らであった。この対立の結果、闘争継続を

主張した者のみが、道庁に残った。［韓国現代史史
料研究所 1990: 126-127］

 　以上より、収拾委員会は、5月 25日時点では光
州市民を代表する一つの組織を維持していた。
よって、5月 25日の声明文は、市民側を代表する
ものとして解釈することができるであろう。ただ
し、この収拾対策委員会の組織をきっかけに「運
動内部に亀裂が入り始め」、「収拾委員会は先にで
きた市民・有志らの『一般収拾委員会』と学生収
拾委員会とに分離され、一般収拾委員会は主とし
て軍部との協商や市民の説得に重点を起き、学生
収拾委員会は実質的な対民間業務を担」ったこと
は注記しておく必要がある［黄晳暎 1985b: 138］。 
最後まで闘争を継続したのは、この「学生収拾委
員会」のメンバーらが中心であった。

5） 韓国語原文では「空輸特戦団」「空輸部隊」など複
数の名称が用いられているが、本稿ではこれらを
日本語の定訳である「空 部隊」に統一した。

6） 原文では、「정의를 위하여 일으킨 큰 일」。
7） 市民らが手書きで書き写しながらビラを作成して

いく過程で、内容の追加や書き換えなどが生じて
いたものと思われる。

8） 原文の直訳は、「大法判決」。
9） 1980年 12月に光州でもアメリカ文化院への放火

事件があったが、大きく報じられることはなかっ
た。

10） 光州事件を指す。1980年 5月 18日に光州事件が
勃発したことに由来する。

11） ただし、この時点までの当事者らの声明文に「民
衆」という言葉が登場しないわけではない。しか
し、韓国における 80年代の民主化運動の特徴であ
るとされる「三民主義」を示す「民衆」、すなわち、
民主および民族という二つの単語をともなう形で
の「民衆」への言及は、当事者らが運動の過程で
生産した言説においては、このときが初めてであ
ると思われる。

12） この「全南民主青年運動協議会」とは、全南地域
で 1984年 11月に結成された団体である。この団
体は発足時、「新たな旗のもとともに進んでいこ
う！―『全南民主青年運動協議会』を発足させつ
つ」（原題は「새로운 깃발 아래 함께 나아가자 ! ―
『전남민주청년운동협의회』를 발족하면서―」）と
題して、以下のように設立趣旨を発表した。ここ
から、この「全南民主青年運動協議会」の活動趣
旨が、「民主化運動青年連合」の運動方針と極めて
類似していることが指摘できるであろう。

 　  「（前略）我々はすっかりボロになってしまった
民衆、民主、統一の旗を再び旗台の上に高く掲
げ、民族史の新たな地平の上にたなびかせよう
としている。（中略）今日全南民主青年運動協議
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会の発足が、韓半島全体の民衆、民主、統一運
動の発展的契機として受け止められることを望
みつつ、この大衆的拡散と結集力の確保のため
に全ての青年同志らの愛情のこもった批判と責
任ある介入を期待する。（後略）」［5・18民主有
功者遺族会編 2012c: 312］

13） 原題は「5.18광주의거 기념사업 및 위령탑 건립 추
진위원회 구성을 위한 준비위원회 발기문」。
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2018年 6月 10日、第 22回国際高麗学会日本支
部の学術大会が開かれた。2018年は政治的には大
きな動があった年である。同年 4月 27日は、板門
店で南北首脳会談が開催され、6月 12日にはシン
ガポールで史上初めての米朝首脳会談が開かれる
というタイミングでの国際高麗学会の学術大会が
開催されたのだ。このような政治的出来事のなか
で学術大会が開催されるに当たって事務局として
は、むしろ、今だからこそ足元の在日コリアンに
目を向けようという意見が出た。これまで、国際
高麗学会は政治的イシュに取り組む傾向が強かっ
たが、今回の学術大会では在日の文化をテーマに
しようということになった。
在日の文化といっても文学もあれば音楽・舞踊

など多様な領域があるだろう。そこで、朝鮮半島
で育まれている民族芸能を日本でどのように継承
されているのかを知る。同時に、かれらの「声」を
実際に聴く時間をもつことにした。
当日は、国際高麗学会日本支部の会員だけでは

なく、民族芸能に関心のある方が約 80名集まっ
た。最初にドキュメンタリー映画「アリラン峠を
越えていく－在日コリアンの音楽」のダイジェス
ト版を観た。この映画は 2014年に国立民族学博物
館で開催された在日コリアンの音楽を紹介する研
究公演を基軸にして出演者たちの生の「声」を拾
い集めた作品だ。この映画に関しては、今号にレ
ビューが掲載されているので一読願いたい。その
後に、「朝鮮半島の民族芸能と在日コリアン」とい
うテーマで学術大会が開催された。

ここからは、当日の学術大会の内容について順
を追って整理してみたい。

朝鮮半島の民謡

民謡は世界各国に存在し、いずれもその国の民
衆の特色が色濃く反映されている。民謡は民謡歌
手という専門家から一般民の間まで幅広く歌わ
れ、親しまれ、また長年に渡って伝えられてきた。
なぜ、このように世界中の人々から親しまれる民
謡は、民族や国、そして地域の風土、感情、リズ
ム、そしてその地方で発せられる言葉などが、色
濃く鮮明に表現されているといえるだろう。
出演者のレジュメに沿って整理すると、朝鮮半

島は「8道江山」といわれ、8つの道に分けられて
いる。しかし、朝鮮の民謡は大きく 5つの地域に
分けて、その特徴がある。その 5つとは
①  京畿民謡（キョンギミニョ）→ソウルを中心と
する中部地域

②  西道民謡（ソドミニョ）→黄海道や平安道の地
域

③  南道民謡（ナムドミニョ）→全羅道を中心とす
る地域

④  東部民謡（ドンブミニョ）→江原道を中心とす
る地域

⑤済州民謡（チェジュミニョ）→済州島の民謡

朝鮮民謡といえば、日本で一般的によく知られ

2018年度国際高麗学会日本支部学術大会テーマに寄せて
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髙正子（神戸大非常勤講師）
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ているのは「アリラン」だ。わたしたちがよく知っ
ているこのアリランは、1920年代に作られた新民
謡で、朝鮮民族の民謡として世界中に知られてい
る。そこで、日本ではなじみの薄い西道民謡とそ
の対極にある南道民謡について学ぶことにした。

最初に北の西道民謡について宋明花さんが教え
てくれた。

西道民謡（宋明花そんみょんふぁ）

西道民謡歌手の宋明花さんについて簡単に紹介
すると、出身は松山で「四国朝鮮学校」で学び、高
校は広島朝鮮高級学校、同時に朝鮮民主主義人民
共和国へ「通信教育」という制度（朝鮮学校で選
抜された高校生が、夏休みの三年間平壌に行き学
ぶ）で平壌音楽大学の専門部（民族声楽科）を卒
業し、卒業後は 1995年から金剛山歌劇団に入団す
る。この間、西道民謡の継承者であるアン ·ビョ
ングク、キム ·グァンボ、ケ ·チュニ先生に西道民
謡を師事した。また、西道民謡の音域を広げる為
に、チョン ·ミョン先生にベルカントを基礎とし

たボイストレーニングを受けた。2016年に金剛山
歌劇団を退団したのだが、1995年から 2006年ま
でにピョンヤン公演に多数参加し、1999年ニュー
ヨーク公演、2003年韓国公演に参加する。また、
ユン ·ドヒョンバンドや韓国の国立国楽管弦楽団
と共演し、東京シティ ·フィルハーモニック管弦
楽団、大阪フィルハーモニ -交響楽団（2009年）
と共演し、平壌春の祭典にて「龍江キナリ」を歌
い金賞受賞した。現在は、コンサートや宋明花朝
鮮民謡教室を開講している。
ここからは宋さんの発表を少し簡単に紹介しよ

う。
西道民謡の平安道と黄海道地域に伝承されてい

る民謡で代表的なものとして平安北道地域の旧寧
辺歌（クニョンビョンガ）、平安南道地域の龍江キ
ナリ（リョンガンキナリ）だ。これらの地域は愁
心歌調（スシムガ：レミソラドの 5音階、5度高
いラとラから 3度高いドが主要音階）発祥の地域
といわれている。他方、黄海北道地域は難逢歌（ナ
ンボンガ）、黄海南道地域は夢金浦打鈴（モングム
ポタリョン）が代表的でこれらの地域の民謡は念
佛調（ソラレ、レラソ）発祥の地域といわれてい
る。その他慈江道民謡、京畿道から伝った一部民
謡をはじめ、唱夫打鈴などのノレカラクが含まれ
る。
西道民謡の節の特徴は、①雫が流れ落ちる様に

美しく優雅で、明るく伸びやかな節。② 2度、4度
などの音階の規則的な上下への声の揺れ（ロンソ
ン）の合間に多数表れる小さくやわらかい節（ク
ルリム）が西道民謡の深みと美しさを一層引き立
たせる。③高め、低めといった未分音も情緒をよ
り深いものにしている。代表的な西道民謡の「龍
江キナリ」を例に教えてもらった。龍江キナリは
＜キナリ＞と＜打鈴＞で構成されていて、キナリ
は愁心歌調でゆったりと伸びやかな旋律で、打鈴
は念沸調で大波をイメージする力強く、躍動的で
高音から低音を激しく移動する旋律である。12弦
の伝統伽倻琴で伴奏して唄ってくれた。
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南道民謡（安留奈あんゆな）

日本ではなかなか聞く機会がない南道民謡を紹
介してくれたのは、安留奈さんだ。安さんは東京
生まれで、朝鮮高校で北の共和国で演奏されてい
る伽倻琴を学び、その後姜貞烈先生の伽倻琴に魅
せられ、全州の先生のお宅に足しげく通い教えて
もらったとのことだった。安留奈さんは韓国指定
重要無形文化財第 23号伽倻琴散調及び併唱専修
者で、ソウル市重要無形文化財第 44号三絃六角奚
琴専修者でもある。また、姜貞烈（韓国指定重要
無形文化財第 23号伽倻琴散調及び、併唱芸能保有
者）先生師事し、裵舞扇（朱然禧）先生に伽倻琴
散調を師事、現在は韓国と日本での公演を行い、日
本では安留奈の韓国伝統芸術世界「嘉楽の会」代
表として活躍している。この日はたまたま日本に
公演に来ていた、鼓手の李眞秀（イジンス）も参
加してくれた。李さんは全南大学音楽大学国楽科
卒業（同大学大学院修士課程修了）し、韓国指定
重要無形文化財第 5号パンソリ鼓法履修者とし
て、第 15回全国国楽大典名鼓部文化体育部長官賞
受賞、インドンチョ国楽大祭典一般部大賞受賞、全
羅南道道知事賞受賞している若手の実力者だ。
南道民謡について安留奈さんは、韓国の南の地

方に位置する全羅道と忠清南道の一部、また慶尚
南道の一部で作られ歌い継がれてきた民謡で、南
道民謡の代表作には六字ベギ（육자배기）、そして
鳥打令（새타령）、珍島アリラン（진도아리랑）な
どが有名である。軽快で明るい旋律やリズムが特
徴である京畿民謡に比べ、南道民謡の代表的な六
字ベギ調の特徴は、揺らす（떠는 목）、曲げる（꺽
는 목）音である。では「揺らす」と「曲げる」と
いうのはどのような音なのだろうか。安留奈さん
の説明によると、喉を揺らして出すビブラートの
幅を大きく揺らすもので、高い音から一音もしく
は一音半下げる唱法（창법）が用いられる。西洋
音楽の音階を借りるなら、レ、ミ、ソ、ラ、ドと
いう五音階からなりたっている。主には旋律が上
がるときは、ミ、ラ、ド、下がるときはミ、ラ、

シ、ドから構成されている事が多い。
音で言うと、ミは揺らす音（떠는 음）、ラは伸

ばす音（내는 음）、ドは曲げる音（꺾는 음）であ
る。
次にリズム体系について述べると、リズムを朝

鮮半島では長短（チャンダン）という。南道民謡
の長短は、パンソリや散調（サンジョ：ゆっくり
したリズムから早いリズムへと移る独奏の形式の
民俗音楽）などで用いられるチニャンジョ（진양
조：ゆっくりしたリズム 24拍）、チュンモリ（중
모리：中間の速さ 12拍）、チュンジュンモリ（중
중모리：少し早く）、チャジンモリ（자진모리：早
いリズム）などに分類され用いられている。旋律
の特徴としては、先に述べた六字ベギ調で、哀切
な旋律や上がり下がりが明確なため逆に、力強く
感じる部分もある。南道民謡として「タルマジカ
セ（月見に行こう）」「珍島アリラン」「椿のタリョ
ン」を実演してくれた。
最後に、南の全羅道地方を中心に継承されてい

るパンソリについて安聖民さんが教えてくれた。

パンソリ（安聖民あんそんみん）

パンソリは一人の唱者（チャンヂャ）が太鼓の
伴奏に合わせて歌とせりふ、身振りで物語を語っ
ていく伝統芸能。18世紀末に原型ができた頃には
祭りや市の日に村の広場で、パンノルムと呼ばれ
る大道芸の一つとして演じられるものだった。在
日コリアン 3世の安聖民さんは大学生の時から韓
国語を学び始めた。そのような安さんが韓国でパ
ンソリを、重要無形文化財第 5号パンソリ「水宮
歌」技能保有者・ 南海星先生に師事し、2016年履
修者として認定された。2013年の第 40回南原春
香国楽大典・ 名唱部にて審査員特別賞受賞した。
2016年ソウルと大阪にて「 水宮歌」完唱公演を
行った。鼓手の趙倫子（チョリュンジャ）さんは、
大阪府大東市生まれで、韓国の東亜大学校日語日
文学科修士課程修了後、2008年から民族文化牌マ
ダンで活動する。楽士はもとより、創作パンソリ
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やマダン劇の脚本をてがけている。
パンソリの起源について安聖民さんは次のよう

に記している。
民衆芸能を蔑視していた朝鮮時代の文人たちが

パンソリについて記録することは稀で、また広大
（クァンデ）と呼ばれた唱者は賤民階級に属し、記
録文化を持たなかったため、その伝承は口伝での
み行われたため、始まりや起源についての断定が
難しい。最も古い記録としては、柳振漢（ユヂナ
ン：1711～ 1791）の漢文詩集『晩華集』に古典演
目の一つ「春香歌」の一節が載っている。パンソ
リは幾つかの説があり、その一つの説は口碑叙事
詩である口碑巫歌から始まった。二つには綱渡り
芸人が歌う古歌から始まったなどである。全羅道
の世襲巫の場合、姑から嫁への巫業の世襲が行わ
れ、男性は巫楽の伴奏手（ファレンイ：助巫楽工）
になる。巫楽の伴奏手だけでは生活できないため、
パンソリの歌い手や伴奏を行うことや、曲芸師や
綱渡り芸人になることもあった。整理すると、パ
ンソリの歌い手は全羅道の世襲巫の家族出身者か
ら始まり、後に出身身分や地域が多様化したと考
えられる。叙事巫歌やパンソリはともにチャン
（歌）とアニリ（語り）から成る長編叙事詩である
というスタイルの共通性があり、全羅道の巫歌の
旋律やリズム、パンソリの旋律やリズムに多く見
られることや、音楽的な共通性などからも「叙事
巫歌起源論」が有力な説であるといえるだろう。
現在、古典演目として「春香歌」、「沈清歌」、「興

甫歌」、「水宮歌」、「赤壁歌」の五つが現存する。19

世紀の中頃までは人気の高い演目が 12本ほど
あったといわれているが、徐々に失われていき 19

世紀末に申在孝（シンヂェホ）によって脚本化さ
れた五つの作品が今も上演されている。
パンソリは伝承されてきた系譜によって、音楽

的に異なった特徴を持ついくつかの流派に分けら
れている。これを制（チェ）という。パンソリの
制には東便制、西便制、中高制があり、東便制は
比較的テンポが速く、歌い方が単純で身振りも少
なく、「聞かせるパンソリ」と言われる。反対に、
西便制は技巧に優れ、テンポもゆっくりで身振り

が多く、「見せるパンソリ」と言われている。パン
ソリは、日本の芸能と違って制を越えて伝承され
ることが許されている。例えば、東便制の「水宮
歌」を習得した者が、西便制の「春香歌」を別の
師匠から習うということがあり得るのである。
安聖民さんは日本で公演するときに、パンソリ

を観客とともに楽しむため韓国語が分からない人
のために字幕を提供している。今回は、2018年に
創作されたパンソリ「四月の物語（サウォルイヤ
ギ）」を披露してもらった。この「四月の物語」の
内容を紹介すると、済州　4．3事件（1948年 4月
に南だけの単独選挙に反対して起きた人民抗争
で、終結までの間に済州島民の約 3万人が犠牲に
なった）当時、済州島から大阪にはたくさんの済
州島民が避難して渡って来た。この 43事件の暗い
影は異郷である日本でも逃れることはできなかっ
た。「四月の物語」の最後は次のように宣言する。

「70年が過ぎた。
私たちは彼らを慰める言葉を持たない。
だから、私たちは彼らを忘れないことにした。
そして、彼らのことを語り伝えることにした。
彼らの物語が私たちの物語になるように。」

 脚本：趙倫子、作唱：安聖民

三人の歌姫の実演が終了後、休憩をはさんで二
部では 2人のコメンテータを招いて、朝鮮半島の
民族芸能を継承する在日コリアンの音楽活動につ
いての意見を聞いた。まず、最初はドキュメンタ
リー映画『アリラン峠を越えていくー在日コリア
ンの音楽』の製作者の一人でもある国立民族学博
物館学術資源研究開発センター教授寺田吉孝（て
らだよしたか）さんからコメントを頂いた。寺田
さんは 1980年代からアジアの伝統音楽と欧米の
アジア系移民社会の音楽実践の研究に従事してい
る。著書には『音楽からインド社会を知る―弟子
と研究者のはざま』（2016年）がある。他方、映
像音響メディアにも興味をもち『大阪のエイサー
―思いの交わる場』（2003年）、『怒―大阪浪速の
太鼓集団』（2010年）などの映像制作番組がある。
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寺田さんは音楽がマイノリティにとってどのよう
な意味をもっているのかを自らの経験を交え、北
米にいるマイノリティたちの事例をあげて話し
た。かれらが北米社会で受けている抑圧や差別に
よって、自己表現や居場所を持てないでいる。そ
のなかで、音楽活動を通して当事者にはそぐわな
かったステレオタイプのマイノリティイメージを
払拭していった。個人にとって音楽が持っている
役割について言及した。
二人目には、在日コリアン 3世として作家活動

をしている姜信子（かんしんじゃ）さんに来ても
らった。姜信子さんが最初に「とても濃い人たち」
という言葉を発した。何が濃いかというと、ここ
に集まった出演者たちは、少なくとも在日のコ
ミュニティのなかで育った人たちというのだ。姜
信子さんはご承知のように横浜生まれで、主な著
書に『棄郷ノート』（作品社）、『ノレ・ノスタル
ギーヤ』『ナミイ八重山のおばあの歌物語』（ぷね
うま舎）などの著書がある。
姜信子には在日のコミュニティのなかで育つこ

とがなかったが、生活の中には文化があったとい
う。例えば、1931年に日本に渡ってきた祖父は、
いつも関東大震災の話をした。そのなかで「白い

チョゴリの御婆ちゃんが火のなかに放り込まれた
話」や、朝鮮語訛りの日本語によって選別され酷
い目にあったという話を何度も聞いた。日本で生
きるために使用する日本語には、その裏面に朝鮮
語がある。そして、言葉を放つ「声」は、その周
辺に場が構築される。そのことを八重山のサンシ
ンを弾くおばあの言葉を引用した。「歌う人が歌の
主人」、声には小さな神様がいるというのだ。声の
上にいる神様、そこには物語や記憶があり、小さ
な共同体が生まれる。この小さな共同体の揺るが
しが、大きな共同体を揺るがすにちがいない。
二人のコメントの後、宋明花、安留奈、安聖民

さんを交えて「伝統」についての意見やそれぞれ
が民族芸能を学ぶ過程の苦労話などを聞くことが
できた。朝鮮半島の民族音楽に魅せられたかれら
の血の滲むような努力が生み出した「声」には、ど
のような状況にあっても「ステレオタイプでない
わたし」や「ありのままのわたし」「自分らしく」
という思いがほとばしっていた。その「声」に触
れながら、「声」の神様に引き寄せられる人々が集
まる小さな共同体に期待してみる希望が見えてき
た時間でもあった。
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1、はじめに

切手はコレクターズ・アイテムのなかでもっと
も人気の高いものの一つである。本来は郵便物の
料金前納印紙の役割を果たすものであるが、そこ
に描かれた多彩な図柄によってコレクターの対象
となり、それを意識して世界各国で様々な切手を
発行している。
朝鮮民主主義人民共和国（以下、共和国）の切

手も例外ではなく、その図柄は、文化や歴史であっ
たり、芸術であったり、花鳥風月であったり、人
物であったり、時の社会政治的スローガンであっ
たり、経済建設に関するものであったり、実に多
様である。色彩も美しく、そこには朝鮮の昨日と
今日が映し出されている。
しかし、日本で共和国の切手を知る機会はごく

限られている。そこで、本稿ではまず共和国にお
ける切手発行の経緯を確認し、次に基本資料を紹
介する。そして、それに基づいて切手にどのよう
な役割が付与され、どのような切手が発行されて
いるのかについて見てみたい。

2．朝鮮における郵便事業

郵便の始まりは 1840年のイギリスで、全国均一
料金制度とポスト投函制度が施行された。切手は、
この料金の前納証紙のことである。日本における

「切手」という用語は「切符手形」の略で、もとも
とは様々な商品に対応するものであったが、現在
は郵便料金に対してのみ用いている。
朝鮮で近代郵便制度が確立したのは朝鮮王朝末

期のいわゆる「開化期」のことである。1876年に
朝鮮は開港、以後、国家の近代化を図った。しか
し、それを達成する前に日本の植民地に転落する
が、「開化期」とはその時期のことである。まず、
1884年に開化派によって郵政局が設置され最初の
切手が発行された。ところが、そこを舞台とした
甲申政変が失敗に終わり、中断を余儀なくされる。
そして、その 10年後に甲午改革の一環として通信
局が設置されて郵便制度が再開、1900年には万国
郵便連盟に加入し外国への郵便も可能となった
が、1905年以降は日本の支配下に入る。

1884年に最初に発行された切手の名称は「大朝
鮮国郵鈔」であった。その後、一時中断を経て 1895

年に発行された際には「죠션우표（朝鮮郵票）」、国
号を「大韓帝国」を改めた後は「大韓帝国郵票」と
なった。そして、郵票（ウピョ）とい名称が現在
も用いられている。ただし、本稿は日本語なので、
「切手」という用語をそのまま用いる。
植民地解放後、北朝鮮地域では北朝鮮臨時人民

委員会に行政 10局の一つとして逓信局が設置さ
れ郵便事業が始まるが、その指針となったのは
1945年 12月 7日に行われた金日成将軍と逓信局
長との談話である。そこでは、郵便事業を早急に
正常化するとともに、切手も朝鮮の現実と民の生
活感情に合わせて新しく作らなければならないと

キルチャビ

朝鮮民主主義人民共和国における切手の発行と
付与された役割

任正爀（朝鮮大学校）
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強調されている。そして、1946年 3月 12日に最
初の切手「むくげ 20銭」（【切手 1】）と「三仙岩
50銭」（【切手 2】）が発行される。むくげは古くか
ら民衆がこよなく愛した花であり、三仙岩は朝鮮
の名山金剛山にある有名な奇岩である。なお、こ
の 2枚の切手は 1895年に発行された切手と同様
「죠션우표」と表記されている。1956年までの共
和国の切手は一部を除いて 1957年に再版される
のだが、そこでは「조선우표」となっている。
また、8月 15日には解放 1周年に際して、金日

成将軍の肖像を描いた記念切手（【切手 3】）が発
行されている。以降、今日まで共和国では約 6000

種の切手が発行されている。

3．基本資料

共和国の切手についての基本資料となるのが、
カタログと雑誌『朝鮮郵票』である。もっとも古
いカタログは 1961年に逓信省郵票社から発行さ
れた『朝鮮郵票目録』で、1959年までに発行され
た 174種の切手が掲載されている。このカタログ
の特徴は、切手の種別（額面値段）、発行枚数、発
行年月、色彩、規格、印刷方法などの基本事項と
ともに、図柄を説明していることである。ただし、
現在ではカタログとしての役割を終えた歴史的文
献というべきものである。
その後、ハングル・英語版、英語版など、その

時期ごとに刊行されているが、本稿で参照したの
は 2006年に出版されたハングル・英語版で、以下
これを『目録』と表記する。この『目録』にはそ
れぞれの切手のタイトルとともに、セットで発行

された場合は全体のタイトルも記載されている。
本稿における切手のタイトルは、2007年以降のも
のを除いてみなこの『目録』による。
『朝鮮郵票』は 1961年から切手収集家のために
発行された雑誌で、内容は図柄の解説、発行切手
案内、切手鑑賞の方法、切手収集の手引きなどで
ある。朝鮮大学校図書館では 1961年 4号から 65

年 6号までを所蔵しているが、残念ながら欠号も
あり雑誌自体もいつまで発行されていたのかもわ
からない。末尾には単に編集委員会とあるが逓信
出版社から出版されており、切手を発行する側の
考えを伝える記事も多く、共和国の切手について
考察するうえで貴重な文献といえる。
その 1964年 1号に「切手収集の目的と意義はど
こにあるのか」という興味深い文章が掲載されて
いるが、要約すれば以下のようになる。
①  切手はそれ自体の使命とともに、わが党の路線
と政策を直観的に解説宣伝する宣伝者的役割
と、人々を社会主義建設へと鼓舞推動する扇動
者的役割を果たす。

②  わが祖国が歩んできた政治、経済、文化などす
べての部門の発展面貌を見せる切手帳形式の年
代記となる。

③  歴史的事実と自然現象についての認識教養的に
意義がある資料を分かりやすく簡単な図柄で見
せることで、それぞれの時代の新しい資料とと
もに通俗的な常識をもたらす。

④  多様な形式と内容の簡潔さによって、現実の理
解を本を読むよりも早く得られる。

⑤  切手は精密な小形芸術作品であり、美術に対す
る一般的な常識を得られる。

⑥  切手は該当時期の印刷技術の発展程度を考察す
ることができる歴史的資料となる。
大きく分けて①～③までは切手の役割、④～⑥

は収集の意義といえる。そこで本稿では①～③に
即して、宣伝・扇動者としての切手、年代記とし
ての切手、知識／情報を伝える切手に分けて、そ
の典型と思われる切手を取りあげる。また、意義
についてはその過程で自ずと理解が得られるはず
である。ただし、項目⑤に関しては専門的な考察

【切手１】 【切手2】 【切手3】
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が必要となるだろう。

3．宣伝・扇動者としての切手

1）革命伝統の切手

革命伝統に関する切手でもっとも早いのは 1960

年に発行された「偉大な首領金日成同志の革命活
動」と題した切手である。「祖国光復の大志を抱い
て」、「共青会議を指導する金日成同志」、「苦難の
行軍」、「普天堡の烽火」、「凱旋演説を行う金日成
同志」の 5枚セットで、金日成主席の抗日革命闘
争を年代順に描いている。

1960年までは朝鮮解放において旧ソ連軍隊が大
きな役割を果たしたとし、8・15記念切手もソ連
の旗をあしらったものが多かった。そのような図
柄の切手は解放 15周年の 1960年に発行された切
手が最後である。そして、金日成将軍による抗日
パルチザン闘争の重要性が強調され、以降、切手
が発行されるようになったのである。

1960年に発行された切手は、青あるいは赤の単
色であるが、「偉大な首領金日成同志の革命活動」
と題された切手は、その後カラーで 1969～ 1976

年まで 5回発行されている。ただし、76年に発行
されたものは解放以降の金日成主席の活動を描い
ている。また、1982年生誕 70周年には革命活動
を描いた 16枚の記念切手が発行されているが、そ
こには英語説明文が印刷されている。その他、革
命伝統に関する切手としては、抗日革命闘士たち
の肖像を描いた切手、戦闘場面を描いた切手、革
命史跡地の切手など、数多く発行されている。

2）各種スローガンの切手

なんらかのスローガンが印刷された切手のなか
でもっとも古いものは、1954年に発行された「す
べてのものを戦後人民経済復旧発展へ」で、その
次は 1957年に発行された「増産と節約へ」である。
いずれも、男性労働者の力強い姿を図柄としてい
る。そして 1964年に「党中央委員会第 4期 5回全
員会議決定貫徹へ」と題された 4枚セットの切手

が発行されている。続いて同じ年に 4期 7回、1966

年には 4期 12回全員会議決定貫徹を呼びかける切
手が発行されている。さらに、1970年には「党代
表者会議決定貫徹へ」と題された 3枚セットと、
「千里馬大高潮」と題された 5枚セットの切手が発
行されている。
以降、スローガンを印刷した切手が数多く発行

されているが、1983年に発行された「80年代速度
を創造しよう」という切手以降はあまり見当たら
ない。この切手は共和国の街角や工場などで見ら
れる宣伝ポスターのような図柄となっており、こ
の頃には切手よりもそちらの方に重点が置かれた
という事情があるのかもしれない。そして、2001

年に「共同社説」というタイトルで、「苦難の行軍
に勝利した気勢で、新しい世紀の進撃路を拓こう」
というスローガンと「強盛大国」と印刷された切
手が発行されている。2008年には同じく「共同社
説」をテーマに共和国創建 60周年に向けてのス
ローガンが印刷された 3枚セットの切手が発行さ
れている。
「理想が実現する年」といわれた 2009年には
様々な建設現場の成果を図柄とした 9枚切手の
シートが、「総攻撃の年」といわれた 2010年には
朝鮮労働党 65周年に向けた各分野のスローガン
を印刷した 9枚切手のシートが発行されている。
そして、2016年に朝鮮労働党第七回大会を記念し
て社会主義強国建設のスローガンが明示された 8

枚の切手が発行された。

4．年代記としての切手

1）建設目標・計画の切手

現在、共和国は社会主義強国建設に邁進してい
るが、その過程を辿ることができる建設目標・計
画の切手が時期ごとに発行されている。
まず、もっとも古いのは「雄大な計画」と題さ

れた 1959年に発行された 12枚セットの切手であ
る。1枚は「雄大な計画」とあり、その他の 11枚
は、電力、石炭、鋼鉄、銑鉄および粒鉄、セメン
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ト、化学肥料、穀物、漁獲、織物、果樹面積、砂
糖で、それぞれの目標値が掲げられている。次に、
1962年「六つの高地」として石炭、穀物、水産物、
織物、鋼鉄、住宅の目標を掲げた 6枚が発行され
ている。さらに、1963年には「六つの高地の強固
化」と題し、それぞれの分野で奮闘する労働者た
ちを描いた切手が発行されている。この 3つの
セットの図柄は限られた色使いの木版画のような
素朴なもので、個人的には共和国の切手の良さを
一番よく示すものではないかと思っている。
また、1961年には社会主義工業国を目指した

「7ヵ年人民経済計画」の 5枚セットが発行されて
いる。1971年から始まった社会主義完全勝利を目
標とした 6ヵ年計画に関しては、71～ 72年に三
大技術革命の 3枚をはじめ、33枚の切手が発行さ
れている。みな、右端に「6ヵ年計画」とあり、各
部門のスローガンが印刷されている。
そして、1978年にチュチェ化・現代化・科学化

のスローガンが印刷された第 2次 7ヵ年計画の 5

枚セットが発行され、1枚に 2つずつ計 10の目標
が掲げられている。計画は 1984年までであるが、
1981年には「朝鮮労働党第六回大会決定を貫徹す
るために総進軍しよう」というスローガンととも
に、1980年代 10大経済目標を掲げた切手も発行
されている。10大経済目標は、鋼鉄 1500万トン、
有色金属 150万トン、電力 100億 kwh、石炭 1億
2000万トン、穀物 1000万トン、干拓地 30万町歩、
セメント 2000万トン、化学肥料 700万トン、水産
物 500万トン、織物 15億メートルで、それがどの
程度達成されたのかは分からないが、共和国で最
高生産水準に達したのは 1980年代末とされる。

1990年代は「苦難の行軍」時期でもあり、経済
目標に関する切手は見当たらない。そして、2016

年に 36年ぶりに朝鮮労働党第 7回大会が開催さ
れ、経済発展 5ヵ年戦略が提示された。党 7回大
会を記念する切手の一枚「経済強国建設、人民経
済発展戦略」には、5ヵ年戦略と大きく印刷され
ている。
ここで取りあげた切手は発行当時は宣伝者的役

割を果たすものだが、このように年代順に並べて

みるとまさに共和国における社会主義建設の年代
記となっていることを確認できる。前述のスロー
ガンの切手も同様である。

2）平壌の建築物と街並

平壌の建築物の切手でもっとも古いのは、1956

年に発行された「牡丹峰劇場」である。1958年に
は「平壌駅舎」、「東平壌アパート」、「労働者アパー
ト」の切手が発行されているが、この頃から平壌
の本格的な建設が始まったといえるだろう。1960

年には「平壌の新しい姿」と題して、「凱旋門広
場」、「大同江遊歩道」、「青年通り」、「栄光通り」、
「勝利通り」の 5枚セッがト発行されている。この
タイトルは『目録』によるが、切手自体には凱旋
門広場は毛沢東広場、栄光通りは人民軍通り、勝
利通りはスターリン通りと印刷されており、当時
はそのように呼ばれていたことがわかる。
ほぼ 10年後の 1972年に「平壌の千里馬通り」3

枚セットが発行されているが、これまでの素朴な
図柄と比べてイラストがより細密となっている。
1973年には「平壌の現代建築」と題し、「金日成
総合大学科学図書館」、「金日成総合大学 2号校
舎」、「祖国解放戦争勝利記念館」、「人民文化宮殿」、
「平壌体育館」の 5枚セットの切手が発行されてい
る。セピア調でそれぞれの色も少しずつ違い、ま
た、飛行機やヘリコプターが小さくあしらわれて
いる。題名の通り、現代性を強調しているのだろ
う。

1975年に「平壌の新しい通りと建物」と題した
3枚セット、1983年には、「平壌第一百貨店」、「清
流館」、「氷上館」、「人民大学習堂」などをカラー
で発行している。華麗な色彩ではなく、どこか懐
かしい色使いで、共和国らしい切手である。
その 10年後の 1993年には「平壌の通り」と題

して、「光復通り」、「千里馬通り」、「紋繍通り」、
「牡丹峰通り」、「統一通り」、「蒼光通り」の 6枚が
発行されている。平壌の主要通りであるが、切手
自体は写真を図柄にしており、個人的には面白み
に欠けると思っている。最近の切手も同様である。
これらの切手によって平壌の変遷を垣間見ること



40　　キルチャビ

ができるが、同時に切手の印刷技術や表現の変化
なども見てとれる。

5．知識／情報を伝える切手

切手はすべて何らかの情報を伝えるものである
が、ここではとくに朝鮮を知るという観点から、歴
史および科学技術史に関連する切手となんらかの
話題を提供する切手を取りあげる。

1）歴史の切手

朝鮮は約五千年の歴史を持つといわれている
が、その始まりが古朝鮮で始祖は檀君である。平
壌市江東郡には「檀君陵」と伝えられた遺跡があ
り、そこから発掘された二体の人骨が約五千年前
のものと鑑定された。共和国ではこの遺跡を檀君
陵と断定し、1994年に新たな陵を建立し周辺に石
像などを配置した。そして、翌年に檀君陵と琶型
短剣のモニュメント、記蹟碑の切手を発行した。
その後、しばらくの時を経て三国時代になるが、

共和国では現在の北朝鮮地域から満州まで広い領
土を占めた高句麗の切手を多数発行している。ま
ず、1993年に建国者である東明王陵（朱蒙）の改
建を記念して、武術の鍛錬を行なう若き日の朱蒙
と王となった朱蒙を描いた切手、東明王陵と願堂
として建設された定陵寺の切手が発行されてい
る。

2004年に高句麗の陵墓郡と壁画がユネスコの世
界文化遺産に登録されたが、その切手はこれまで
何度も発行されている。もっとも早いものは、1975

年に発行された江西大墓・江西大墓の「青龍」、「白
虎」、「朱雀」、「玄武」の四神図である。この四神
図こそは高句麗古墳壁画の最高峰といわれるもの
である。次は 1985年の壁画と広開土王陵碑の小型
シート 2枚、さらに 2005年の大城山城、将軍塚、
舞踊塚壁画の二枚シート、そして 2008年の「世界
遺産」と題した 2枚シートなどである。題材となっ
たのは高句麗墳墓のなかでもっとも規模が大きい
安岳 3号古墳である。

高句麗の文化遺産登録後、次に期待されたのが
高麗の都である開城である。それと関連して 2005

年に「開城の遺跡と遺物」と題する 5枚の切手シー
トが発行されている。それぞれカッコで王建王陵、
成均館、霊通寺、朴淵滝、そして開城南大門・恭
愍王陵・善竹橋・崇陽書院・安和寺と印刷されて
いる。この 5枚によって開城の名所を要領よく知
ることができる。ちなみに、開城が世界文化遺産
に登録されたのは 2013年のことである。
次の朝鮮王朝時代であるが、後述する科学史や

美術工芸品などを除いて、関連する切手はごくわ
ずかである。共和国歴史学界では高麗に比べて朝
鮮王朝に対して批判的であり、また都も現在のソ
ウルであることが関係しているのかもしれない。
そんななかで目を惹くのが壬辰倭乱の切手であ
る。1998年には「壬辰祖国戦争勝利 400周年」と
題された切手が発行されているが、それらは海戦
を指揮する李舜臣将軍を描いた小型切手シート
と、戦勝を記した「延城大捷碑」、「鳴梁大捷碑」、
「西山清虚堂休静大師碑」の 3枚である。さらに、
2009年には日本に持ち出された「北関大捷碑」の
返還を記念する切手も発行されている。
また、1960年代には朝鮮末期の「シャーマン号」
撃沈闘争や甲午農民戦争の切手、植民地時代の
三・一人民蜂起や光州学生抗日運動、さらには労
働者のストライキや農民暴動の切手などが相次い
で発行されている。そして、それらが革命伝統の
切手へと繋がっていくのである。

2）科学史の切手

朝鮮は世界に誇る優れた科学技術的業績を残し
ている。次にその切手を発行順に紹介しよう。ま
ず、1959年にライプチヒ国際書図書芸術覧会に際
して発行された切手シートに描かれた、「金属活
字」と「訓民正音（ハングル）」である。次は、朝
鮮文化の黄金時代といわれる世宗時代に編纂され
た医学百科事典『医方類聚』の切手で 1962年に発
行されている。
世宗時代には天文学でも大きな発展を遂げた

が、それに大きく貢献したのが技術者・蒋英実で、
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1980年に彼が制作した独創的な日時計「仰 日 」
の切手が発行されている。
木版印刷の最高峰といわれるのが高麗の『八万

大蔵経』であるが、1988年に版木を背景にその経
文を図柄と発行された切手している。なお、それ
による印本は妙香山・普賢寺に保管されている
が、保管庫の切手も 1986年に発行されている。
さらに、1989年には現存する世界最古の天文台
といわれる瞻星台と、朝鮮王朝初期に製作された
『天象列次分野之図』が一緒に描かれた切手が発行
された。
また、地図学者・金正浩と『大東輿地図』を図

柄とした切手が、1991年と 2011年に発行されて
いる。『大東輿地図』発行 130周年、150年を記念
したものである。最近では 2017年に朝鮮の三大医
書といわれる『郷薬集成方』、『医方類聚』、『東医
宝鑑』の切手が発行されている。そこには、簡単
な解説とともに著者である蘆重礼、許浚の肖像が
描かれている。
以上の切手は朝鮮科学史の代表的業績を紹介す

るものであるが、重要なものが一つ欠けている。世
界最初の雨量計で近代気象学の始まりともいえる
「測雨器」で、いずれ切手が発行されることを期待
しよう。

3）科学者の切手

次に現代科学と関連して科学者の切手を紹介し
よう。まずは、1991年に発行された蚕学者・桂応
祥博士の切手である。貧しい炭焼人の家に生まれ、
あらゆる困難を乗り越えて共和国で最初の博士号
を授与されたその人生は壮絶で、『探求者の生涯』
という小説にもなっている。切手には彼の写真と
品種改良を行ったコナラカイコ、トウゴマカイコ、
天蚕（ヤマカイコ）、家蚕、ハシバミカイコの五種
類の蚕が描かれている。

1992年には鳥類学者として知られる元洪九博士
の肖像を描いた切手が二種類発行されている。一
つは博士の肖像とキタタキ、キジ、コウノトリ、八
色鳥、沙鶏、黒雷鳥、シベリヤコムク鳥の七種が
描かれた切手シートで、もう一つはシベリヤコム

ク鳥だけを描いた小型シートである。後者の切手
が発行された理由は、この鳥にまつわるエピソー
ドと関係している。
共和国の科学者のなかでもっとも有名な人は、

ビナロンの発明者である李升基博士だろう。1998

年には「ビナロンの発明家」と題して、ビナロン
の分子模型図を描いたものと実験を行う李升基博
士の写真を載せた二枚の切手が発行されている。
また、2011年にはキュリー夫人ノーベル賞受賞
100周年を記念して企画された世界化学年に際し
て 2人の写真を図柄とした切手も発行された。
共和国の科学者のなかで切手になっているの

は、前述の 3人の他にもう 1人いる。医学者の金
鳳漢博士である。ただし、その切手は『目録』に
は掲載されていない。1960年代に金鳳漢博士は東
洋医学の「経絡」を確認し、さらに細胞の前段階
に「サンアル」という核酸が存在するという「サ
ンアル学説」を発表した。共和国では生物学上の
大発見と大々的に宣伝し、1964年に 3枚セットの
切手が発行された。雑誌『朝鮮郵票』1964年 3号
では「偉大な発見」と題して切手を紹介している
が、5頁にもおよぶ異例の扱いである。さらに、66

年にも 8枚からなる切手シートが発行されてい
る。
ところが、その学説は誤りでデータも改ざんさ

れたものであるとされ、切手も『目録』からはず
されたのである。それでも『目録』には発行番号
が欠落しているところが 2ヶ所あり、この切手が
発行されたことを間接的に確認することができ
る。まさに、切手は時代の証言者であることを物
語る。

3）宇宙科学の切手

現在、共和国は社会主義強国建設に邁進してい
るが、その推進力となるのが科学技術であり、「科
学技術強国」を第一の課題としてあげている。そ
れを牽引するのは宇宙科学で、その中心は人工地
球衛星「光明星」号打ち上げ事業である。

1998年に共和国は自国の技術による「光明星」
一号の発射を成功させるが、それは世界で 10番目



42　　キルチャビ

の快挙であった。科学技術強国建設の実質的なス
タートはここにあると個人的には考えている。そ
の後、2008年の第二号、2012年の第三号 2号機、
そして 2016年の第四号と、4回打ち上げに成功、
それぞれ発射直後に記念切手が発行されている。

「光明星」号と関連して興味深い切手がある。
1999年に発行された「火星と天体歴史」（【切手 4】）
と題した切手で、火星の表面をロケットや探査機
が飛び交う SF風の切手である。下部にはコペルニ
クス、ケプラー、ガリレオ、ニュートン、ハレー
らの肖像が描かれており、天文学発展に貢献した
学者たちの系譜を知ることができる。さらに、左
端に瞻星台が、右端には光明星号と思われるロ
ケットが描かれている。瞻星台は朝鮮における天
文観測の象徴であり、その延長線上に光明星号が
あることを示唆しているのだろう。興味深いのは、
その光明星号のデザインはその 10年後に発射さ
れる第二号とほぼ同じということである。切手が
時代を先取りしていたのである。

4）話題となる切手

最後に、何らかの話題となる切手を紹介しよう。
ある意味で切手の面白さを一番愉しめる切手であ
る。まずは、1991年に発行された南極探検の切手
である。共和国が南極探検を行っていることはあ
まり知られていないが、「季節 1」と名づけられた
基地もある。切手には 1990年 5月 5日という日付
があるが、この日に共和国の探検隊はチェシュコ

バオアシスに標示板と国旗を立てたのである。な
お、この切手はフランスで開催された「92切手世
界カップ」で入賞している。共和国の切手は海外
でも評価が高く、イタリアのリッチョーネで開催
された国際切手市場でしばしば入賞している。
次に、2015年に発行された道路の起点を明記し
た標識碑の切手である。平壌の中心である金日成
広場の主席壇の真下が起点で、そこに標識碑が置
かれている。これと関連して高速道路の切手（2001

年）や道路交通標識の切手（1987年）なども発行
されている。
また、同じ 2015年に新たに制定された「平壌時
間」に関する切手が発行された。東経 127度 30分
を基準にしたもので、それによって以前と比べて
30分遅くなった。2015年は朝鮮解放 70周年であ
り、植民地時代に日本よる標準時間を是正したの
である。（ただし、現在は元に戻された。）
最後に、朝鮮の伝統食品に関する切手を紹介し

よう。2007年には、いも餅、なずなキムチ、カレ
イ食醢、凍みいも餅の 4枚の切手が発行されたが、
切手には咸鏡道特産とある。また 2008年にも、よ
もぎ餅、焼き饅頭、緑豆チジミ、芽にんにく醤油
漬けの 4枚の切手が発行されている。ただし、い
ずれも郷土食なので的確な日本語訳にはなってい
ないかもしれない。料理の切手は珍しいと勝手に
思っていたのだが、諸外国でもしばしば発行され
ており、日本も和食の切手を発行している。

6．おわりに

切手は「小さな外交官」といわれるように自国
を紹介するうえで効果的な手段である。むろん、共
和国の切手も例外ではないが、共和国ではより積
極的な役割を付与している。本稿では、宣伝・扇
動者としての切手、年代記としての切手、知識／
情報を伝える切手に分けて、典型的な切手を紹介
した。とくに、宣伝・扇動者としての切手は共和
国ならではのものであり、共和国の特徴的切手と
いえるだろう。その他、本稿で紹介したように特

【切手4】
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色ある切手が多数発行されている。
他方、本稿では触れなかったが多くの国々と同

様に切手は外貨獲得の手段でもあり、それを意識
した切手も発行している。ユニークな切手も多く、
それらの切手の図柄を検討することも共和国の切
手を理解するうえで必要となるだろう。
さて、切手がその役割を果たすためには切手自

体の完成度が高くなければならない。すなわち、

人々の目を惹きつけ、描く主題の内容が正確に伝
わり、かつ強く印象に残るように工夫されなけれ
ばならない。そのために美しい色彩と斬新な図柄
が要求されるだろう。共和国の切手がそれを満た
すものであるかは検証が必要であるが、個人的に
は高い水準にあると思っている。眺めているだけ
で十分に楽しい、それが共和国の切手である。
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2014年に国立民族学博物館で行なわれた在日コ
リアンによるコンサートがきっかけになり、演奏
者たちのインタビューを基調としたドキュメンタ
リーを鑑賞した。映画の感想を書くにあたって私
が抱いたのは、是非ともこの映画を観て気づいた
ことを表現したいという気持ちと、私自身の立場
から言えることなどあるのだろうかという躊躇の
念であった。というのも在日コリアンを主題とし
て何かを思い浮かべるとき、必ず日本国内におけ
る社会問題や外交上の問題が連想されてくるから
である。その連想の中では在日コリアンに対する
良いイメージはほとんどない。ただしこのことは
私自身が悪いイメージを持っていることを意味す
るのではない。そうではなく、テレビや新聞で報
じられるニュースや、地域社会で広まっている在
日コリアンに対するネガティブな捉え方が私自身
の内にもいつのまにか浸透しているということで
ある。
私は 80年代後半から 90年代前半に大阪市内の

小・中学校に通った。友人の中には中学校に上
がったときに朝鮮名を名乗り始めた者もいたし、
中学校卒業の時点で初めて明らかにした者もい
た。彼らの多くは在日コリアンの三世であった。中
学校の担任の先生からは在日コリアンを蔑視して
はいけないという話を何度も聞かされたが、その
度にそれまで同類だと思っていた友人たちが別人
になるようで嫌な気持ちになった。中学校を卒業
して今に至るまでに、その友人たちとの付き合い
はなくなってしまった。理由は二つある。一つは

私自身が九州地方から大阪に出てきた両親を持
ち、そもそも大阪に基盤を置く家庭ではなかった
ことであり、もう一つは鉄道員をしていた父親が
在日コリアンを嫌っていたことである。ただし父
親が嫌うのは明らかに個々人の誰かではなく、実
体の見えないその言葉の総称であった。一方で私
は在日コリアンの友人を持ち、他方では印象の良
くない言葉として在日コリアンという言葉を覚え
た。このような経緯から、私がこの映画を観るに
あたって最も関心を持ったことは、登場する在日
コリアンの方たちが何を思っているのかというこ
とであった。
私自身の個人的な理由から、関心は登場人物の

多くが在日コリアン三世の人々であることに向け
られた。彼らは日本で生まれた親を持ち、自身も
日本で生まれ育ち、そして日本語を話す。その点
において、いわゆる日本人と変わりがないように
見える。しかし彼らの生まれ育った環境、家庭、そ
して社会的立場は、個々人の意向とは関係なく、周
囲の日本人から区別されて見られている。つまり
彼らは日本社会の中で特別な事情にある人々とみ
なされてきたのである。たとえば国籍に関わる事
情がある。現在の日本では二重国籍は認められて
いない。それゆえ原則として複数の国籍を持つ者
は 22歳になるまでにいずれか一つを選ばねばな
らない。日本人として生きることに問題を持たな
い人は次のように言うかもしれない。「同じ時代に
生きて同じ社会で同じように暮らしているのだか
ら、日本国籍を取ればよい。そうしたくないと思

キルチャビ

映画『アリラン峠を越えていく―在日コリアン音楽
の今』を鑑賞して

味村考祐（大谷大学）
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うなら韓国籍を選べばよい」、「問題はそれほど複
雑なものではない」と。しかし本当にそれほど簡
単に解決できるものだろうか。そのように安易な
捉え方が可能なのは、その人が日本人であること
に何の違和感も持っていないからではないか。
もっと言えば、その人自身は自分の国籍を自分で
選んだのだろうか。現代に生きる在日コリアンが
見ている景色を、その人はまだ見ていないのでは
ないだろうか。
本編の登場人物たちはみな、朝鮮半島に起源を

もつ音楽に携わっている。ある人々は北朝鮮（朝
鮮民主主義人民共和国）の民族音楽を、またある
人々は韓国の伝統音楽であるパンソリを、そして
また別の人々は韓国のフォークソングを演奏す
る。朝鮮半島の音楽に出会うきっかけや演奏の目
的は各人各様である。だが長い期間に渡って継続
している演奏活動の中で、何を思い、何を感じて
いるのか、それを知ることは私にとって貴重で
あった。彼らの語りからは、自分自身の存在のルー
ツにある音に耳を傾けようとする姿勢が伺えた。
映画はインタビューと各音楽の演奏シーンとに

よって紡がれていく。そして日本で生まれ育ちつ
つも朝鮮半島の音楽を演奏している、今の彼らの
思いが語られる。最初は「わたしは誰？」という
テーマで、彼らが日本社会に生きる上で生じる問
題についてそれぞれの思いが告白される。それは
自分自身の存在の曖昧さ、周囲との違和感、友人
との間の距離感、そして名前が二つあることへの
疑問といったことである。続いて「音楽との出会
い」というテーマの下、朝鮮半島の音楽に携わる
ことになった経緯が語られる。金剛山歌劇団の宋
明花さんは「ウリマル（私たちの言葉）の響きが
好きだった」と話す。ウリマル、つまり朝鮮語の
言葉の響きに魅力を感じたという。安聖民さんは
子供のころから歌が好きで、とくにテープで聴い
たパンソリに惹かれたそうだ。李政美さんは、韓
国のフォークソングを歌わないか、と誘われたこ
とがきっかけになりながらも、日本社会において
不当に処罰を受けている同胞を救う活動の一環と
して歌っていたという。音楽との出会いも目的も

それぞれである。
しかしながら、どの人も口にするのは自分自身

の存在に対する戸惑いであった。日本では「朝鮮
人」とみなされ、しかし他方で留学や研修で渡っ
た朝鮮や韓国では「日本人」と呼ばれる。どちら
にいても自分はよそ者だと言われるのである。そ
の結果自分のことを日本人としても、朝鮮人とし
てもみることができなくなる。いったい自分の存
在とは何かという問いを持たざるを得ない状況に
なる。
彼らが朝鮮半島の言葉や音楽に関心を持つこと

には特別な意味がある。それは自分のルーツをた
どるという意味である。日本社会で生きる朝鮮人
として、周囲とは違う事情を抱える原因となって
いるところのものを尋ねようという思いが出てく
るのは自然なことだろう。そんな彼らが語る内容
がとても興味深かった。安さんはパンソリに心惹
かれる理由がパンソリの物語性にあると回顧す
る。喜んだり悲しんだり苦しんだりしながらも、そ
れでもやっぱり人と生きていこうという知恵がパ
ンソリに隠されてあるのだという。李さんは「京
成線」という歌を作った。現に自分が生活の場と
してきた日本の「このまちもまたふるさと」だと
考える。宋さんは朝鮮人として日本で生まれ育っ
た思いを歌に込めることが大事だと話す。
さらに金剛山歌劇団の他のメンバーの方の意見

も興味深いものであった。河栄守さんは、本場で
ある朝鮮に渡った時に目の当たりにしたものが本
物であると初めは思ったが、日本で習ったリズム
や自分の内にあるドキドキやワクワクを求める
と、日本でやってきた音楽に価値があると思うよ
うになったと語る。金栄美さんは自分に意味付け
をすることにしんどくなったときがあったと振り
返る。自分がやりたいことだからやっているのだ
という点を大事にしたい、自然にやってないと行
き詰ると、そして、「良いのは良い」と受け入れる
ようにしていると語る。
彼らはそれが原因であるために日本社会の中で

他と区別される存在となっているところのもの、
つまり「朝鮮人であること」、そのことを何らかの
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形で受け止めねばならない境遇に置かれてきたわ
けである。では、そのような境遇と音楽活動とは
いかに関係するものなのだろうか。これは推測に
過ぎないのだが、もしかすると音楽活動には「朝
鮮的なもの」を音楽の中に見出すという可能性が
あるのではないだろうか。たとえば「蛍の光」が
聞こえてきたら、たとえそれが真昼間であったと
しても、誰もが閉店や閉館を思い浮かべてしまう
といったことがある。もちろんこの曲自体に「閉
店」という意味はない。しかし、社会的な習慣と
して日本ではおなじみの BGMとなっている。も
ちろん別の仕方の理解もあるが、この場合の「閉
店」は日本の文化・習慣におけるこの曲に対する
一つの理解なのである。つまり思い切って言えば、
音楽を聴くことの中に日本文化の理解が含まれて
いるということになる。このようにもし聴く者を
その曲が属している世界へと導き入れる力が音楽
にあるとすれば、たとえ実生活には存在しないと
しても、音楽においては自分の中の「朝鮮的なも
の」を理解する可能性があると考えることができ
るのではないだろうか。
インタビューに答える彼らの姿から見えてきた

ことは、日本で彼らが行なってきた活動、そして
今後も続く活動を彼ら自身が肯定するという姿勢
であった。だがそれは長い道のりの結果、最終的
には日本人であることを受け入れたということを
意味するのではないだろう。そうではなくて、日
本人であるか朝鮮人であるかという二者択一の問
題を越えた場所において出された、「わたしは
誰？」という問いに対する答えであるように思わ
れる。もちろんこれも私の推測に過ぎないもので
はあるが、しかしこのような理解は私にとってと
ても有意義なものである。なぜなら私自身もこれ
までは朝鮮人か日本人かという区別でしか在日コ
リアンの人々を見ることができないでいたからで
ある。彼らの語りや歌を聴いて気づかされたこと
は、彼らが自分自身の言葉そして自分自身の演奏
によって、自分の中にある「朝鮮的なもの」を理
解し、それを表現しているということである。「わ
たしは誰？」の問いに「語り」や「演奏」によっ
て答える姿は、単に在日コリアンのみならず、自
分自身の存在について迷い、悩んでいる多くの人
たちに勇気を与えるものであるように思えた。
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髙正子先生が製作に携わられた「アリラン峠を
越えていく―在日コリアン音楽の今」を鑑賞す
る機会をいただいた。あっという間の 76分であっ
たにもかかわらず、様々な余韻を胸に残すドキュ
メンタリーであった。また、生きづらさをもたら
す日本の社会とは何なのか。その社会を構成する
一人である私は、今までどのように歴史や社会と
向き合ってきたのかなど、多くの問いかけをいた
だいた。
この作品で初めてパンソリやコリアンの伝統音

楽にふれることができた。と同時に、在日コリア
ンの方々にとってパンソリや伝統音楽がいわゆる
「民族の伝統音楽」にとどまらない意味があること
も知った。出演されていた在日コリアンの方々が
パンソリや伝統音楽をとおして、自身のルーツを
たどり、それぞれ異なった境遇のなかで、その人
の音楽あるいは自分自身を獲得していく姿が印象
深い。「アリラン峠を超えていく」という題が象徴
的に示しているように、それぞれが抱えている峠
を超えていく物語が映し出されている。
インタビューでは、ときどき次の言葉を考えて

いる姿が映し出されている。その沈黙には語りき
れない言葉が内包されていて、かえって言葉以上
のものがそこから伝わってくる。どれだけの葛藤
とともに今まで歩んできたのか―。本編からや
むを得なくカットされたインタビューが数多くあ
ることを思うと、選びだされた言葉はより一層そ
の重さを増してくる。
ドキュメンタリー冒頭に、「アリラン峠　それは　

はざまに生きる在日コリアンの象徴」という言葉
が投げかけられる。〈はざま〉とは、物と物の小さ
なすき間をあらわし、「どちらでもあり、どちらで
もない」ということを意味している。物事のあい
だで揺れ動かなければならない複雑な心境が、〈は
ざま〉という言葉には凝縮されている。また、あ
る方が「本国の音楽に近づけていくこととは違う」
と語られていたように、本国に近似させればいい
のかといえばそうでもない。朝鮮と日本のどちら
かではなく、〈はざま〉に生きる在日コリアンだか
らこそ出せる音がある。〈はざま〉に生きてきた者
にしか出せない音の深みがあるということであろ
う。
この「はざまに生きる」という言葉は、「真宗学」

という親鸞思想を研究している私の課題と重なり
あい、共鳴するものであった。それは私が常に〈は
ざま〉で揺れ動き、悩み葛藤する自分をどのよう
に生きるのかという問題を抱えているからであ
る。親鸞思想の特徴の一つに「転じて成る」とい
う考え方がある。私は〈はざま〉から生み出され
る苦悩や悲しみが、人生において意味あるものと
して転じられていくことを親鸞から教わった。親
鸞の思想は、現代においては人生における悲しみ
や苦しみ、あるいは葛藤という行き詰まりを生き
る力に転じていく道があることを示唆している。
ドキュメンタリー終盤に、ある言葉が引き出さ

れる。在日コリアンが伝統音楽をする「意味づけ」
についてである。「やっている意味を考えながら生
きていくのは大変です。意味づけがしんどいとき
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もある。けど意味づけを忘れたわけではない。こ
うしなきゃいけないという考えにおしつぶされそ
うになる」（取意）。意味づけによっては原動力と
なることもある一面、またそれに縛られていくこ
ともある。人生には意味づけしてもなお、そこで
終わらない問題を抱えている。この言葉には、絶
えず問いを持ち考えつづけていくことの重要性が
示されていた。
人は多くの〈はざま〉を生き、その〈はざま〉に

葛藤する。しかし、その〈はざま〉がかえって自
分自身とは何者なのか、という「問い」に立たせ
る。その問いは誰もが終生抱えながら生きていか
ざるを得ないが、またその問いが生涯を歩む原動
力ともなる。その揺らぎのなかを生きていく―。
「アリラン峠を越えていく―在日コリアン音楽の
今」は、私たちが抱える人生の問題を考える「今」
をも伝えてくれている。
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最近、原一男監督の映画「ニッポン国 VS泉南石
綿村」が話題を呼んでいる。朝日新聞にも 2018年
だけで三度も石綿被害者や裁判闘争に関する記事
が掲載された。この映画に現れる在日同胞は約 6

人であり、泉南市の同胞石綿労働者の中、約 9人
が石綿による疾患で死亡している。2010年以降、
石綿被害による同胞死亡者数はさらに増えている
と考えられる。
筆者はかつて、大阪府南部に位置する泉南市に

近い堺市の国立近畿中央病院で 8年間勤務した経
歴があり、当時、ここは日本全国で石綿肺患者を
最も多く診療していた国立病院であった。瀬良好
澄院長を中心に、筆者も院長の指示のもとで、結
核患者以外に石綿肺患者の外来や入院を一部担当
していた。そして「石綿肺に合併した胸膜中皮腫
の 1例」を医学誌に発表したが、この症例が日本
での第 1例となった。
泉南市へは、筆者は何度も往診に行き、約 65箇

所もある泉南市の石綿工場へ調査に出かけた。こ
とに私の入院患者でもあった在日同胞老人の家に
往診に行き、診療を行っていた。
当時の石綿肺の専門医として体験したことや泉

南村石綿工場には在日同胞が多かったこと、さら
に「石綿肺と悪性腫瘍合併」についても皆様に報
告したいと思う。

石綿が発癌性の有害粉じんであることを、全社
会に知れ渡ったのは、2005年 6月 29日のマスコ
ミによる「クボタ騒動」以来である。尼崎の大手

石綿製造工場「クボタ」が、自社で働いていた従
業員や退職者 79人が石綿が原因で肺癌や中皮腫
で死亡したことを新聞紙上で公表した。大阪泉南
地域に石綿産業が創業されたのは 1870年代であ
り、有余 137年が経過した。しかし、今、大阪泉
南の石綿企業は 2005年を持って最後の 1社が廃業
した。今回は 2008年～ 2010年度の石綿による癌
発生数と住民による国家賠償訴訟裁判の結果など
について調査を行った。

1）石綿の用途

石綿は、耐熱、耐圧、絶縁性、耐酸および紡
績性の特徴を融資、石綿スレートおよび保温材
などの防火用材、絶縁体、充填材、建材などと
して用いられた。また自動車のブレーキライニ
ング、クラッチフエシングなど約 3,000種類に
およぶ広範な用途がある。

2）石綿による疾患

石綿の吸引による肺は「びまん性繊維増殖」を
きたして石綿肺となる。その特徴は間質性肺炎と
してレントゲンや CTで確認できる。職業上アス
ベスト粉じんを 10年以上吸入した労働者に起こ
るとされる。潜伏期間は 15～ 20年といわれ、石
綿曝露をやめた後でも進行する。他のじん肺（ア
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ルミ肺を除く）と異なり石綿肺は肺変化の多くが
両中下肺野に現われる。
臨床症状として初期はほとんど症状がない。進

展すると呼吸困難、咳嗽、心悸亢進、胸痛、体重
減少などが起こり、重症になると太鼓バチ状指、チ
アノーゼなどを認める。一般に X線像で異常が軽
度であるにも拘らず、肺機能の異常を認める者が
多い点も珪肺等と趣を異にする。
悪性中皮腫は石綿曝露の指標となる腫瘍（Signal 

Tumor）といわれる。中皮腫の発生は石綿肺と異な
り、少量の低濃度曝露でも約 30年後に発生する。
石綿曝露歴があり、原因不明の胸水や頑固な胸痛、
胸部 X線写真に胸水貯留の異常陰影を見たら、膿
胸以外に中皮腫を疑うべきである。

2010年度の中皮腫死亡数は 1、209人（男 1,014、
女 195）で、都道府県別では兵庫県が最多で 122

人、大阪府 121人 , 東京都 101人、神奈川県 82、福
岡県 63人となっている。2010年度の中皮腫死亡
数は、2009年度の中皮腫死亡数 1,156人より 53人
多い。

2010年度の石綿による全国の労災請求数は
1,142件（前年度 1.174件）となっている。前年度
との比較では、32件減少（2.8%減）となった。こ
のうち、肺癌が 509件（前年度 540件）、中皮腫が
552件（同 571件）。前年度との比較では肺癌が 31

件の減少、中皮腫が 19件の減少となっている。
次に、2010年度の決定件数をみると全体で 994

件（前年度 1.071）と 77件（7.7%減）の減少と
なった。肺癌と中皮腫の別では、肺癌が 495件（業
務上認 424件）、中皮腫が 527件（同 498件）と
なっている。

2006年度の肺癌・中皮腫認定件数が最も多く、
2007年度は減少したが、2008年度には増加し , 

2010年度にはやや減少している。しかし、2006年
から 5年連続で毎年 1.000件を超えている。（表1．
省略）

1970年代前半、大阪府泉南地方には石綿紡織工
場が 65社が操業し、隣接の阪南市を入れると石綿
労働者は約 2,000人に達していた。当時、筆者が
勤務していた堺市、国立近畿中央病院に入院した

石綿肺患者は石綿粉塵を大量吸入し、重症の肺線
維症を起して、呼吸不全で死亡した患者が多かっ
た。

2005年 2月の調査で、大阪府下で特定粉塵（石
綿）届出工場（廃業・使用中止を除く）は 14社に
減り、阪南市 4、大阪市 3、泉南市 1、等となって
いたが、泉南市の 1社も 2年前に廃業した。（大阪
府環境指導室発表）

3．じん肺症例の肺癌および中皮腫合併率

石綿肺患者の肺癌合併率は国立近畿中央病院の
症例（1955～ 1988.12）では、じん肺 1,274例中、
石綿肺 208例の肺癌合併率 19.2％（40例）である
のに対し、珪肺 880例は 9.8％（86例）であった。
石綿肺癌 40例の中には悪性中皮腫 3例が含まれて
いる。1970-80年代の当時はまだ中皮腫が多くな
かった。しかしその後、同病院のデーターは次の
通りである。
近畿中央胸部疾患センター（旧国立近畿中央病

院）のデータ―によると（表2）、2000～ 2011年
の中皮腫は 88例で、いずれも胸膜中皮腫。年齢 43

～ 86歳、男 79名、女 9名。2006年～ 2009年の
中皮腫 13例（67～ 83歳）に対し、2010年～ 2011

年（表 3．）の中皮腫 4例（60～ 70歳）は少ない。
（林清二院長提供）

表2　最近の中皮腫症例（2000～ 2011年）

2 30.7%

30 (34.1%)

11 12.5%)
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4．胸膜中皮腫症例と歯科検査技師の石綿
肺

症例1．胸膜中皮腫

65歳男性　断熱材加工の経営者
職業歴　　　：  白石綿 20年、青石綿 4年、白石綿

およびガラス繊維 5年と約 29年間
各種石綿粉じんに曝露された。
1972年 5月入院、1972年 7月死亡。

肺機能検査　：  ％ FVC61.5%、1秒率 74.1%と拘束
性換気障害の像を示した。

胸部 X線所見：  右上中野にかけて縦隔に接して
6x4cm大、右中野外側壁に近く
2.5cm大の均等な陰影を認める。
部検により腫瘍組織は多様性の胸
膜中皮腫と診断された。本症例は
本邦第 1例の胸膜中皮腫であっ
た。

症例2．胸膜中皮腫

77歳男性、コンクリート製水道管製造に勤務、兵
庫県クボタ鉄鋼恩加島工場
胸膜中皮腫と診断され、2005年 9月 7日、近畿中
央胸部疾患センターで死亡。
CTガイド下生検：leiomyosarcoma

同標本の免疫染色：mesothelioma, sarcomatoid type

Tumor Marker値：
2005.6.20.  CEA 7.4,  CYFRA 9.5

2005.7.13.  CEA 9.4,  CYFRA 58.8

近畿中央胸部疾患センター林院長提供
（旧国立近畿中央病院）

症例3．胸膜中皮腫

73歳　男性、建設業
2006年 2月、胸痛を訴えて来院、胸部 X線写真で
右胸水を指摘された。胸部疾患病院で胸膜生検を
行い、血性胸水あり、悪性胸膜中皮腫と診断され
た。2006年 10月初旬に死亡。
職業歴：  15歳から建設現場の作業に従事し、同環

境の下で 60歳頃まで働いた建設会社経
営者。Spo2  90～ 95%、在宅酸素療法実
施。

腫瘍マーカー：  CEA0.9 ng/ml（ 正 常 5.0 以 下 ）、
TPA520 ng/L（70以下）、NSE19.9 

ng/L（10.0以下）、シフラー 21-1　
35.4 ng/L（2.8以下）。CEAは正常
値以下で腫瘍マーカーはいずれも
高値を示した。Spo2 95%、拘束性
換気障害、石綿肺Ⅱ型。

症例4．　歯科技工士

石綿肺、気管支喘息、肺気腫による COPD

男　76歳、
職歴：35年間　歯科技工士
タバコ　20本／日、（20～ 45歳）
太鼓ばち状指（Clubbed Finger）
肺機能検査：

FVC  2.27 L　72%

FEV1 0.8 L　 38%

Index　　　25.6%、混合型（Combined）肺
機能障害

1990年代の歯科技工士たちは、過酷で低賃金の
労働環境に置かれていた。劣悪な設備で、プラス
チックや金属粉塵、石綿、焼燃ガスを長年吸引す
るため、肺疾患が非常に多く、肺癌も一般より多
いことがわたった、肺 X線画像で珪肺と石綿肺所
見を示し、じん肺 4型の症例もある。本症例も胸
部 X線写真で石綿肺と珪肺の所見を示した。

5．泉南訴訟による国家賠償裁判

2006年 5月、大阪府泉南地域の石綿紡績工場の
元労働者や周辺住民ら 29人が、弁護士を立てて石
綿肺や肺癌などになったのは、国が石綿の規制を
怠ったのが原因だとして、国に計 9億 4000万円の
賠償を求めた訴訟を起こした。2010年 5月 19日、
大阪地裁は国の不作為を認定し、26人へ総額 4億



52　　キルチャビ

3500万円の賠償を認めた判決を下した。勝訴した
のは 26人で賠償額は 1人あたり約 440万～ 680万
円であった。29人のうち「近隣暴露」の被害者と
しての周辺住民 3人は除外された。
しかし、泉南石綿訴訟に対し、国の「不作為責

任」を認めた大阪地裁の判決を政府は 2010年 6月
1日、不服として控訴している。泉南市にある市
民の会代表は柚岡一禎氏である。
泉南の石綿訴訟の原告・弁護団は早期解決を求

める要望書を当時の首相に送った。

6．石綿被害の救済

石綿工場で働き石綿疾患になった場合、労災保
険法に基づき、休業補償や医療費などが給付され
る。死亡した場合、遺族年金も出る、2006年 3月
施行の石綿救済法では医療費と療養手当（月給 10

万円）、死亡した場合、遺族に葬祭料（約 20万円）
が給付される。対象疾患は中皮腫と肺癌のみで、石
綿肺等や工場の周辺住民は対象外である。一方、中
央環境審議会は 2010年 5月、重症の石綿とびまん
性胸膜肥厚も対象に加えるよう政府に答申した。
そこで 2010年 7月より重症の石綿肺とびまん性胸
膜肥厚が石綿救済法に追加されることにになる。
表 6.には石綿被害補償と救済制度の法成立を示し
た。石綿新法の改正が 2012年 3月 27日まであっ
たが、さらに 2022年 3月 7日まで延期された。

表3．日本の石綿被害補償と救済

労災補償と救済
　　法律施行例　1998年 2月 9日
　　　　法改正　2008年 6月

　石綿救済法（石綿新法）と救済
　　　救済法律　2006年 3月 27日
　　新法改正案　2008年 5月 29日
　　　新法改正　2012年 3月 27日まで
　　改正石綿健康被害救済法　2011年 8月 30日
　　　更に延期　2022年 3月 27日まで

7．石綿病変 2割が発見される

環境省は 2010年 7月 5日、2006～ 2009年に石
綿工場周辺住民を調査し、工場の周辺に住み、工
場で働いたことのない人々のうち約 2割（352人
／ 1669人）に「胸膜プラーク」が見つかったと公
表した。調査対象は大阪府泉南地域、兵庫県尼崎
市、横浜市鶴見区など全国 7地域である。今回は
希望者 3648人に検診を行ったが、環境省は今年度
からこの 7地域で新たに 8800人を 5年間追跡調査
する考えだという。（表 4）

表4．周辺住民の石綿病変検診（2006～ 2009年）

対象者 　調査地域

3648人

1669人（石綿工場で働か
ず）
胸膜プラークの陽性率

大阪府泉南地域、兵庫県尼
崎市、横浜市鶴見区ほか全
国 7地域

21.1%（352人／ 1669人）
環境省、2010.7.5．公表

8、今後の予測

石綿による健康被害は拡大しつつあり、肺癌と
中皮腫の労災認定数が、2000年前後は年 40～ 50

件だったのが、2006年度以降は1,000件以上になっ
た。一時減少したように思えたが2008年度は1,063

件と増加している。2004年に石綿の使用禁止と
なったが、石綿は今も各地のビルや学校などに
残っている。2010年 4月には学校建物での石綿被
害が初めて明らかになった。2002年に中皮腫で死
亡した教諭（当時 56歳）が体育館の天井に吹き付
けられた石綿が原因として公務災害と認められ
た。石綿対策が不十分な船舶修理工場で働かされ
中皮腫になった大阪市の元作業員が造船会社に
3,300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に
起こし係争中である。
石綿関連疾病は潜伏期間が長く、平均して中皮

腫は 40年、肺癌 30年、石綿肺は 10年とされる。
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日本国内で使用される石綿は全量が輸入で、その
ピークは1970年の35万ｔであり、この状態が1989

年まで続いた。
将来の予測では中皮腫による死者数は 2020年

前後まで増え続け、2030年頃には 2008年の 5倍
に近い 4500人になると推定されている。韓国の
Peakは 2045年頃である。韓国忠清南道洪城郡には
日帝時代からの石綿鉱山がある。2030年頃から米
国や豪州のように中皮腫は減少していくと予測さ
れている。（表 5.）
ある国会議員は東京、横浜両地裁で係争中の「首

都圏アスベスト集団訴訟」などをあげ、「国の敗訴
が続けば、救済を求める声はさらに広がり、その
補償額は想像もつかなくなる」と政治解決の難し
さを指摘している。
石綿を原因とする肺癌も、喫煙などと区別がつ

きにくい。肺癌の労災認定者は中皮腫より少ない
が、実際は認定数の 2倍以上の患者がいると推定
されている。肺の X線画像だけで診断が難しい場
合、約 5gの肺組織を採取して検査するが、それ自
体が体への大きな負担となり検査を見送られ、原
因が未確認のまま死亡する患者も多い。また、時
には、特発性肺線維症（IPF）と石綿肺との鑑別が
困難な場合がある。今後、腫瘍マーカーをはじめ、
簡便でより正確な診断法が求められるが、最近順
天堂大学で中皮腫発生前に血液で診断する方法が
報告されている。
最近、一人社長の石綿小工場での労働者にも、労

災認定がなされようとしている。

表5．石綿産業と中皮腫発生のPeak 予想

石綿産
業の成
長期

石綿産業
の Peak

中皮腫発生
の上昇期

石綿使
用禁止

中皮腫
の Peak

日本 1960’s 1974 2000’s 2004 2030

韓国 1970’s 1990’s 2010’s 2009 2045

豪州 1970’s 1970-1979 1970-1985 2003 2020

米国 1960’s 1950-1973 1980’s 1986 1993’

「泉南地域の石綿被害と市民の会」は「大阪・泉
南アスベスト国賠訴訟」を起こし、2014年 10月 9

日、最高裁で勝訴した。また、資料館が「アトリ
エ泉南石綿の館」として泉南市に 2019年 4月 20

日、完成の予定となっている。
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最近、在日朝鮮人による運動史を出版した、あ
るいは準備中という話を聞く。いずれも各団体単
位の歴史である。私自身、在日朝鮮人の歴史と生
活を学ぶ者として、より包括的な在日朝鮮人の運
動史を読みたいと思ってきた。その思いを一定叶
えてくれる書籍が登場した。本書である。本書は、
筆者である鄭栄鎮さんが「序章」で断っているよ
うに、運動史そのものを扱うのではない。それゆ
え先に「一定叶えてくれる」と記したには訳があ
る。本書はタイトルから予想するにはやや困難が
伴うが、在日朝鮮人運動史におけるアイデンティ
ティ言説の変遷を精査した力作なのである。
在日朝鮮人の運動史というと、どの団体に関

わったのかによって思い浮かぶ人びとの顔ぶれ、
場面、組織図は異なるだろう。それぐらい、在日
朝鮮人の運動団体は多様に存在してきた。把握で
きる限りの各団体の概要については、国際高麗学
会日本支部『在日コリアン辞典』編集委員会『在
日コリアン辞典』（明石書店、2010）を繰っていた
だくことにして、本書の特徴を述べておこう。
本書が在日朝鮮人の運動史ではない理由は、在

日朝鮮人であることを自明の前提としない、とい
う姿勢による。つまり、在日朝鮮人であるという
言明がなぜ必要とされ、誰によって担われ、どの
ように用いられてきたのか、という諸相を解放後
の象徴的なトピックを時系列で振り返りながら考
察することによって、言明の構築過程を検証して
いくのである。歴史的に存在してきた各運動団体
は、血縁的系譜的関係により朝鮮人であることを

自明の前提として活動を展開してきた。「誰が朝鮮
人であることをどうやって証明するのか」という
問いに対して、「血縁およびルーツがあるからと答
える」という定式に従えば納得が成立するという
ことである。ところが、これらが擬制であること
は学術的には自明である。鄭栄鎮さんは、自らも
運動に身を置くなかで、この運動言説に違和感を
感じたことが本書の発端としてあるようだ。こう
した違和感を述べると、「それは日本で生まれた二
世だから仕方がない」という人もいる。「言葉と文
化を学ぶこと確認できる」という説明もある。
しかし、鄭栄鎮さんの問いは「朝鮮人は朝鮮人

としてうまれるのではなく、朝鮮人になるのでは
ないか」（p.182）である。つまり、「在日朝鮮人」
言説の生成と変容を読み解くということが本書の
問いなのである。この問いを読んで思い出した会
話がある。20年ほど前、とある研究会で「在日は
世代が進むなかで民族意識が希薄になり日本人に
同化する可能性が高まっている。それが問題だ」と
いう発言があった。これに対して、「同化するとい
う捉え方には、そもそも個人の中に同化されるに
値する本質があるという前提に立っている。では、
日本人と朝鮮人の親の間に生まれた子供について
は、どう捉えれば良いのか」という疑問が投げか
けられたのである。問われた側は当時答えに窮し
ていたことを覚えている。
実は、歴史的な迫害や戦争、近代においては植

民地支配、加えて国民国家建設といった大規模な
社会変動のなかでマイノリティとなった人びとの

書評

鄭栄鎮『在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺ら
ぎ―「民族」の想像／創造』

〔法律文化社、2018〕

伊地知紀子（大阪市立大学）
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アイデンティティについては、文化人類学や社会
学のなかで議論が蓄積されてきた。エスニシティ
をキーワードとして、大きくは本質主義と構築主
義という立場の間で論争が重ねられてきた。本書
で検証している「血統」や「民族」、あるいは「国
籍」にまつわる言説は、この図式に落とし込んで
分析できるものだ。では、ここで本書の内容を概
観しておこう。

各章紹介
序章　本書の視角
第 1章　  在日朝鮮人はいかに自己を規定し、呼ぼ

うとするの
　　　　  ―「在日朝鮮人」「在日韓国人」「在日コ

リアン」「在日」
第 2章　  朝鮮に対するコンプレックス―北朝鮮

「帰国」をめぐって
第 3章　  朝鮮人でなくされた朝鮮人―金嬉老事件

と在日朝鮮人の「民族」
第 4章　  自らの民族性をとりもどす闘い―反差別

闘争と「民族性」の堅持
第 5章　  日本でしか生活しえない存在―定住化と

指紋押捺拒否運動
第 6章　  最も身近な外国人―国籍条項撤廃運動を

めぐって
第 7章　  「コリア系日本人」という衣装に着替える

時代
　　　　―日本国籍取得論争をめぐって
終章　  在日朝鮮人を「在日朝鮮人」たらしめるの

は何か

序章においては、上記した問題意識が述べられ、
これを受けた各章が続く。第 1章では、本書で検
討する対象である、1945年以降の在日朝鮮人のカ
テゴリー名称の変遷を考察している。その生成過
程は当然、権力構造に規定されており、意味付与
の内実は時代とともに変遷するが構造そのものは
変わらない。そのことを指摘したうえで、鄭栄鎮
さんは「血縁的系譜的関係をも疑っている」と宣
言する。

第 2章では、1950年代末の在日朝鮮人の北朝鮮
帰国運動をめぐる、日本人と在日朝鮮人による北
朝鮮の描き方とその影響を分析している。生活の
活路を北朝鮮に見いだすにあたり、「朝鮮」という
言葉への意味付与が否定から肯定に変わる節目を
立てる必要があった。この部分を担った言説を
扱っている。
第 3章では、1960年代末に起きた「金嬉老事件」
への共感と嫌悪を、在日朝鮮人の「民族」を映し
出す表と裏として読み解き、在日朝鮮人として生
きるにあたって確立すべき「民族」像が固定化さ
れてきた時期と位置付ける。
第 4章では、1970年代以降日本への定着が確実
となったとされる在日朝鮮人の権利獲得運動を対
象とし、部落差別運動との関係、日本人の立場に
言及したうえで、民族差別撤廃運動が抱かざるを
えない集団の画定と内部の画一化を指摘してい
る。
第 5章では、前章とは異なり、「たった一人の反

乱」として知られる 1980年代の指紋押捺拒否運動
に焦点をあてる。この運動が従前のものと異なる
のは、組織ではなく個人が始めたということ、加
えて在日朝鮮人が日本社会の「市民」あるいは「住
民」であるという立脚点を明確にしたところにあ
る。第 4章で取り上げた権利獲得運動と本章の事
例は、前者が在日朝鮮人の生活権拡充が課題であ
り組織運動であったが、後者は日本社会の制度に
とどまらず連帯のあり方そのものの変革を求める
個々人の運動であったところに違いがある。同じ
社会の住民でありながら、在日朝鮮人のみ犯罪者
扱いする指紋押捺を義務付けた社会のあり方を全
住民で変革しようとする運動であった。
第 6章では、1990年代にピークを迎えた国籍条
項撤廃運動を取り上げ、日本における「公権力の
行使又は公の意思の形成」への参加をめぐる行政
側の論理と運動言説との攻防を読み解きながら、
運動の成果は生み出されたものの、他方で「公」に
かかる議論が展開されることはなかったという限
界を示している。
第 7章では、日本を生活の根拠地とする在日朝
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鮮人が社会参画していくにあたり、1960年代末か
らすでに選択肢として日本国籍取得を提示してき
た事例を紹介しながら、根底に存在する「アイデ
ンティティと帰属のズレ」への違和感、つまり「単
一的アイデンティティへの肯定感」に対して、自
身の疑問を呈している。
終章では、文化人類学で活用されていた「戦略

的本質主義」を採用しながら、運動言説そのもの
が時代のなかで変容せざるをえず、必要に応じて
主体形成を求められたと指摘し、今後は「これま
での定義に囚われない新たな『在日朝鮮人』」を言
説化すべきではないかと提案する。そこでは、「日
本人」もまた問いの対象に含まれる。

＊　＊　＊
以上が、本書の概要である。従来の在日朝鮮人

に関する研究では、本書が各章で取り上げた事例
ごとにトピック化しその歴史的位置づけや運動的
意義、日本社会における問題性などが検討されて
きた。しかし、本書はこれらを時系列に振り返り
主体を形成してきた言説を分析することで、時代
ごとの「在日朝鮮人」像を相対化している。もち
ろん、従来の構築主義者がはまりがちであった虚
無感に陥ってはいない。それは、鄭栄鎮さん自身
が一つの運動体に身を置いてきたからこそ、次の
作法を考えるからなのかもしれない。
主体化の必要性を認めつつ、柔軟なアイデン

ティティ形成の可能性を追求するという、運動史
を扱いながらのこの距離の取り方はなかなか舵取
りが難しいだけに、そこに取り組んだ本書が世に
出たことは大変意義深い。さらに、通史的に在日
朝鮮人の運動史言説を分析する手法をとることに
より、運動史を概観でき、在日朝鮮人についてこ
れから学ぶ者にとって非常に参考になるだけでは
なく、すでに学んできた私のような者にとっても
大変有難い書物なのである。そこで、少し注文を
出してみたい。
私自身が長年在日朝鮮人について学んできたの

で、本書を読んでも内容や語彙選択に馴染みがあ
り勉強になるところも多々あった。しかし、本書
は外延をどこまで広げているのだろうという懸念

が他方であった。それは、主たる読者を在日朝鮮
人でかつ運動に携わっている人を意識的にか無意
識的にか念頭に置いてまとめたのではないのだろ
うか、という気がかりである。例えば、在日朝鮮
人の運動史をあまり知らない者が読むと、様々に
ある在日朝鮮人にかかる団体のなかで、民闘連や
トッカビがどのような位置にあるのかわからない
といった心配をしてしまうのである。
また、「外国人」という表現についてもかなり躓

いた。本書は、立脚点を「朝鮮人になる」という
ところに置き、「日本人」も含めて民族や国籍を構
築主義から捉え、戦略的本質主義の必要性も認め
つつ、新たなアイデンティティ形成の地平を模索
するという構成を採っている。ただ、論を展開し
ていくなかで、在日朝鮮人は誰を指すのかと考え
ながら読んでいると、外国籍者として制度によっ
て規定される側面と意識による側面とが混同して
論じられているところが見受けられる。例えば、国
籍条項撤廃運動において問題となるのは国籍であ
る。そこで「外国人」という表現を混入すると、日
本国籍を有する在日朝鮮人はどう論じられるのだ
ろうかと考えてしまう。構築主義の立場をとる場
合、主観によるアイデンティティ形成は折り込み
済みであるので、国籍の有無に関わらず自身を在
日朝鮮人と捉えるという立場にも目配りが必要と
なる。この点について、ややブレがあるように感
じた。「外国人」という表現の揺れは、「常識知」と
いう語彙を用いる点についてもある。
「常識知」という単語は、専門用語ではないが、
本書においてはキーワードの一つとして再三登場
する。狙いは、「日本人」であること、「朝鮮人」で
あることを支えている知を意味することにあるの
だが、やはり事前に概念としての説明が欲しいと
ころだ。
また、本書全体を見渡して思うところは、隣接

研究との関係である。概要紹介の前に触れたが、こ
うしたアイデンティティ形成にかかる議論は、エ
スニシティやディアスポラをキーワードとしてか
なりの理論的蓄積がある。終章で数点言及してい
るけれど、鄭栄鎮さんが本書で目指した流動的な



鄭栄鎮『在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ―「民族」の想像／創造』　　57

アイデンティティの可能性の議論が、定型化され
がちな運動言説の変容を考察したうえで、どのよ
うな汎用性を有するのか、知りたいところである。
この点について、在日朝鮮人にとどまらない先行

研究の蓄積と合わせて検討する部分が加わること
により、他なる主体形成をめぐる研究とのつなが
りへと広がるのではないだろうか。
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明石書店が発行する『エリア・スタディーズ』
は、第一線の研究者たちの執筆によって、世界各
国・地域の歴史や現況等のトピックを、手軽にも
かかわらず充実した内容で紹介するシリーズであ
る。評者も、各国・地域の歴史等を知るためにま
ずはこれに頼ることも多い。このシリーズでこれ
までに朝鮮半島をテーマにしたものでは、「現代韓
国」「韓国の暮らしと文化」「韓国の歴史」「北朝鮮」
が各出版されているが、新たに「済州島」がシリー
ズの 166番目に加わった。朝鮮半島の一地域であ
る済州島が独立して加わるということは、それだ
け、朝鮮半島本土とは異なる済州島の風習・文化
等の独自性があり、かつ、済州島研究の蓄積が豊
富であることのあらわれであろう。
本書は、「漢拏山の裾野に広がる豊かな自然、国

家の枠組みにとらわれず東シナ海を縦横無尽に往
来していた海民の文化や歴史、海女や牧畜、ミカ
ン、観光産業のほか、朝鮮半島と日本の狭間にあっ
て沖縄と共通する住民虐殺の歴史や基地問題を抱
えながらも「平和の島」をめざす今日の歩み、古
代から現在に至るまで続く日本との深いつながり
など、済州島の多彩な姿を紹介する入門書である」
（p.4）とあるとおりに、済州島の多彩な姿を紹介
している。
済州島出身の在日朝鮮人は多い。永野によれば、

2007年 12月末現在での在日韓国・朝鮮籍の在日
コリアン 59万 3489人のうち、済州島出身者は慶
尚道についで多く、16.1％の 9万 5247人である。
さらに推計では、約 15万人の済州島出身者が日本

に居住しており、その数は済州島人口の約 27％に
該当するともいう［永野 2010］。
多くの済州島出身者が日本にいるのならば、そ

の背景はまさしく多様であるにちがいないはずで
ある。にもかかわらず、済州島出身者のバックボー
ンや「ルーツ」は、上記にあるような「現代韓国」
や「北朝鮮」という、つまりは「国」というフィ
ルターを通してでしか、まずは理解を深めていく
ほかなかったのではないだろうか。また、済州島
そのものに対しては、「東洋のハワイ」といった言
葉や、近年の韓流ドラマ・映画の撮影地といった
ものに代表されるような、観光地としての理解が
ほとんどであったと思われる。
もちろん、このような興味関心から済州島に関

心を持つことや、済州島にルーツを持つ在日朝鮮
人への理解を深めることをすべて否定すべきでは
ない。しかしながら、あまりにも一面的な理解は、
結果としてそれら対象への偏見を強めることにも
つながりかねない。本書を通じて、済州島への理
解が済州島ルーツの在日朝鮮人への理解へとつな
がってほしいところである。
さて、本書の構成は、「済州島の自然と風土」

「基層文化と伝統社会」「済州島の歴史（古代から
解放まで）」「日本と済州島」「4・3事件と再生す
る島」「済州島の「再発見」」の全 6部 55章と 12

のコラムである。30人にもわたる執筆者によって、
これらは記述されている。そのなかでも、特筆す
べきは「済州 4・3」に 1部をあてていることでは
ないだろうか。

書評

梁聖宗・金良淑・伊地知紀子（編著）『済州島を
知るための 55 章』

〔明石書店、2018年〕

鄭栄鎭（大阪市立大学）
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近年、遺族や関係者等の血の滲むような努力に
よって、ここ日本でも「済州 4・3」は知られるよ
うになってきた。しかしながら、先に記したとお
りに、済州島は「東洋のハワイ」といわれるよう
な観光地として広く知られてきたのであり、現在
もそのような理解がほとんどを占めている。たし
かに、済州島を訪れると、まさしく風光明媚とい
える景色や美食に囲まれ、この地で 3万人もの島
民が犠牲になった事件があったとは到底考えにく
いのが正直なところである。恥ずかしながら、評
者は幾度も済州島に墓参りにも行っていたにもか
かわらず、「済州 4・3」を知ったのは、わずか数
年前のことである。その後、学校の教員、しかも、
長く在日朝鮮人教育に携わってきた教員たちとで
済州島研修旅行を組んだこともあるが、「済州 4・
3」を知る者は皆無であった。また、すでに亡く
なってしまったが、評者の父は 1947年頃に日本に
渡ってきたと聞いていた。安定した生活を求めて
の渡日と理解していたことが、「済州 4・3」を知
ることによって、推測ではあるものの、父の行動
の背景には異なる意味があるのではとの思いに
至ったものである。
このような現況を鑑みると、「済州 4・3」が現

在の済州島のみならず、在日朝鮮人に多大な影響
をあたえたことを語り継ぐことは、済州島の多様
な姿をあらわすだけにとどまらず、在日朝鮮人と
いう存在の「政治的避難民」、すなわち「難民」と
もいえる一面を知らしめることにもなる。一様な
主体とされがちな在日朝鮮人の多様な側面や内面
への理解をふかめるためにも、きわめて重要であ
る。本書は、「4・3事件に関しては日本における
研究の層の厚さを反映して、非常に充実した内容
となっている（略）4・3事件の入門書としても読
んでいただけるのではないか」（p.5）とあるとお
り、済州 4・3に関してはきわめて充実した内容と
なっている。済州島、そして「済州 4・3」を知り
たい人に、本書は自信を持っておすすめできる一
冊である。
ただし、本書へは少なからず不満もある。近年

の済州島についてである。ピークは過ぎたかもし

れないが、近年の済州島は中国資本の進出が著し
い。中国からの観光客も多くを占めている。済州
国際空港の出国ターミナルには、中国資本の企業
による、中国からの投資移民を求める広告が多数
掲げられ、空港免税店では中国のタバコしか売ら
れていないこともあった。済州島出身の在日朝鮮
人による、これまでの済州島への「貢献」が忘れ
去られているかのようでもある。中国資本による
マンションやホテル等の開発・建設が土地価格の
暴騰を招き、自然が破壊されつつもある。済州島
の自然に惹かれた観光や開発がその自然を破壊す
るとはまったく笑えない皮肉ではあるが、これが
済州島のおかれている現状である。評者の現地の
友人は「土地を持っていない親をはじめて恨んだ」
と笑いながら言ったことがあったが、いずれにし
ろ、近年の中国資本の進出が旧来のコミュニティ
の変動を招いているのではないだろうか。このよ
うな現況を、本書はコラムにてあつかってはいる
が、ここはやはり、1章、もしくはそれ以上を割
いて、よりていねいに紹介してほしかったと感じ
る。
また、済州島各地には在日朝鮮人の寄贈等を顕

彰する「功徳碑」があるが、これについて本書で
はほぼふれられていない。済州島において在日朝
鮮人といった存在がいかに記憶・表象され、継承
されているか、あるいは、済州島と在日朝鮮人の
関係性を理解するには、「功徳碑」は絶好の素材で
はないかと評者は考えている。近年ではその研究
も済州島ではすすみつつあるようだが、これにつ
いて、なんらかの記述がほしかったと感じる。無
理強いかもしれないが、今後、改訂版が発行され
ることとなれば、以上はぜひとも章立てして加え
てほしい。
なお、本書では、済州島民の「移動」の歴史が

繰り返し述べられている。四方を海に囲まれた済
州島では、「移動」は生きるために不可欠なものと
ならざるをえなかったであろう。しかしながら、歴
史と移動が紐つけられることで、「移動」が済州島
民の本質的傾向と捉えられかねない。ここは留意
が必要かもしれない。
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このような評者の不満はあるものの、それを差
し引いても、本書は済州島を知るには充実した内
容となっており、最良、かつ、自信を持っておす
すめできる一冊である。本書の出版が済州島、済
州島にルーツを持つ人たちへの多様な関心と理解
へと結びつくことを、済州島にルーツがあるもの

の一人として、評者は願ってやまない。

（参考文献）
永野慎一郎、2010、「済州島社会経済発展への在日済州

人の貢献」、永野慎一郎編『韓国の経済発展と在日
韓国企業人の役割』、193-208、岩波書店
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本書のタイトル『北朝鮮の博物館』を最初に聞
いた時、わたしはてっきり北の朝鮮民主主義人民
共和国（以下、共和国）で出版された本を日本語
に翻訳したと思った。「うわっ、翻訳者が大変だ」
と思ったのが偽らざる感想だった。しかし、本書
を手にして、それはいらぬ早合点であることがわ
かった。本書の著者は大韓民国（以下韓国）の韓
端大学美術史専攻の張慶姫教授だったのだ。張教
授は文化財委員をなさるほどで、文化財への造詣
が深い方だ。そのせいか、本書に掲載された遺物
の選択がとても面白い。それに、本書に掲載され
た遺物の写真がとても鮮明で、写真家が撮影した
ものであることは一目で分かる。これは北の政府
の協力がなければとうていありえないと思った。
事実、日本語版にむけての著者の文章には、本書
が南北政府の良好な関係のなかで出版が可能で
あったと記されていた。
著者の張慶姫さんは共和国の博物館に興味をも

ち 2000年から博物館通いをした。その成果として
2008年には『平壌朝鮮中央歴史博物館』が韓国で
出版され、好評を博した。この本をもとにより調
査を進めて 2010年本書の原作となる『北朝鮮の博
物館』が韓国で刊行された。だが、この著の刊行
と同時に韓国で政権交代が起こり、南北関係が悪
化した。そのなかで本著は埋もれてしまったのだ。
ところが 2012年、韓国で『平壌朝鮮中央歴史博

物館』を偶然手にした愛媛大学東アジア古代鉄文
化研究センター長の村上恭通の目にとまった。か
れは、「それまで図面やモノクロ写真でしか見たこ

とがなかった図面や発掘出土品が高画質のカラー
写真で紹介」されていたと、その時の感想を『北
朝鮮の博物館』の「本書について」（P270）に記し
ている。著者は韓端大の張慶姫さんだった。韓端
大は愛媛大と交流協定校であったので、かれは日
本に戻ってまず翻訳者の池貞姫さんに相談し、張
慶姫さんを招聘して北の共和国の博物館事情につ
いて講演してもらい、その後に翻訳することが決
まったそうだ。翻訳者は朝鮮語担当の池貞姫さん、
民俗学の村上和弘さん、韓国考古学の松永悦枝さ
んの三人の研究者が当たり 5年の歳月を要したと
いう。本書を手にすると、長い期間にかけて遺物
の名前をはじめ説明文などについて翻訳者たちの
苦心が感じとれる。そこも、是非関心を持ってい
ただきたい。

では、本書の構成について簡単に紹介しよう。先
ず、最初に北の共和国の博物館の基本的な知識と
しての沿革史、規模、所蔵品について、博物館の
組織、展示などが簡潔に述べられている。とくに
展示に関しては、展示館の環境が余りよくないの
で、絵画作品などは模写がかけられていて遺物は
複製品が展示されているという博物館の状況の記
述がある。展示品は歴史的な大枠を重視し、歴史
軸が理解できるように教育的観点から配慮されて
いる。著者は「イデオロギー的に分断されてはい
ても、民族的アイデンティティと歴史の同質的を
確認する文化財を南北ともに受け入れている」
（P25）と言う。そして、古朝鮮や渤海、高句麗、

書評

張慶姫著『北朝鮮の博物館』池貞姫・村上和弘・
松永悦枝訳

〔同成社、2018年〕

髙正子（神戸大非常勤講師）
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高麗などが比較的充実しているが、百済や新羅な
どの内容は貧弱であるので、南北交流によって互
いに欠けている所蔵品の貸与・展示などが行われ
ることで、分断されてしまった歴史と文化をつな
ぎ合わせるという役割を担わなければならないと
している。
さらに、この一冊で共和国の博物館を北の端で

ある「清津歴史博物館」から「海州歴史博物館」に
至るまでの 9つの地域博物館、つまり、「咸興歴史
博物館」「江界歴史博物館」「元山歴史博物館」「新
義州歴史博物館」「香山歴史博物館」「平城歴史博
物館」「沙里院歴史博物館」、そして平壌と開城の
博物館として「朝鮮中央歴史博物館」「朝鮮美術博
物館」「朝鮮民俗博物館」「高麗博物館」の博物館
が設置されている地域とあわせて 13の博物館の
展示品が紹介されている。著者が美術史を専攻し
ているだけあって、博物館の遺物の選択や説明文
がとても面白いのだ。共和国に行ったことのない
わたしは、本書によって北の博物館めぐりをして
いるような錯覚に陥るほど、この本を見ていると
時間と空間をこえ共和国を見て回るような楽しさ
を味わうことができた。さらに、美術などに門外
漢のわたしでも楽しめるように遺物のついての説
明がわかりやすいのだ。ページをめくるたびに新
しい発見がある。また、ハングル表記の遺物の名
前も楽しい。例えば、P128の棍棒頭という星形の
石製品の武器であり、狩猟時の道具がある。この

ハングル名が「곤봉대가리（コンボンテガリ）」だ。
곤봉は棍棒で대가리が動物の頭や長いものの頭部
を指す固有語だ。このように名前に漢字語と固有
語が混ざっている名が多い。他にも面白い名前が
たくさんある。遺物も王族が使っていたものと言
うより、地方の豪族が使っていたようなものが多
く、現代でも通用しそうなデザインのものもある。
絵画としては見ることが叶わない高句麗の壁画、
朝鮮時代の誰もが知っている有名な画家たち（金
弘道、申潤福、申師任堂など）の作品、植民地期
の画家たち、いわゆる越北した画家たちの作品か
ら南北を結ぶ民族の現代史が読み取れる。もちろ
ん、現代朝鮮の画家たちの作品も紹介されている。
全体的にイデオロギーや政治的なものではなく、
文化財を通して民族の全体を感じることができる
ような作品の選択がなされている。他にも博物館
の図録などにはない、朝鮮半島の時代区分やコラ
ム、年表までも記されていて、文化財理解を助け
るための朝鮮通史が挿入されるなどの工夫がみら
れる。
本書が学校や公共の図書館に置かれ、コリアン

の子どもたちだけではなく日本人の子どもたちも
手にできればと願う。本書を手にした子どもたち
は、豊な古の遺物を目にすることで、東アジアに
共通する歴史を感じ取ることができるだろう。そ
んな一冊になることを願っている。
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在外同胞財団のホームページによれば、世界に
は約 740万人の在外コリアンがいるとされてい
る。その中でも特に中国朝鮮族（以下、朝鮮族と
する）は、朝鮮語がかなりの割合で維持されてき
たこと、また元々のルーツである朝鮮半島との地
理的条件も手伝って 1992年の中韓国交正常化後
に一定数が大韓民国へ移動するという現象が生じ
ているのは周知の通りである。また、これに関す
る論考は社会学や人類学において既に多く検討さ
れている［e.g. 金永基 2007、鄭雅英 2008］。また、
筆者も触れているが、朝鮮族の移動は中国国内で
も生じており、移動先で彼らがどのような生活や
コミュニティを築いているかも検討がなされてき
た［e.g. 佐々木衛 2007、イェ・ドングン 2010］。し
かし、それらは原住地からコミュニティへの移動
のメカニズムへの着目やエスニックコミュニティ
が主体的に維持されていることに着目している
が、経済的側面ばかりに目が向かい、民族に対す
る愛着などエスニシティ自体をどう生かしている
のかへの着目は見られなかった。そこで本書は朝
鮮族の国内移動、それも原住地（本書では「伝統
的居住地域」）と移動先（本書では「非伝統的居住
地域」）の間の人的資源や経済的資源の循環システ
ムによって言語や文化、アイデンティティの継承
が行われていることを示したという点で意義のあ
る研究である。以下、構成と内容について紹介す
る。

本書は、序章、第 1章から第 5章、終章で構成

されており、主に第 2章から第 5章で著者による
フィールドワークの成果が記述されている。
序章では、研究目的や用語の定義、理論的枠組

みを示している。筆者によれば、移動先での朝鮮
族による新たなコミュニティの形成・維持の内的
メカニズムは長いあいだ明らかにされてこなかっ
た。近年登場した朝鮮族の新たなコミュニティの
形成・維持に関する研究は、彼らのコミュニティ
が国内的・国際的連携のもとにあることを明らか
にしたものの、彼らがどのようにエスニシティを
維持しているかの検討が弱いとする。その弱い原
因を筆者は民族に対する愛着などを経済的な資源
としてどのように活用しているかが先行研究で検
討されてこなかったからだとする。そこで、彼ら
のコミュニティ形成の内的メカニズムを論じるう
えで、筆者が独自につくりだしたモデルが「国内
外の経済的資源・社会的資源の相互依存モデル」
である。このモデルを筆者は「朝鮮族コミュニティ
内部において、社会的資源と経済的資源が相互に
転換しあい、相互依存的に相乗効果を発揮する状
態（p.22）」だとする。その仕組みは、エスニック
/ローカル（エスニックコミュニティ）、ナショナ
ル（政府）、トランスナショナル /グローバル（海
外）の三つの主体があり、この三つの中で循環が
起きているという分析枠組みである。また、それ
は原始的特性重心論と用具論を援用しつつも、原
始的愛着も考察することによって提示できるとし
ている。
第 1章では、序章で区分した伝統的居住地域と

書評
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非伝統的居住地域を用いて、中国の少数民族に対
する政策、朝鮮族の人口分布、構成などについて
国家の統計資料を中心に朝鮮族の社会的位置を考
察し、伝統的居住地域と非伝統的居住地域の社会
状況の比較を行っている。
第 2章は、非伝統的居住地域の朝鮮族コミュニ
ティの事例に先だって、伝統的居住地域の事例と
してハルビンの朝鮮族コミュニティを描写してい
る。ハルビンでは朝鮮族に対する政府からの援助
や民族保護などのナショナルな側面が経済面でも
社会面でも強く重要な役割を果たしている一方
で、社会的紐帯と経済的紐帯の相互転換が上手く
いっていないこと、地理的にビジネスを行うのに
制限が伴うこと、またナショナルな側面が強いゆ
えに韓国などとのグローバルな側面の連携がそれ
ほどうまくいっていないことが明らかとなったと
する。
第 3章から第 5章は、深圳、青島、燕郊鎮を事

例に非伝統的居住地域のコミュニティの学校や経
済団体、それらの間のつながりの考察を行なって
いる。第 3章では、深圳を取り上げている。深圳
の朝鮮族の移動は、深圳が経済特区であることに
起因する。1980年代以降に日本企業や韓国企業が
進出してきた結果、従来第一外国語として日本語
を学んでいたこと、さらに中国語も朝鮮語もでき
ることを活かして、多くの朝鮮族が移動したとさ
れる。深圳の事例では、社会的紐帯として広東省
朝鮮民族聯合会、経済的紐帯として OKTA（世界
韓人貿易協会）深圳市支部を取り上げ、ローカル
な側面において経済的紐帯が強く働き、筆者が主
張する「国内外社会的資源・経済的資源相互依存
モデル」における社会的資源（社会関係資本や経
済活動の基礎となる人脈、言語、文化、礼儀作法
など（p.23））と経済的資源（経済的団体が社会関
係資本形成のために提供する資金や寄付される物
品（p.23））の相互転換及び依存がなされている。
他方で市政府などとのナショナルなつながりは弱
いことが示される。また、グローバルな側面とし
て韓国との経済的活動が活発であるが、朝鮮族の
全日制学校がないことを理由に韓国との社会的資

源の交換はなされていないことが指摘される。
第 4章では、青島を取り上げている。青島は伝

統的居住地域以外で朝鮮族が最も多く居住する地
域であり、また韓国との地理的近さから韓国企業
が多く進出している地域である。筆者は青島の朝
鮮族の社会的紐帯は、①民族教育、②運動会など
の交流事業、③民族系マスメディアなどから構成
されているとし、特に民族教育に関してページを
割いて記述している。そこでは特に韓国を意識し
た教育が行われている。経済的紐帯については青
島市朝鮮族企業協会と OKTA青島支部を事例とし
ている。このうち前者は経済的紐帯と社会的紐帯
を創出し、相互依存させ、相乗効果をもたらす機
能があるとし、後者は朝鮮族が世界のコリアンと
経済的に交流する機能を持ち、経済利益を生み出
しながら「朝鮮族文化」の発展を推進させている
ことが明らかにされる。
第 5章では、燕郊鎮を取り上げている。燕郊鎮

の朝鮮族の特徴は複数ある。第一に、燕郊鎮その
ものが北京の近郊にあり、従来から北京で国家機
関に務めるエリート朝鮮族を中心とした集住地域
があったものの、中韓国交正常化をきっかけに韓
国企業が集まることで、韓国人相手の仕事が増加
したこと。第二に、朝鮮族の若者が大学卒業後に
北京の韓国企業に就職していること。第三に、北
京五輪をきっかけに北京市内の地価が高騰した結
果として、北京にいた朝鮮族が燕郊鎮に移り、さ
らに伝統的居住地域に居住していた彼らの両親も
移り住むようになったことである。燕郊鎮の朝鮮
族の社会的紐帯については京東朝鮮族経済文化発
展聯合総会と三河市光大学校国際部・朝鮮語クラ
スを事例としている。前者は、従来存在していた
企業家協会ではカバーできない企業家でない人も
含め朝鮮族同士で交流できるようにするために設
立されたもので、中国政府の認証も受け経済的紐
帯を、また行事を通じて伝統的居住地域との社会
的紐帯を維持している。後者は、経済的紐帯の役
割を果たす三河京東企業家聯合会と OKTA三河支
部によって設立された。この学校は小学校から高
校まであり、特に高校部には韓国の有名大学への
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進学クラスもある。また朝鮮語の授業でも朝鮮語
教育を意識しつつも「韓国語」も使いこなせるこ
とを企図した特徴がみられている。経済的紐帯に
関しては前述した三河京東企業家聯合会と OKTA

三河支部を事例とし、前者は朝鮮族だけでなく中
国国内の他民族との交流も企図して活動してお
り、後者は世界のコリアン・ネットワークと中国
の経済システムを接合することを企図した活動を
行う。また両団体は前述の学校のように連携して
経済的資源と社会的資源を相互依存させる役割を
果たしている。
終章では、これらの事例を総括し、それぞれの

都市の共通点や差異をまとめた上で、本書が示し
た複数拠点三層構造による「国内外社会的・経済
的資源の相互依存モデル」の意義を主張し、国内
及び国外にまたがる経済的資源や社会的資源がそ
れぞれ相互に依存しあい、相乗効果を発揮し、シ
ステムとして循環していることをオリジナリティ
として結んでいる。
以下では、評者が研究しているコリアンマイノ

リティ及びエスニックアイデンティティに関する
分野を中心に、コメントと批評を述べる。まず、筆
者が本書で示した「国内外社会的・経済的資源の
相互依存モデル」は、マルチサイテッドエスノグ
ラフィという調査手法を用いて構想されている。
この手法は人・物・資本・情報の移動を追って調
査者も複数の場所でフィールドワークを行う手法
である。筆者は各都市で約 2週間ほど滞在し、聞
き取りや参与観察を行っている。ただし、燕郊鎮
の調査は 1回のみ（p.28-29）であり、第 4章で民
族学校に関する記述の厚さに比して、やや記述が
薄い。
また、本書では、朝鮮族の国内移動とそれに伴

うネットワークがどのように機能しているかに重
点が置かれている。それゆえ、本書では「韓国」と
いう単語が頻出するものの、韓国との関係それ自
体を取り上げたものとはなっていない。前述の通
り、1992年の中韓国交正常化以降、韓国企業など
が中国に進出するようになり、朝鮮族にとって韓
国は切っても切れない関係となった。朝鮮族自身

も韓国に移動や出稼ぎするようになり、現在では
筆者が言う「伝統的居住地域」から人口の半分以
上が中国国内の他地域や韓国を含めた海外に流出
している。本書では、先行研究が提示してきた朝
鮮族の伝統的居住地域と非伝統的居住地域の間の
コミュニティの循環においてエスニシティ維持の
努力の記述が足りないことを問題意識として出発
したはずである。確かに筆者が提示しているモデ
ルに沿って、両地域、あるいは韓国との相互循環
が、各地域で強弱がありながらも、機能している
点は読み取ることができた。その中でも非伝統的
居住地域において、移動した朝鮮族が移動先にお
いて子供たち（第二世代）の民族教育に社会的紐
帯及び経済的紐帯が投資を惜しまないことも理解
することができた。ただ、そこで疑問を感じたの
は朝鮮族にとって「朝鮮族」、「韓国」とは何なの
だろうかということである。例えば第 4章では、学
校は教育として「朝鮮族文化」を育みながらも、第
5章の事例で登場する学校は朝鮮語教育だけでな
く韓国語も使いこなせることを視野に入れた教育
を行っている。教育においては中国国民としての
ナショナリティを持たせたり、朝鮮族であるとい
うエスニックアイデンティティを意識づけるとい
う記述も登場しているが、このモデルの中におけ
る「韓国」の位置づけ・重要性がどのようなもの
であるかが不明瞭である。「韓国」は彼らにとって
仕事や「出稼ぎ」のためのビジネスのための場所
なのだろうか。あるいはエスニックアイデンティ
ティを維持するための象徴的な「本国」であるの
だろうか。
加えて第二世代の教育という観点に言及すれ

ば、在日コリアン研究でも民族教育は重要なテー
マであり、特に言語の継承に重点が置かれてきた
［e.g. 福岡安則・金明秀 1997］。しかし、現実には
朝鮮学校などの民族学校や家庭で特に十分な言語
教育を受けない限りは、言語の継承がうまくいっ
ていない。実際、朝鮮語（韓国語）がしゃべれな
い者も多く存在する。朝鮮族の場合でも、本書で
登場した民族学校などが移民先で民族文化や言語
の継承に危機感を感じて設立されたことが読み取
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れるが、設立からまだ歴史が浅いこともあり、ど
れほど言語の継承成功しているのかは記述されて
いない。この点が記述されれば、例えば日本の在
日コリアンの民族教育における社会的紐帯や経済
的紐帯に関する議論に、朝鮮族の事例から新たな
視点を提示できるのではないだろうか。
いずれにしても、本書で紹介された朝鮮族の国

内移動の結果としての伝統的居住地域と非伝統的
居住地域の循環モデルは世界のコリアンを研究す
る上で意義のあるモデルであり、既に世界各地に
点在するコリアン社会の中のネットワーク及び外
国との間でどのような循環がおき、循環の結果と
してどのような効果が生じているのかを検討する
のに参考にされていくこととなるだろう。

参照文献
イェ・ドングン（2010）「エスニシティの資源化と都市

エスニック・コミュニティの再構成―北京望京
コリアタウンの朝鮮族社会的団体を中心に」『東北
亜文化研究』25集、pp.531-547

金永基（2007）「第 3章　国境を越える移動によるエス
ニック・アイデンティティの変化－韓国ソウル市
中国朝鮮族の事例から－」佐々木衛編『越境する
移動とコミュニティの再構築』、pp.37-54

佐々木衛（2007）『越境する移動とコミュニティの再構
築』東方書店
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◎国際高麗学会日本支部 第 22回 学術大会

日　時：2018年  6月 10日 （日）
場　所：大阪教育大学 天王寺キャンパス

【午前の部】 10：00～ 11：15 中央館
自由論題①　中央館 212　　司会：綛谷智雄 氏
1．10：00　朴恩珠  氏（大阪女学院大学）
　　『副詞的連用語尾につく「만」について　―「V1（어・아）+V2」型動詞を題材に―』
2．10：25　廣瀬 陽一 氏（大阪府立大学）
　　『中野重治の石川啄木論─「国民感情」との対決』
3．10：50　任正爀 氏（朝鮮大学校）
　　『新民謡「朝鮮八景歌」とそれを取り巻く人たち』

自由論題②　中央館 213　　司会：鄭栄鎮 氏
1．10：00　全ウンフィ 氏（大阪市立大学）
　　『住民 2世の土地利用にみる在日の周縁的集住地域の存続過程―京都府 A地区を事例に―』
2．10：25　髙橋 優子 氏（九州大学大学院）
　　『在日コリアン被爆者たちの「南北統一」』
3．10：50　姜健栄 氏（大同クリニック）
　　『石綿被害者の在日同胞労働者―大阪府泉南市―』

【午後の部】 13：30～ 17：00  西館 1階ホール
『朝鮮半島の民族芸能と在日コリアン』
第一部　民俗芸能の実演と話
映画『アリラン峠を越えていく―在日コリアンの音楽の今』（ダイジェスト版）上映
会長挨拶と趣旨説明
宋明花 氏（西道民謡、ピョンチャン）　鼓手：趙倫子 氏
安留奈 氏（南道民謡、伽耶琴ピョンチャン）　鼓手：李眞秀 氏
安聖民 氏（パンソリ）　鼓手：趙倫子 氏
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第二部　総合討論
司　会　高正子 氏（神戸大学）
コメント　寺田 吉孝 氏（国立民族学博物館 学術資源研究開発センター 教授）
　　　　　姜信子 氏（作家、表現者）

【懇親会】17：30～　1階食堂

◎特別講演会
日　時：2018年 11月 16日（金）　開演 18：00 / 開場 17：30

会　場：立命館大学いばらきキャンパス　B棟 4階 研究室 1

報　告：三村 光弘 氏（環日本海経済研究所 調査研究部主任研究員）
　　　　「朝鮮半島における秩序変革の今後－政治の時代から経済の時代へ－」
コメンテータ：文京洙 氏（立命館大学 教授）

◎人文社会研究部会
第89人文社会研究部会
日　時：2018年 3月 24日（土）15：00～
会　場：立命館大学梅田キャンパス演習室 2

［報告］　崔正勲 氏（立命館大学国際地域研究所客員研究員、国際関係学博士）
　　　　「トランプ政権の北朝鮮政策について」

第90回人文社会研究部会
日　時：2018年 5月 13日（日）15：00～
会　場：立命館大学梅田キャンパス演習室 2

報　告：ドキュメンタリー映画「アリラン峠を越えてゆく～在日コリアン音楽の今」上映会
解　説：高正子 氏（国際高麗学会 日本支部、神戸大学講師）

第91回人文社会研究部会
日　時：2018年 7月 29日（日）15：00～
会　場：OIC（立命館茨城キャンパス）B棟 4階研究会室 1

報　告：孫春日 氏（延辺大学校・教授）
　　　　「朝鮮人から朝鮮族へ－中国朝鮮族の社会身分変化過程とそのアイデンティティ」

第93回人文社会研究部会
日　時：2019年 2月 23日（土）14：00～
会　場：大阪教育大学大天王寺キャンパス　中央館 4階 415室
報　告：合評会
対象本：鄭栄鎮『在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ－「民族」の想像 /創造』
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　　　　法律文化社、2018年。
自著解説：鄭栄鎮 氏（大阪市立大学）
コメント：李洪章 氏（神戸学院大学）
　　　　　全ウンフィ 氏（大阪市立大学）

◎科学技術研究部会
第66回科学技術研究部会
日　時：2018年 3月 24日土曜日　16：00

会　場：京都大学理学部 6号館 2階　272号室
報　告：李哲揆 氏（理化学研究所バイオリソースセンター）
　　　　「植物を健康にする微生物の発見」

第67回科学技術研究部会
日　時：2018年 6月 30日土曜日　16：00　京都大学理学部 6号館入口ピロティ前集合
会　場：京都大学理学部 6号館 2階　272号室
報　告：金穂香氏（京都大学　大学院理学研究科　化学専攻　修士 2回生）
　　　　「光センサータンパク質 PYPを取り巻くシグナル伝達の仕組み」

第68回科学技術研究部会
日　時：2018年 10月 20日（土）16：00～
会　場：ナレッジオフィス VisLab Osaka

報　告：鄭仁大 氏（近畿大学理工学部講師）
　　　　「結び目の数学」

◎合同研究会
第92回人文社会研究部会、第67回科学技術部会　合同研究会
日　時：2018年 12月 15日（土）14：00～
会　場：大阪教育大学大天王寺キャンパス　中央館 4階 415室
報　告：文鐘聲（畿央大学）「在日コリアン高齢者の健康を阻むものは何か」
　　　　池貞姫（愛媛大学）「北朝鮮の博物館と展示品―越北画家の絵画を中心に」

◎その他
国際高麗学会ソウル支会創立 20周年記念国際学術大会「韓国学と朝鮮学、その争点とコリア学の
模索」への日本支部会員の参加
日　時：2018年 7月 14日　10：00～ 20：30

場　所：建国大学
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◎理事会
理事改選
○選挙公示日：2018年 3月 28日（水）
○投 票 期 間：2018年 3月 28日（木）～ 4月 15日（日）
○開　票　日：2016年 4月 19日（木）
○選挙管理委員会委員長：伊地知紀子
○開 票 場 所：国際高麗学会事務室
○当選者（50音順）
伊地知紀子　氏
任　正　爀　氏
綛谷　智雄　氏
髙　正　子　氏
高　龍　秀　氏
徐　正　根　氏
宋　南　先　氏
滝沢　秀樹　氏
蔡　徳　七　氏
鄭　雅　英　氏
外村　　大　氏
朴　　　一　氏
裴　光　雄　氏
文　京　洙　氏
森　　類臣　氏　　以上 15名

第12回理事会
日　時：2018年 6月 10日（日）11：30～ 12：30

場　所：大阪教育大学天王寺キャンパス中央館 1階会議室
議　題：1．理事会選挙報告
　　　　2．新会長選出について
　　　　3．2017年度事業報告
　　　　4．2018年度事業計画
　　　　5．2017年度決算・2018年度予算
　　　　6．その他
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国際高麗学会日本支部学会誌『コリアン・スタディーズ』　投稿規定

1．投稿資格
国際高麗学会日本支部は、学会誌『コリアン・スタディーズ』を年 1回発行する。掲載される原稿は、朝鮮
半島および朝鮮民族に関するあらゆる分野の学術的な論文、研究ノート、書評論文、キルチャビ、書評である。
論文、研究ノートについては、国際高麗学会日本支部会員は自由に投稿できる。投稿については、寄稿規定並
びに執筆規定を熟読すること。ただし、当該年度までの会費納入を要する。投稿論文は常時受け付ける。また、
編集委員会で企画する特集については、非会員にも寄稿を依頼することがある。

2．投稿条件
投稿される原稿は、未発表の書き下ろし作品のみとする。同一原稿を『コリアン・スタディーズ』以外に同
時に投稿することはできない。

3．審査
寄稿された原稿を掲載するか否かは、別途定める査読規定に基づいて編集委員会で審査の上決定する。

4．使用言語
本文は日本語のみとし、注および参照文献に限り外国語を使用できる。要旨およびキーワードは日本語およ
び英語とする。

5．枚数
原稿枚数は 400字詰め原稿用紙換算で 50枚以内とし、本文（タイトル、氏名含む）、注、参照文献、図表を

含めたものとする。論文には、日本語要旨、英語要旨およびキーワード（日本語および英語）を付けることと
する。ただし、いずれも枚数には含まない。枚数を超過した場合、審査対象としないこともあるので、下記を
確認すること。
論文　50枚以内＋日本語要旨（400～ 800字）、英語要旨（800～ 1000語）＋キーワード（日本語および英語）
研究ノート　50枚以内
キルチャビ　20枚以内
書評　5～ 15枚

6．投稿形式
投稿は原則として電子文書とし、マイクロソフト・ワード形式かリッチテキスト形式で作成したものを投稿
規定 10にある提出先の e-mailアドレスに送付すること。図表や写真は可能な限り本文中に挿入すること。マ
イクロソフト・ワード形式かリッチテキスト形式以外での提出については、投稿規定 10にある問い合わせ先
に連絡すること。必要に応じて印刷された原稿の郵送を求めることがある。

7．抜き刷り
本誌は国際高麗学会日本支部会員には 1部ずつ、論文、研究ノート各 1本につき 1部配布する。抜き刷りを

ご希望の場合は別途有料となるので、投稿の際に申し添えること。問い合わせについては 10を参照のこと。

8．校正
校正は原則として著者校正のみで、内容のみならず、投稿規定および執筆規定に則った形式に訂正すること
も校正作業に含まれる。審査により採用決定となった後に行われる初校段階での誤植以外の修正は原則として
認めない。なお、再校は初校段階の訂正を確認するだけの作業となる。

9．原稿の保管
投稿原稿の保管や取り扱いについては編集委員会が責任を負う。
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10．提出先および問い合わせ
投稿原稿は下記宛に提出すること。
　　国際高麗学会　日本支部事務局
　　〒 530-0047　大阪市北区西天満 4丁目 5-5　マーキス梅田 506号
　　tel  06-6314-3775　  fax  06-7660-7980
　　isksj@ams.odn.ne.jp  http://www.isks.org/
投稿などに関する問い合わせは、上記住所の支部事務局にお願いします。

11．著作権
投稿された原稿の著作権は国際高麗学会日本支部に所属するが、原著者が『コリアン・スタディーズ』に掲
載された当該論文を自著作の単行本や論文集に再掲載することは妨げない。

 （2014年 6月 30日）

国際高麗学会日本支部学会誌『コリアン・スタディーズ』　執筆規定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年 6月 30日一部改訂

1．本文
（1）基本用語

a．原稿は日本語、横書きとする。図表や図版は原稿本文に組み込み、紙幅の制限内に含める。
b．朝鮮、中国に関わる人名・地名は漢字（日本の現代漢字も可）で表記し、漢字不明の場合はカタカナ
表記とする。欧米由来の度量衡はカタカナ表記とする。

（2）数字
a．数字はアラビア表記を原則とし、場合に応じて漢数詞を用いる。
b．年号は西暦を用い、国家・地域固有の年号を使用する際は西暦を（　）で付記する。

（3）見出し
a．章はアラビア数字で 1．2．3…と表す。「はじめに」と「おわりに」（あるいはそれ等に該当する見出し）
にも数字を振る。「はじめに」は 1とする。

b．章以下の節は（1）、（2）、（3）の順で表す。
c．節以下の項は a、b、cの順で表す。
　　　（例）第 1章⇒ 1、第 1節⇒（1）、第 1項⇒ a

2．キーワード
論文、研究ノートには日英 5語以内でキーワードを付けること。キーワード間は読点ではなくコンマを入れ
ること。

3．文献引用
（1）本文や注、図表で文献を表記する際は、編著者の姓（刊行年：ページ）のみ表記し，文献の詳細は参照
文献リストに表示する。朝鮮人の名は姓名とも表記する。編著者名が付いていない刊行物の場合は、発行機関
名を表記する。
　（例）文献全体を示す場合
　鈴木［2005］，朴統一［2011］によれば・・・
　文献の一部を示す場合
　…投票率は低かったとされる［キムハヌル 2012: 11－13］。
（2）2度目以降の引用でも前掲書・前掲論文、同上書・同上論文などの用語は使用せず、上記（1）のように
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表記する。
（3）新聞・雑誌記事や社説の場合は本文・注・図表に新聞・雑誌名、発行年月日を記した上で、参考文献リ
ストに新聞・雑誌名を入れる。
　（例）
　…保守言論による歪曲は深刻である［『月刊朝中東』2001年 1月］。
　…と指導者は発言している［『労働新聞』2012年 4月 16日］。

4．注
（1）注は、本文の内容について文脈上の解説や言及をする必要がある場合に用いる。
（2）すべて文末注とし、方カッコ付アラビア数字で表示する。
　（例）1）、2）、3）・・・

5．図表
図表のタイトルは、図の場合は図の下に、表の場合は表の上に付ける。

6. 参照文献
（1）本文、注記、図表で用いたすべての文献を「参照文献」として本文の最後に一括して表示する。参照文
献とは、本文中または注において引用した文献を指す。
（2）文献リストは言語ごとに分け、日本語文献は著者名の 50音順、韓国・朝鮮語文献は著者名のカナダラ順
などに並べる。
（3）参照文献については、著者名・（刊行年）・書名・号数（発行年月日を入れてもよい）・発行所・頁等で示
す。筆者名のある新聞・雑誌記事は雑誌論文と同様に表記し、発行年月日も記入する。
（4）英文文献の場合、書名はイタリックで表記する。論文名は単行本所収か雑誌所収かに関わらず一律
クォーテーション・マークで括る。
　（例）
　単行本の場合
　・朴一（2005）『朝鮮半島を見る眼－「親日と反日」「親米と反米」の構図』 藤原書店、pp.123－125
　・이광우（2004）『신경과학』 범문사 , pp.153.
　・  Kim, L. （1997）. Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning.  Boston: Harvard Business 

School Press.

　論文の場合
　・文京洙（2005）「戦後 60年と在日朝鮮人 “国民 ” の呪縛を超えて」『思想』No.980、岩波書店、pp.8－9
　・김신일（1991）「교육자치의 당위성과 현실」『교육학연구』Vol21, 교육출판 , pp. 11－18.
　・  Min, Pyong Gap. （2001）. “Koreans in New York: An ‘Institutionally Complete’ Community.” New Immigrants in New 

York, edited by Nancy Foner, New York: Columbia University Press, pp.173-200.

　・  Koh, Y.S. （2008）. “Financial and Corporate Reform in Korea: Survival Strategies of the Korean “Chaebols””, Asian 
Studies, 54 （2）, pp.71-88.



編集後記
『コリアン・スタディーズ』第 7号をお届けいたし
ます。
朝露首脳会談のニュースをラジオで聴きながら今号
の論考を再読し、朝鮮半島における秩序変革の行方に
思いをめぐらせております（2019年 4月現在）。この
変革の過程において、日本は完全に「蚊帳の外」にお
かれているにもかかわらず、日本政府関係者は、「拉
致問題の解決なくして国交正常化なし」などと、「妄
言」を繰り返すのみで、無能さと不誠実さを露呈して
います。「『拉致問題』を解きほぐすためには、まず国
交正常化を」という「正論」がなぜ黙殺されているの
か、本当に不可解です。
さて、今号掲載の研究ノート 2編は、いずれも深い
考察にもとづいた力作です。そして、「キルチャビ」
の論考 4編も読み応え十分で、私も大いに勉強させて
いただきました。
また、学術大会報告を読みながら、昨年 6月に聴か
せていただいた、すばらしい歌声と演奏を思い出して
おります。
次号（8号）も今号と同様に、6月初旬に論文募集
告知、7月末に論文投稿申請締切、9月末に論文投稿
締切という流れを予定しています。多くの投稿をお待
ちしております。 （綛谷智雄）

『コリアン・スタディーズ』編集委員
文京洙
高正子
朴一
高龍秀
鄭雅英
蔡徳七
裴光雄

伊地知紀子
鄭栄鎭
森類臣

綛谷智雄（編集委員長）
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